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序

17・18世紀における
アムステルダム仲継市場の金融構造

その系譜と継承

石 坂 昭

序

第 i章 アムステルダム振替銀行 (1609ー1820)の意義

I 歴史的系譜

瓦 アムステノレダム振替銀行設立の経過

E 業務内容

A 預金=振替業務

B 貴金属取引

C 貸付

N アムステルダ、ム振替銀行の没溶

第2章 アムステル夕、、ム金融市場の構造

I 外国為替一一割引と引受信用--

E 担保貸付

E 公債引受発行
N1763年及び1773年恐慌ーアムステル夕、、ム金融市場の没落

結び

雄

ヨーロ vパ大陸諸国に，イギリスの強い影響の下に，発券銀行を頂点とす

る近代的信用制度が創出されたのは，フランス卒命の嵐を経た後のことであ

った。この過程で，中世以来根をおろしていた，外国貿易や国際金融取引に

依拠する前期的金融業が，その貨幣独占を打破られ，産業資本の循環の中に

組入れられねばならなかったが，この前期的な貨幣取扱資本=高利貸資本の

産業資本への従属は，決して一挙に，明確な置1]期をとりつつ行われたわけで

はなく，なし崩しの移行と，絡み合の中で果されて行った。
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そこで，もし大陸諸国での近代的信用制度の形成を問題とするならば，

これらの古い金融業務がどのような形で，それぞれの資本主義の中に変形さ

れて存続して行ったかが問題となろう O 所で， 18世紀末迄これらの金融業務

は，優れて，オラソダ，殊にアムステノレダム金融市場を中心に， ここを結節

点として構成され，各国の金融市場は，その衛星の役割を果していた。ナポ

レオγ戦争以降のオラソダ金融市場の没落は， 同時に， i諸々の極から自立

した流通過程」としての金融業務の諸国民経済支配の終去に他ならなか

っ7こ(1)。

そこで，本稿においては，中世以来外国為替業務を中心に展開して来た諸

金融市場のうちで，最後の，最I大の規模と最も発達した技術を備えたアムス

テルダム金融市場を分析しようと思う (2)。このような金融市場の研究には，

その性格上"その歴史的系譜においても，継承についても，オランダ一国に

止らず，優れて比較史的視角が要求されるO 現在の所，ヨーロッパやアメリ

カの諸研究においても，我国の成果でも，まだ，それぞれの国についての研

究の分析視角が整合せず，又，空白の部分が一一遺憾乍ら一一余りにも大き

いため，この課題は，極めて不十分にしか果されていないが，この点他日の

比較史的研究を倹つこととしたし、(3)。

(1) 現在，フランスやドイツに関する研究で，漸くイギリスに関する研究では，その

歴史的特質から問題となり得なかった，前期的金融業務がとり上げられつつある。

ドイツについては，諸国実「同時代の論調から見た 1825ー 26年のドイツ取引所恐

慌J(1商経論議J1 巻 1号，昭和40年)，肥前栄一， 1ドイツ『三月革命」期の独占

問題一一『プロイセン主立海外貿易会社」をめぐ、って一一J(二)(1立教経済学研究」

19巻3号，昭和40年)，叉，フランスについては，辻山昭三， 1制限王制の時期にお

けるフランス銀行の性格J(史学雑誌， 69縞 l号， 1960年)，遠藤輝明「フランス産

業革命と金融制度の変革J(1エコノミアJ23号1965)吉田静一「市民革命と資本主

義J(末来社， 1964)，等。

(2) 7ムステノレ夕、、ム金融市場に関する諸研究は， ]. G. van Dillenが，アムステルダ、

ム振替銀行に精力を注ぎ，金融市場一般，あるいは，商業信用の分析を放携してい

るため，我々の最も必要とする部分についての史料を欠いているし (bιBronnen

tot de geschiedenis der Wisselbanken. Amsterdam， Middelburg， Delft， Rotterdam. 

Rijksg田chiedkundigePublicatien nos. 59-60. 以下， Bronnenと略。 DenHaag 
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1925. dez.， Oprichting en functie van de Amsterdamse Wisselbank 1609-86， dez.， 

Bloei tijd der Amsterdamse wisselbank 1687-1781， dez.， Ondergang van de Am-

sterdamse Wisselbank 1782-1820.いずれも，論文集， Mensen en Achtergronden. 

Groningen 1964に収録， dez.， Amsterdam -als wereldmarkt der edele metalen. 

De Economist 1923， herderukt in: Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 

ed. Economisch目HistorischeHerdrukken 1964. dez.， V旦luta-Moeilijkhedenen Gir同

o-verkeer tijdens de Repubriek Tijdschrift voor Geschiedenis XL-XLI (1925-

26). dez.， Geld-en Bankw巴zente Amsterdam in d巴 17de田uw.in: Zωen Eeuwen 

Amsterdm将 uitg. door A. E. d' Ailly. 1947. dl.II. Het bedrijfsleven van Amsterdam 

in de 18 de eeuw. aldaar， III. 1850)他方，エーレンベルク(R.Ehrenberg， 

Das Zeitalter der Fugger. Jena 1896)以来，着々と積上げられて来た諸研究，殊に

A. P. Usherや R.de Rooverのそれと，接合しなくなっているのは遺憾であ

る。

(3) 北村次一氏は，イギリスの近代的信用制度の発生史的研究の分析視角，殊に「振

替銀行」対「発券銀行J，1手形引受」対「手形割引」と云う「ウェーパー的発想」

を拒否されて， 1中世的信用制度」からの脱却， = 1近代的信用制度」成立の指標

として， 信用創造の生成，裏書譲渡の導入， 高利から銀行利子の成立， と云う三

つを挙げておられる。 Ci!ドイツ初期資本主義の基本構造』ミネルヴァ書庖1961)確

かに，大陸諸国の金融史の研究においては，単にイギリスと同様の基本的契機の追

求のみならず，中世以来の金融業務との継承関係が採上げられねばならないが，

それにも拘らず，こうした古い金融制度は，決してずるずるとー技術面においてす

ら一一一近代的金融制度に変質してし、ったので、はないことを指摘しなければならな

い。何故に， 17世紀後半以降のオランダで，この三つの必要条件が充たされ，低利

と，手形割引が行われていたにも拘らず，銀行制度の上では振替銀行の枠を越えな

かったか。あるいは，どうして，外国為替の裏書がイタリアでは，展開せず，北欧

で展開したか。この点を考えると，ウェーバーの二つの理念型は，問題提起として

は，非常に有意義で-あろう。

猶，田中生夫氏の問題提起，即ち，近代的銀行の設立されぬオランタにおし、て何

故に低利が実現したかについては，本論の中で答えることになるが，それは，氏の

想定される「中世的と云う形容詞のつかない預金銀行」の発展の結果ではなし、。氏

のオラン夕、の低利を念頭においた，そして，イギリスとの共通の発展方向を指摘さ

れんとする試みは，興味深いものではあったが，オランダ金融市場の具体的分析の

結果は，逆の結論を出さざるを得ない。 (1イギリス初期銀行史研究」日本評論新社

1965)。
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第 1章 アムステノレダム振替銀行 0609-1820の意義〉

この時期のオランダの信用制度を分析するに当って最初に取上げるべきも

のとして，アムステノレダム振替銀行という巨大な金融機関の存在があげられ

るO この銀行こそは，取引所 beurs，東インド会社 DeVereenigde Oost-

lndische Compagnieと並んで， この時期のオランダが生み出した歴史的遺

産の一つに数えられ，オラシダの仲継市場の繁栄を支える一つの契機をなし

た。そして， この銀行は， 1619年のハソブノレグ貸付=振替銀行 DieHambu-

rger Lehn-und Wechselbank， 1621年のニューノレシベノレグ振替銀行 DieNu-

rnberger Giro-Bank (Banco Publico)設立に当ってその範となり，更にスウ

ェーデン国立銀行 RiksensStanders Bank (1668年〉の設立に当っても大き

な影響を与えているO 又， ドイツのライヒスバンクの前身は，フリートリッ

ヒ大王の1765年創建にかかる王立プロイセγ振替=貸付銀行DieKonigliche 

Preu sische Giro-und Lehnbankであり，後にハシプツレグ銀行の振替業務も

1871年新ドイツ帝国の成立に伴って，ライヒスバソクに吸収されたことを考

えてもその影響力の大さきが窺い知れよう。そこで，その成立の背景と機能

の分析を通じて，その歴史的意義を明らかにしたい。

I 歴史的系譜

16世紀末， アムステルダムが仲継市場として目覚しい発展を見せ始めた

のは 16世紀における商業=金融の二大中心地であったアントウェルベγ

Antwerpenとりヨ γLyonが没落し これと結びついていたイタリア，ス

ベイ γ れ南ドイツから，イギリス，オラ γダ，北ドイツヘヨーロッパ経済の

重心が地滑りを起したためで、あった。そのため，金融制度の発展が南欧に比

して甚しく後れていたアムステノレダムは‘アントウェノレペシやイタリアの諸

制度を自己に接木しつつ新しい仲継市場の発展に対処せねばならなかった。

振替業務L その一つに他ならない。

振替業務 Giralverkehrは，アムステノレダムに入って来る迄に既に長い隠史
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を持ち， 古くは 12世紀後半にシャソパーニュの大市 foiresde Champagne 

でイタリア人やユダヤ人の両替商人の手て、行われ，更にその制度は，ヴェネ

チア Venezia，ジェノヴァ(1)Genova，フィレンツェ Firenzeの京日きイタリ

アの商業都市，更には，バルセロナ Barcelona，ブリュッへ Brugge(Bruges) 

に広まった。そして， 貨幣出納=振替業務は， 両替商人 campsorによって

兼営まれていた。今日では「銀行家」を意味する "bancherius"も， この当

時，両替商人を意味していたC

従って，振替業務は，中世の大商業都市において，外国為替と平行して発

達して来たが，決して，外国為替取引の一環としてー即ち隔地間決済の手段

として一一出現したのでもなかったし外国為替取引に従事する大金融業者

の業務ではなかった。当時，外国為替は， 徴利が一般には禁止(2)されて

いたが故に一一唯一の偽装された貸付を行う手段であり， 当時， 最も重要

な金融業務であったが， そこから利益をあげ得たのは， 大商人 z 金融業者

banco grosso -一一例えば， メデイチ Medici，ベ/レッツィ Perruzi，バノレディ

Bardi，アチアユオリ Accjaiuoliを筆頭とするイタリア商人=金融業者

のみであった。彼等は，各地に支庖や代理屈ないし取引先を持ち，遠隔地問

商業を営むと共に， 外国替為の振出， あるいは引受を行った。そして， 屡

々，これらの大商人=金融業者は，ローマ法王庁宛にヨーロ γパ各地から送

られて来る納入金をローマに送金し，その資金を利用することが出来たから

であるO 従って，中小の商人や金融業者は，このような支匝=代理庖網を持

たぬ限り，替為取引で、利益を上げることが出来なかった。その一方，両替業

は，各都市のギノレド(例えば， フィレソツェの Artedel Cambio)に属さぬ

限り，これを営むことが出来ず，又，その性質上，都市当局や国家の種々の

規制の下に置かれていたから，決してそれ単独では有利な事業たり得なし、。

従って，メディチ家のような大金融業者が，両替庖 Tavolaを経営していた

としても，それは傘下の数ある事業のーっとしての意味しか持っていなか

った(3)。

このような理由から，振替は，専ら一都市内の決済，殊に為替の口座振込
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の手段に過ぎなかった。隔地聞の決済は，イタリア，スペイン，ブリュツへ等

の主要な商業都市に必ず存在していた為替取引所 loggia，beursにおける為

替の売買と， リヨ γLyonで年に 4回開催された為替大市 Wechselmesseに

おける決済の二本建の形をとっていた。即ち， リヨンにおいては，大市毎に

出身都市別商人団体 nationの代表 consulの集りで決定された為替相場に

よって，大市に参加した商人達の為替が金マノレク建エキュ ecude marc 

(scudo di marche)を計算貨幣として，台帳 Scartafaccioに記入され， 債権

=債務が相殺 scontroされ，残額のみが正貨で、支払われるか，次の市迄，一

季当り 1 弘~2 Yz%の協定利子率によって，支払猶予を認められ， リヨソ

ないしは，他の場所で、支払われることになっていた。このような理由から，

両替商人=振替業者が外国為替を扱うことは，例外的であり，専ら，一都市

内の振替に止っていたのであるO そして，このような両替業から，私営の振

替銀行業が分離し後には，都市自身の手で公営の銀行が設立されることに

なった。以下，主要な都市毎にその発展を辿ってみようω。

ヴェネチア この都市は，イタリアで最も振替銀行 bancodi scrittaが発

達した所で、あったが，それは，シャシパーニュ大市(5)あるいはその後継者で

あるリョ γ大市での取引の差額が屡々この地宛の為替によって支払われたか

らであり，南ドイツ等の外国人商人も代理人の名儀で，口座を持っていた程

であった(6)。ヴエネチアで，両替商人が預金を受入れるようになった時点

は，恐らく他の都市と同様12世紀後半迄遡らねばならないであろうが，両替

と預金=振替業務の聞に一線が劃されるようになったのは， 14世紀初頭に属

するO 即ち1270年3月8日の両替商人 campsores規制では全く言及されてい

ない預金受入が， 1318年 9月24日の法令で， 5，000リラ Liraの保証金を積

まぬものには禁止された(7〉0

そLて，振替は，両当事者が銀行に赴いて，その立会の下で、行われねばな

らないから，小切手又は，振替指図書 polizzaの使用は， 19世紀迄終始認め

られず，僅かに1421年の法令で，外国人 forestieriにのみ，書面による振替

指図が認められたに過ぎ、なL、(8)。然し，実際には，これらの振替銀行がリア
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ノレト橋 Rialto附近に固っている限り，さして不便は生せず，又，振替銀行は

交互計算を行って他の銀行との聞の振替と資金の調整を行っていた。この預

金は一一小切手の振出しは認められるかったが--partida，partita， contado 

と呼ばれ，自由に売買され，当時は，優良な鋳貨と殆んど変らぬ価格がつけら

れ，時には，打歩 aglOさえついていた(9)。然し，振替又は両替の手数料収

益は極く限られているため，彼等のあるものは，ー主に当座貸越の形で一東

方，あるいは西ヨーロッパとの貿易や穀物取引に，他のものは，為替取引に

参与するようになった。このため，銀行の流動性が損われたり，取引が彼等

の手中に独占されるのを防ぐため，ヴ、エネチア政府は1374年の法令で「し、か

なる振替銀行 aliquisbancherius vel campsor， qui tenet bancum de scripta 

も，銅，錫，鉄，鉛，銅製品 laboreiisrami，サフラシ， 織物を倉庫にてで

あろうと，百舗たると街頭たるとを問わず¥自分自身あるいは他人の手で，

買付けたり，その取引に出資すること haberepartem vel compagniamを禁

じ，その当該全商品を没収する』旨定め，又，銀を公売で直接購買したり，

又，競買参加者に貸付けることを禁止した。これは，彼等に大きな痛手であ

ったらしく，最大の振替銀行であった， Petrus Benedictus及び Gabrielの

両ソラ γッォ Soranzo家は， 1386， 7両年， 政府に請願を提出し， 日下ヴ

ェネチアへの貨幣の流入が減り，銀行の収益が減少したのみならず，彼等は

油その他の商品を大量に購入したが，これを鉄等と交換できず窮境にある旨

訴え74年法を 2年間免除することを認められた。(但し，銅，銀取引は禁ぜ、

られた。〉そして， 翌年， その預金から流用せぬ限り，銀4，000ドゥカート

Ducatoを輸出することを許された〈問。 1403年の，法令も，振替銀行が預金

をもって輸出貿易を営んでおり，預金者に損失をかける恐れが大きいことを

述べているが，政府に対する貸付の一倍半以上の金額の商品及び貨幣を海陸

を問わず、輸出することが禁止されたに止まり，何等実質的措置もとられなか

ったく11)。そして，その後， 政府の振替銀行規制は， 顧客に対する過大な当

座貸越に向けられた。即ち， 銀行は， r筆の一振りで台帳に二行記入するの
みで何の苦労もなく大金を創造しうるj(Tommaso Contarini)ため，金に困
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っている顧客の意を迎えてこのようなサーヴィスを行い新たな顧客を獲得し

ようとしていた。 1421年の法令は， 実際の支払を伴わぬ貸方記入 darを一

切禁止しているが， 1450年には，銀取引に従事するものへの当座貸越のみを

禁じたのみで， 1467年にも，一回の当座貸越を 10ドゥカート ducatoに制限

ししかも，この当座貸越も 3ヶ月内に清算さるべきことを定めたに止って

いた。而L 政府自身，振替銀行に，様々の短期債務一一在外公館への為替

送金の代金や，外国使節への当座貸越の供与等 を負っており，当座貸越

の全面的禁止は励行できるかったく12〉O

こうした状況の中で，ヴェネチアの私営の振替銀行の破産が続出し，アメ

リカからの銀の流入によって貨幣制度の混乱が発生したため，私立振替銀行

の禁止と，公立銀行設立の計画が，現実の問題として提起されるに至った。

既に1354年，良質貨幣につけられている打歩が急騰した時，これを振替銀行

の投機によるものと考えた政府の高官， Giovanni Dolfinは，評議会 senato

fこ，私営銀行と並ぶ，公立銀行 Bancoper Communeの設立を提案したが，

認められなかった。続いて， 1374年に， 貨幣制度改善委員会の一員である

Michel Morsiniが， 私営振替銀行の禁止と公立銀行の設立，一切の当座貸

越の廃止を提案した。しかし当時，当座貸越は商人達にとって不可欠であ

り国も巨額の貸越を供与されていたため， これもやはり現実性に乏しかっ

7こ(13)。然、るに 1499年， ヴェネチアは，東ではトノレコに対して艦隊を派遣

し一方ロソバノレディアに出兵することを余儀なくされ， 市民に強制公債

monte vecchioの形で戦費を課した。そのため，市民は銀行預金の引出に殺

倒し， ガノレゾーニ Garzoni リッポマーノ Lippomanoの二大銀行が破産し

た。続いて1508年にアゴスティニ Agostiniが，又， 1509年の同じ様な強制

公債 Montenuovoによってで、打撃を受けたプリューリ GiralmoPriuliが

13年破産し， 1513~21年の間，ピサニPisani，カベロ Capello，ヴエンドラミ

γVendraminの3行しか営業していなかった(4)。そして， 22年には，ドイ

ツからの銀の流入が止って，悪貨が蔓延した。そのため，振替が唯一の支払

手段として利用されていたが，銀行は，法定の良質の鋳貨による支払が困難
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なため，現金引出を拒否した。このため，銀行通貨の下落が生じピサニ銀

行は，それを利用して対政府貸付を増大すること出来た。このように，振替

銀行が現金支払のおそれなしに信用創造を拡大しえたことは(5)， 新規の参

入者を惹きつけずにおかなかった。即ち1521年，大商人ニコロ・ベノレナノレド

Nicolo Bernardoが， 1522年にアントニオ・ディ・プリューリ Antoniodi 

Priuliが， 更に 23年には， モリーニ Moliniとアリモソディ Arimondi

がそれぞれ振替銀行を創立した。政府は，その乱立と，信用の拡大が再び大

規模な倒産を惹起することを恐れて， 1523年，各銀行に 500ドゥカートの保

証金を現金で積立てること，当時既に死文化していた鋳貨に関する法令に従

って，法定の金銀比価で，しかも標準優良貨幣で支払を行うこと，若しこれ

に違反した場合，政府が，保証金の中からその差額を預金者に支払うこと，

を定めた。この結果，モリーニ Molin;，アリモンディ Arimondiの二行は26年

破産し，ベノレナノレド Bernardoも24年から29年廃業せざるを得なかった(6)。

然し，公立銀行設立の，直接の切掛は， 1560年以降のアメリカの銀の大量

流入によって生じた銀の値下りであった。政府はこれを振替銀行の投機によ

る金の値上りと誤認して， 1584年，一切の私営振替銀行を禁止すると共に公

立銀行を設立してその業務を引継ぐ措置を検討した。当時，評議会内部では

一部が，国がかかる事業を行うことは，預金が当座貸越によって，簡単に財

政の赤字補填に流用される危険が大きく，戦争などの非常事態には一大パニ

ックに至るであろうとして強く反対した。これに対して，賛成派は，私営振

替銀行は基礎が脆弱であって，これ迄様々の事業に出資したり，貸付を行っ

たりしたため，これ迄に知られている 103の振替銀行のうち96が破産によっ

てその幕を閉じていること，公立銀行設立によって，金の投機や良質貨幣退

蔵を防ぐ、ことができること，アメリカの銀の取引も，この銀行のもたらす便

宜のお蔭でヴェネチアに引寄せられるであろう， ことなどを説いたく17)。そ

して 1584年12月一これに先立つ数ヶ月前， ピサニ Pisani，ティエポロ

Tiepolo両商会が50万ドゥカートの負債を残して倒産して，私営の振替銀行

の営業は，最早行われなくなっていたー私営振替銀行の新設が禁止されると
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共に， リアノレト銀行 Bancodella Piazza di Rialtoと呼ばれる公立銀行が新

設された。そじて，この銀行の設立条令は，雷って私営振替銀行を倒産に追

いやった過大な信用創造の弊害を未然、に防ぐため，一切の当座貸越を禁止し

ていた。然し，この条例は，激しい反対を惹起し翌年4月撤回され，その

後ヴェネチアには公私共，振替銀行が存在していない状態が続くが，当時ヴ

ェネチアは84年のパニックの痛手から回復せず，実際には，振替銀行の必要

もなかった。そして， 87年4月の条例が，私営振替銀行新設禁止の条項を削

ったのみで84年のものと略同一内容の公立振替銀行を発足せしめた(8)0 (然

し，実際には，新しい私営銀行は設立されていない)， そして，政府は 1593

年12月は，一切の為替はこの銀行を通じて支払われるべきことを定めた(19〉0

これは， その数日前に発布された， 償権の支払指図 assignazione禁止と対

をなしている。従って，ヴェネアの公立銀行は，改めて小切手の採用を拒

否したのであるく20)。その後， この銀行は， 一行のみで再び増大して来る振

替業務に対処することが出来ず， 1597年， リアルト銀行の総裁を勤めたこと

のあるコγタリーニ DionisioContariniに 6ヶ年を限って， 私営銀行を

営業させねばならなかった(21)。

その後， 1619年に， リアノレト銀行と並んで， r振替銀行JlBanco del Giro 
と呼ばれる公立銀行が併設された。この銀行は， リアノレト銀行とは別の機関

で，政府は，この銀行の振替を通じて，商人達へ未払の僅となっていた商品

や外国為替の代金を払込み，又，政府に低価格で貨幣の銀を納入していたヴェ

γドラミソ GiovanniVendraminに融資を行うことを企図していた。 この

『振替銀行』は， 1638年リアルト銀行を吸収して， 1797年に廃止される迄，

市内の振替業務を独占して来た〈22〉O

ジェノヴァ ヴェネチア程には私営の振替銀行の発達が見られなかったこ

の都市でも， 14世紀初頭には，単なる硬貨両替 Handwechselを営む両替商

banchaotti や質屋 usurariiと区別された『銀行業者Jlbanchieriusが発生

した(23)。然、し， ジェノヴァにおいては， 預金=振替業務の独立はヴェネチ

アより遅れ，これ等の『銀行業者』は，貨幣取扱業務以外に様々の商業ない
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し金融業務に結びついていた。彼等の多くは，依然毛織物取引等によって

海外との接触を持ち，外国為替の取引を行い，又，支払拒絶の際の引受保証

も行った。そして，彼等は，預金者に当座貸越で信用供与を行った他，国に

対しでも， 貸付を行った。一方， 彼等は， 租税請負人達の保証金預入や公

債利子支払代行機関で、もあった。 1327年には， このような銀行業者の数は

135名に達している(24)。

ジェノヴァでの公立振替銀行設立の歴史はかなり古く 1408年まで湖るO 当

時， 1407年ジェノヴァでは，幾つかの公債所有者団体〔コシベラ Compera)

や植民地経営企業(マオナ Maona) が統合されカサ・ディ・サン・ジョノレ

ジオと呼ばれる巨大な機関が生れた。元来，こうした公債所有者団体は，一

種の振替口座を備え，政府から受取った利子は，この口座に払込まれたのみ

ならず更に振替によって支払に宛てられていた。一方，租税請負人も，その

保証金を公債で支払い，一方，その所有する公債の利子をこの振替を通じて

政府への納入の一部に充てた。そして，この機関は1408年，振替銀行を開設

Lて，一般の預金受入れをも始めたのであるO これは，勿論，直接には，こ

の機関が銀行経営の利益で公債の償還や利払を行わんとした他，政府側も，

この銀行を通じて通貨の安定を図らんとしたためで、あった。当時，改鋳や磨

損・削取りのため銀貨の下落は著しく，本来20ソリドゥス solidusたるべき

フローリ γ金貨 florenusin auroは，その反対に上昇の一途を辿仏政府

もこれを追認して次々に公定交換率を引上げねばならなかった。政府は，そ

の原因を，私営銀行の投機と誤認し，カサ・ディ・サン・ジョノレジオを銀行

業務に進出させ，これに27ソリドゥスの公定レートを厳守せしめて投機に対

抗せんとしたのであった。然し市価は， 1425年には， 35ソリドゥス， 39年に

は48ソリドゥスと値上りの止む所を知らなかった。このため，カサ・ディ・

サン・ジョルジオは多大の損失を蒙った。その上，この銀行は，租税請負人

に対して，公債を担保とした貸付を，国に対しては，早くも1408年から，短

期の当座貸越を与えていた。 このため， 銀行は， 早くから現金の枯渇に陥

り，公債利子の現金払すら困難となって，一再ならず取付騒ぎを惹起した。
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かくて， 1444年， カサ・ディ・サシ・ジョノレジオは，その銀行業務の継続が

1困難となり，政府の要求した42ソリドゥスの交換レートを守ることを拒否し

て，その銀行営業権を放棄した(25)。そして， 公債利子等の支払も， 公認さ

れた私営銀行を通じて行った。その後，ジェノヴァの私営振替銀行は，ブザ

ソソ γBesanconの為替大市の支払機関として利用され，その全盛時代を迎

えた。一方， カサ・ディ・サン・ジョノレジオは， 1539年に，公債利子支払の

ための振替口座 Cartulariidi numeratoを復活したのみであったが， ヴェ

ネチアの公立銀行設立計画に刺激されて，為替大市で使用されるスグード金

貨(エキュー〉ージェノヴァ， フイレンツェ， ヴェネチア， ナポリ， スベ

イγの五種ーのみを扱う，五種金貨建口座 Cartulariodi scudi d'oro della 

.cinque stampeを開設し続いて 1606年， ジェノヴァの銀スクード貨，

scudo d'argento建の Cartulariodi scudi di cambiを， 1625年には，スベイ

γのレアノレ貨 Real建の Cartulariodi numerato (Cartlario di moneta de 

Reali)を設けた。ジェノヴァでは，このように，特定貨幣建の別口座しか認

められず，指定された貨幣以外で、の預金は，サγ ・ジョルジオ公社の役員の

許可証を必要とした。このように，サγ ・ジョルジオ公社の場合，為替大市

や国際取引においても使用しうる良質の金・銀貨についてのみ，それぞれ別

口座で受入れ， 金銀間あるいは， 貨幣聞の交換比率の変動にあるいは， 悪

貨の流通による法定価格と現実価格とのゴ]5離に伴う困難な問題を避けたので

あった。ジェノヴァにも， 一切の法貨の使用を認める，流通貨幣振替銀行

banco di moneta correnteが創立される運びとなったのは，実に 1675年に

なってのことで、あった(26)。

バルセロナ イタリア諸都市に先立つて， 1401年に設立された市立預金=

振替銀行 Taulade Cambi y de Communs Deposits (-1853)，については，

既にアツシャー教授 A.P. Usherの詳細な研究が全貌を明らかにしている

ので，それに依拠して，その役割について簡単に触れておきたいく27)。

パノレセロナでは，既に 1240年頃から，両替商人 cambiadorが預金受入れ

を行っており， 1301年の法令で， 1，000マノレグの保証金を積まぬものには，
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預金受入が禁止された。このような両替商人は，振替業務のみならず，当座

貸越や，約束手形あるいは不動産担保貸付も営み， 1350年以降は，外国為替

業務にも携わるものも現れた。そして，一部の大きな業者は，国王へ貸付を

行い，又， 市税の収納， 公債利子の支払等公金取扱業務に携っていた(28〉O

然るに14世紀末，市の代理屈の中に，経営者の死亡に伴って事業主ピ清算する

際，市側の残高を完済できぬものが続出した。これが， 1401年の市立預金銀

行 Taula設立の直接のきっかけであり， 市は， この銀行に公金出納を独占

せしめると共に，遺産や宗教団体の財産の信託あるいは，係争中の資産の共

託機関としての地位を与えた。そして，市当局は，この銀行を通じてー主に

当座貸越でー租税収入の先取りを行うことが出来た。この銀行は，私人の預

金受入及び振替は行ったが，当座貸越は法令で禁止されていた。一方，私営

の預金=振替業務は禁止されもせず， しかも，両替商人は顧客に当座貸越を

認めた上，市立銀行の扱わぬ，外国為替の売買も行ったから，市立銀行は，

最初から不利な条件の下に置かれていた。その預金高も，大きな両替商人と

さしたる違いはなく，而もその一部は，両替商人がその交互計算のために預

金したものであった。そして，市立銀行は，良貨を市価を25~30%下廻る法

定レートで出納することを義務づけられていたため，両替商人は，このレー

トで良貨を市立銀行より引出し，市価で、支払って利益をあげた。そのため，

1437年から，彼等が市立銀行に口座を持つことが禁ぜられた。そして， 1446 

年，市立銀行以外での外国為替の支払が禁止されたが， 52年に撤回され， 76 

年に再発布された時も，商人達の激しい抗議で99年解除された。そして，僅

かに，市立銀行が，為替レートを規定する権限を保有したに止った。このよ

うに，市立銀行は，両替商人達の振替業務に対して，優位を保つことは出来

ず，市の通貨の公定レートをこの銀行を通じて維持する試みも全く失敗に帰

したく29)。そして， 市も遂に1609年， Taulaとは別に『市立銀行jBanch de 

la Ciutatを併設し， 流通している貨幣を市場相場で出納することになっ

--r" (30) 
ド o

このようなバルセロナの市立銀行は，同じアラゴン Aragon王国内のヴァ
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レγシア Valencia(1407)ヘローナ Gerona(1586)サラゴーサ Zarogoza

ヴイッチ Vichそして同じアラゴシ王家の統治するシチリア島ではバレノレモ

Palermo (1552)メヅシナ Messina(1587)にもその足跡を残している(31)。

然し，ノミノレセロナは，その後16世紀以降，スペイン経済の中でも，又ヨーロ

ッパの商業=金融の中でも大きな役割を果してはいなし、。東インド、への廻航

と，新大陸発見によって，地中海に代って太西洋岸へヨーロッバ経済の中心

が移動すると共に，新大陸の銀の輸入港であるセヴィリャ Sevillaと，国際

的なメツセであったメディナ・デノレ・カシポ Feriade Medina del Campo 

の大市が，スペインの金融の中心となり，殊に，この大市での決済を担当す

る一群の金融業者が成長しつつあった。中でも，ノレイス LosRuizの如き大

金融業者は，スベイ γ王国の財政と結びつき，貸付やネーデノレラントをはじ

め， スペインの属領への送金 asientosを行った。 このような大金融業者

は預金受入や振替を行っており，ここに振替銀行が形成される可能性が生じ

ていた。然るに，スベイ γの国家財政の破綻とその経済的凋落によってこれ

らの大金融業者はメディナ・デノレ・カシポの大市共々没落し，その後の金融

史上に遺産を残すことなく終った(32)。

ネーデルラン卜 このような，地中海地方に比して，北ヨーロッパでは，

金融制度が著しく立遅れ，殊に，ハンザの商業圏では，外国為替すら利用さ

れず，南ドイツあるいはイギリスの如き，イタリアとの聞に外国為替取引が

存在した場合にも，預金=振替が行われてはし、なかった(問。その中で唯一

の例外は，イタリア商業の前哨でかつノ、γザ固との接触地点たる南ネーデノレ

ラγトのブリュッへ Brugge (フラ γス名はブリュージュ Bruges) であっ

た。ここに，フィレγツェや，ヴェネチア，ジェノヴァ，ノレツカ Lucca等イ

タリアの主要諸市の商人達が蛸集し，メディチ家を始めとする有力な金融業

者も残らず支庖を設けていた。このブリュッへに振替業務が出現したのは，

大凡 13世紀末のことと推定される。恐らく， フラ γ ドノレの各市ーリーノレ

Li1le，ドゥーエーDouai等ーと同様，ブリュッへもシヤジパーニュの大市か

らこのような制度を移入したものであろう Oブリュッへでも，この預金=振替
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業務を営んでいたのは，両替商人 Wisselearであり，彼等は，領邦君主た

るフランドノレ伯から，世襲的な特権を与えられた特権両替商人4軒 devier 

vrije wisselaarsか， この4人から営業を許された非特権両替商 deonvrije 

wisselaars 11 ~ 12名に限られ，かくて，市民 poorter以外は， この営業が認

められなかった。かくて，ブリュツへでは，外国為替取引に携わるイタリア

商人=金融業者とフラマγ土着の両替商人との聞には，人的にも業務上でも

明確な一線が劃されていたといってよL、。そして，彼等は，ヴェネチアの場

合と異り，都市貴族等の上層の市民を含んでおらず，口座数も， 40~80程度

に止った。かくて，ヴェネチアのリヅポマーノ Lippomanoが， 1499年の破

産当時有していた1248口座と比較して，遺かに遜色があった。 しかも，イタ

リア商人や，ハシザ商人もこの振替業務を利用していたが，預金者の大多数

を占めるブリヅへの貿易商人あるいは小売商人，手工業者は預金も振替の利

用も小規模のものに限られていた。そして，その供与した当座貸越あるい

は，当座貸越の形をとった出資も著しい制約を蒙っていた〈加。

このようなブリュヅへの振替業務は， 15世紀に入ると衰退を続けた。一つ

には，ブリュグへ仲継市場の衰退が，このような振替業務の存続を許さなく

なり，その破産を続出させたからであったが，それに加えて，ネーテ、ノレラ γ

ト諸邦の君主となったブ、ノレゴ{ニュ公の貨幣政策は，その経営を一層を困難

にしたためて、もあったO ブノレゴーニュ公は， 全ネーデノレラ γ トを統合する

手段として， 悪貨の整理と良貨の鋳造を実施した。 このことは， 封建地代

を取得する領主層には利益をもたらす一方，両替商人達は，それが惹起す

デフレーショシ効果によって打撃を蒙った。その上，ブ、ノレゴーニュ家とそ

の後継者ハプスブ、ノレグ家は，良貨の選別・鋳潰しを行う張本人と考えられた

両替商人を抑圧する方針を採り， 1433年には，フラ γ ド、ル全土で，一切の預

金受入=振替行為を禁止し， 1467年， 1489年にもこの禁止を確認した。特に

最後の法令は，ネーテ、ノレラ γ ト全土で，施行されているO そして，この禁止

は，実際に振替業務を禁圧する効果を収めた。 16世紀以降，ブリュッへに代

って，国際的金融業務の中心となったアントウェルベンでは，両替業務は，
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いかなる人間にも開放されており，大きな振替銀行は，生長して来る余地が

少なかった上，この禁止政策によって，その息の根を止められてしまった。

そのため，ア γ トウェノレベγでは，段賑を極めた国際的な金融取引にも拘ら

ず，振替を行う機関が存在せず，債権・債務は，支払指図 assignatieを通じ

て相殺され得たに過ぎ、なかった(35)。

猶，最後に，それ以外の地方についても触れておきたし、。まず， ドイツの

場合，今日迄知られている限りでは，振替業務の発達した痕跡は全く見当ら

ない。 例えば， 1402年に， フラ γグプノレト・アム・マイ γFrankfrutam 

Mainとジュトラースブノレグ Strasburgでは，私営の両替業務が市の手に接

収され，市立両替所 Stadtwechselが設立されているO そして， 勿論，両市

共，両替所は，私人の預金を受入れると共に公金出納をも行い，又，この預

金を利用して抵当貸付 Lombarddarlehenや貴金属取引にも携わった。然

し両市の場合，あるいは，それを模倣したドイツやスイスの他の諸都市に

おいても，振替=当座貸越が行われていた形跡がみられなし、。そして，シュ

トラースブノレグでは，葡葡酒等の対外商業の勃興した15世紀末 (1484年〉に

はそれが廃止され，フラングフノレトでも，大市の勃興と共に16世紀初頭に市

立両替所が消滅して私営両替商人の全盛期を迎えることになったωぺ
北ネーテ、ノレラ γ トでも，事情はドイツと略同様で，両替商人による振替=

預金業務は，デーフェシテノレ Deventer，ベノレヘソ・オプ・ゾーム Bergen-op-

Zoom等の年市 Jaarmarktで、例外的にみられたに過ぎない。殊に， ホラ γ

トでは，両替商 wisselaarの認可は領邦君主たるホラソト伯の大権に属し，

彼等は，法定の交換率の遵守と，良質の貨幣のみを供給する義務を負わされ

ていた。この認可権は，各都市が譲渡や請負により事実上これを行使してい

たが， 1398年，領邦君主のアルプレヒト公 HertogAlbrecht van Beieren 

は，ホラシト及びゼーラントに対し，各都市の両替所をーケ所(ドノレトレヒ

トDordrechtのみ二ケ所〕に制限した。これは，悪貨の流通が激しくなり，

両替商がその地位を利用して盛んに良貨選別・熔解を行ったためであった

が，各都市の反対に遭って， 1440年にブツレゴーニュ公フィリップス Philips
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，~土， ハ-/レレム Haarlem， アムステノレダム Amsterdam，ライデγLeiden

デノレフト Delftの四市に対して， 両替商人の数を自由に増やす権利を認め

た。そして，この当時から，既に両替商人も預金受人を行っていたものと考

えられる(37)。然し このような発展の萌芽も， 1498年に摂政マキシミリア

γ(ドイツ皇帝〕が全ネーデノレラ γ トを対象として発布した，両替商人の預

金受入禁止によって，中絶せしめられたので、ある(38)。

(1) Andr岳.E.Sayous， Les op岳rationsdes banquiers itali巴nsaux foires de Champagn巴

pendant le XlIIe siecle. Revue Historique CLXX (1932) pp. 1 ~32. 

{2) 振替業務の発達を，隔地間交互計算から説くものとして， Emanuel H. Vogel， Der 

Giralverkehr in den oberita¥ienischen und den deutschen Handelszentren bis zum 

ausgehenden Mittelalter. Vierteljahrschrzft fur Sozial.und Wirtschaftsgeschic-

hte. XXXI (1938) SS. 3~4. 

(3) この点を強調しているのがR.De Roover， Money， Banking and Credit in Medi-

eval Bruges. Cambridge Mass. 1948. p. 346. do.， Th巴Riseand Decline of the Medici 

Bank 1397-1494. Cambridge Mass. 1963. Chap. v. vi.である。猶，質屋 usuaru

は，中世においては，貧民相手の高利貸で，いわば必要悪として徴利禁止の適用外

に置かれた。彼等は，非キリスト教のユ夕、、ヤ人もしくは， イタリアのピエモンテ

Piemonte (Asti， Chieri etc.)の出身者ーいわゆるロンパノレト人Lombardーで、あり，

中位都市内で、は賎民の扱いを受けていた。従って，中世において，社会的信用を欠

く彼等の預金業務はむしろ例外に属した， De Roover， Money， Banking and Credit. 

p.152. 

(4) R. De Roover， Anvers comme marche mon岳taireaux XVle si品ccleRevue Belge 

de Philologie et d'Histoire XXXI (1953) pp. 1015-16. R. Ehrenberg， Das Zeita-

Iter der Fugger. Jena 1896. II SS. 74-81. D Gioffr岳， Genes et les foirs de change 

de Lyon a Besancon. Paris 1960. 

(5) ヴェネチアの振替銀行についての研究としてはー寡聞にして最近のイタリアの研

究は入手できなかったがー差し当り ErwinNasse， Das ven巴tianischeBankwesen 

im 14.15. und 16. Jahrhundert. Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik 

XXXIV (1879) SS. 329-358. C. Dumbar， The Bank of Venice. The Quarterly 

Tournal ofEconomics. VI (1892). pp. 308-335. F. C. Lane， Venetian Bankers. 

1496-1523: A Study i口theEarly Stages of Deposit Banking.Journal of Political 

Economy XL V (1937) pp. 187ー 206.Gino Luzzatto， Les Banques publiques de 

Venise (Siecles XVI-XVIII) in: J. G. van Dillen ed.， History of the が-inci仰J

Public Banks. the Hague 1936 pp. 39-78.を利用した。この他，ヴェネチアの
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銀行業に関する史料として， E. Lattes， La Liberta de¥la Banche a Venezia dal' 

secolo XIII. al XVII. Milano 1869.があり， Nasse， Dumbarの双方共，これに拠

っているので必要な限り，原文を参照した。

(6) Luzzatto， op. cit. p. 40. H. Sievel王ing，Aus Venetianischen Handlungsbuchern: 

ein Bei trag zur Geschichte des Groshandels im 15. Jahrhundert. Schmollers J ahrb-

uchfur Gesetzgebung， Verwaltung und Volkswirtschaft in Deutschland， XXVI 

(1902) S. 200. 

(7) Dumbar， op. cit. p. 111 Lattes， op. cit. pp. 26， 28. 

(紛 Na田e，a'. a. O. S. 335. Lattes， op. cit. p. 48. 

(9) Luzzatto， op. c比 p.41. 

~o) Lattes， op. cit. pp. 34-5， 125. 

~~ Lattes， op. cit. p. 49. 

掛 Lattes， op. cit. p. 47. Nasse， a. a. O. S. 340.このような政府に対する貸上は，

利子についてその記録がなく，恐らく無利子であったものと推定される。

~~ Lt四 atto，op. cit. pp. 42-3. 

~4) Lane， op. cit. pp. 189， 197-8. (i)ガルゾーニ Garzoni銀行は， 1430年，ニゴ

ロ・ベルナルド合名会社 NicoloBernardo e Conpagniの手で設立。後カールゾーニ

が経営権を握る。 1499年の破産。 1500年再開後叉破産， (ii)リヴポマーノ銀行，

1480年， Thommaso Lippomano， Andrea Cape¥lo，の共同経営で設立， 99年，

Girolamo Lippomano の手で経営， 同年破産。 (iii)ピサニ銀行， 1475年設立，

1500年全額支払で清算， 1504年再開， 28年経営者AlvisePi日Dl死亡に伴い，全額

支払で清算。 (iv)力べ口銀行， Cape¥lo 1507年， Antonio， Sylvan & Vettor 

Capello， Lucca Vendraminの合名企業として発足。 1528年以降 Cape¥lo一族のみ

の事業として継続。 (v)ブリウリ Priuli銀行， Alvise Pi日Dlの女婿 Antoniodi 

Priuliの手で 1522年設立。 28年以降，ピサニ銀行を事実上継承。猶，ソランツォ

Solanzo銀行は， 1491年，全額支払の上営業を停止している。

以土のように，ヴェネチアには，有力な都市貴族一一ピサニ，ヴエンドラミン，ソ

ランツォ等， で，振替銀行に関係したものが多し、。殊に，ピサニ一族は，ヴェネ

チア第一の商業資本家で，市政の最有力者であった AlvisePisaniの振替銀行も，

その事業の一環で，同族の為替，振替類芳に利用された。 Lane，Family Partnership 

and Joint Ventures in the Venetian Republic. Journal of Economic History. IV 

(1944) pp. 17ふ-9.彼の政府への信用供与も，政府発注の独占を狙つてのことと考

えられる。

制 Lippomano銀行は， 1499年の破産当時，債務は， 12万ドヮカートで預金者は，

700人の貴族を含む 1248(うち600は20ドゥカート以下〕であったが，現金準備

は i万に過ぎず， Capello 0.3万)， Soranzo (3.8万)Lippomano自身(1.7万〉

等，彼の事業叉はその共同出資先へ大部分の預金が流用されていた。Lane，op. cit. 
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p.194. 

制 Lane，op. cit. pp. 203-5. 

(17) この有名な TommasoCor山口m の演説は Lattes，op. cit. pp. 121-137.に印

刷されている。

(18) Dumbar， op. cit. p. 319. Lattes， op. cit. pp. 101， 109. 

(19) Lattes， op. cit. p. 171. 

側 Lattes，op. cit. p. 170. 

(21) Dumbar， op. cit. p. 323. 

倒 Luzzatto，op. cit. pp. 51 ff. Lattes， op. cit. p 183. 

(23) H. Sieveking， Genueser Finanzwesen mit besonderer Berucksichitigung der Casa 

di San Giorgio Freiburg i. B 1899. 11. S. 43. 

位品 ders.， Das Bankwesen in Genua und die Bank von S. Giorgio・in: Dillen ed. 

History 01 the Princiμ1 Public Banks. pp. 16--8.叉， ]. Heer5， Genes au XVe 

51岳cle.Activit色economiqueet probl色messociaux. Paris 1961 pp. 91-95.このよ

うな商人=金融業者 cr銀行~)の「預金」の一部は，むしろコンメンダ出資 accom­

mendatioとみるべきであろう。 cf.M. W. Hall， Early Bankers in the Genoese 

Notar凶 Records.The Economic History Review. VI (1935) pp 73-ー79.A. P. 

Usher， The Origins of Banking: The Primitive Bank of D巴posit.1200 -1600. 

The Economic History Review 1V (1934) p. 404. 

倒 Sieveking，. Genue回 Finanzw巴sen.II SS. 51-62.大塚久雄「株式会社発生史論」

中央公論社昭 29，327-8頁。猶，この銀行が，直接外国為替取引あるいは，貴金

属取引を行ったかどうかは不明で、あるが，外国貿易そのものには関与していない

Casa di San Giorgioは，外国為替受引に携わる便宜は持っていなかったものと考

えられる。。6) Sieveking， Genueser Finanzwesen II SS. 200 ff. ders.， Das Bankwesen in Genua 
SS. 25--31. 

(27) A. P. Usher， Deposit Bankingin Barcelona， 1300-1700 Journal 01 Economic 

and Business History 1V (1531) pp， 121-155. do.， The Early History of D巴poslt

Banking in Mediterranean Europe. Vol. 1 (Harvard Economic Studies Vol. LXXV) 

Cambridge Mass.1943・pt.II Banking in Catalonia 1240-1723. 

:28) Usher， Deposit Banking. pp. 124-131. do.， Early History， pp. 256-268. 

仰i) Usher， Eerly History pp. 269ff.この Taulaは，純然たる市の機関で， 1隊員の

給与及び経費も市から支給されていた。

(叩1) Usher， Early History p. 436. 

(31) Usher， The Origins of Banking， p. 427.猶，バルセロナの場合には， 1527年，

Taulaは，私人の小切手 polissaによる振替や支払を拒否したが，両替商人はこれ

を認めていた。そして，後， 1609年創立の Banchde la Ciutatは，遂にこれを認
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めざるを得なかった。この点， Veneziaの保守的態度と比較のこと。

間 Medina del Campoについては， H. Lapeyre， Simon Ruiz et les 吹田ientos"de 

Phil1ippe 11. Paris. 1953 pp. 24 et suiv. do.， Une famil1e de Marchands: les Ruiz. 

Contribuition a l'岳tudedu commerce entre la France et l'Espagne au temps de 

Phil1ippe 11. Paris 1955 pp 264ー 7.

(33) Phillippe Dollinger， La Hanse. (XII-XVII si岳cles)Paris 1964. pp. 211， 251ー

6， 507猶， M. Neumann， Geschichte des Wechsels im Hausegebiet bis zum 17. 

Jahrhundert. Beiheft zur Zeitschrift fur das gesamte H，ω1delsrecht. VII 1863. 

は遺憾乍ら参照できなかった。

(341 De Roover， Money， Banking and Credit. pt. 1II. 

13日 Antwerpenについては， Ehrenb巴rg，a. a. O. II S. 13. J. Goris， Etude sur les 

colonies marchandes m合同ionales(Portugais， Espagnols， 1taliens) a Anvers de 

1488 a 1567. Louvain 1925. p. 340. H. van der Wee Antwepens Bijdrage tot de 

ontwikkeling van de moderne geld.en banktechniek. Tijdschrift voor Economie 

1965 blz. 491.正にこのような振替制度の欠如が債権の流通性確立ー裏書及び割引

ーを促進することとなっTこ。但し，アントウェルベンで振替制度が発達しなかった

のは，領邦君主による禁止もさることながら，次の事情も作用していると考えられ

る。即ち， 16世紀前半迄，この市場の主たる担手は，土着のフラマン人よりも南ド

イツ，フランス， スベイン， ボルトガノレ， フランス， イギリス等の外国商人であ

り，その本拠はそれぞれの本国にあったことである。この点， 16世紀後半のアント

ウェルペン自身の外国貿易の伸長は，アムステノレ夕、、ムへの継承を考えるに当って，

君過し得ぬ重要な問題点となろう。

。日 J.Cahn， Der Straβburger Stadtwechsel: ein Beitrag zur Geschichte der altesten 
Banken in Deutschland. Zeitschrift fur die Geschichte des Oberrheins. NF. X1V 

(1899) SS. 4ら-65.A. Dietz， Frankfurter Handelsgeschichte. Frankfurt am Main. 

19101 SS. 191-3. O. Speyer， Die altesten Credit-und Wechselbanken in Frankfurt 

am Main. (1402-1408) Frankfurt a. M. 1883 SS. 28-9. (未見〕猶，北村次一氏 w

(前掲書 159頁〕が紹介された1468年のニュルンベルクの))W echsel bank((あるい

は.1698年の LeipzigerBanco di depositi (P. J. Marperger， Beschreibung der Ban-

quen. Hal1e u. Leipzig SS. 280-281)も，この系統に属するo

(37) Z. W. Snel1er， Het wisselaarsbedrijf in Nederland voor de oprichting der st巴ー

delijke wisselbanken・TijdschnftωorGeschαdenis XLIX (1934) blz. 492. Van 
Dillen， Oprichting blz. 340.猶， Deventerの両替商は，年市債務証書 Jaarmarkt司

briefの取引に携わった形跡はなL、。猶，注目すべき例として，スネラーは， 1402 

年に，ハールレム市がユトレヒト市内に居住する債権者に，同市の両替商を通じて

年金 rentを支払っている例をあげている。然しこのことは振替業務が存在した

ことは意味しなし、o Sneller， t. a. p. blz. 489. 
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側 Groot-Placaet-Boek...der Vereenighde Nederlanden 1 col. 2592-3. 

E アムステルダム振替銀行設立の経過

所で，ヴェネチア，ジェノヴァに続いてアムステノレダムにも市立振替銀行

が設立されたのは1609年のことであった。この当時，この海港都市はスペイ

γ軍に践閥され，荒廃に帰したアントウェルベンに代ってヨーロ、ソパのイ中継

市場としての地歩を着々と固めつつあったとはいえ，金融市場としてはジェ

ノヴァの後塵を拝していたに過ぎ、なL、。それにも拘らず，元来，為替取引や

振替業務の経験を有しておらなかったアムステノレダムにーしかもアシトウエ

ノレペンにさえもなかった一市立振替銀行がし、ち早く設立されたのはどのよう

な事'情に基いているのであろうか。

1585年アントウェノレペンが陥落してから，多くの南ネーデノレラント商人が

アムステノレダムやミデルピュルフ Middelburg，ロッテノレ夕、、ム Rotterdamに

来住し， 為替をはじめ様々のア γ トウェノレベシ流の商慣習を伝えた。そし

て，彼等は，これ迄の取引関係，あるいは，ヨーロッパの各地に亡命した同

郷人の縁故を通じて為替の振出や引受を行うようになり，アムステノレダムの

為替取引網は急速に拡大して行った。このため，早くも1595年には，アント

ウェノレベソに範を採ったアムステノレダム Wisselreeht為替法が判定されるに

至った。そして，為替手形は，アントウェノレペγと同様，指図 assignatieや

裏書 endossementを通じて， 自由に譲渡された。 これに加えて，アムステ

ノレダムでは，私営の出納業者 kassierが出現して来たのは， これ迄，振替=

預金業務の禁止を試みて来たブノレゴーニュ=ハプスブ、ノレク家の圧力が消去っ

た以上自然の成行きであった。最初は，専任の会計係を置くことの出来ぬ中

小の商人達が，両替商人に現金の保管や支払の代行を行わせていたが，次第

に，先に述べた支払の指図の制度によって預金者相互の決済が振替を通じて

行われるようになる一方，出納業者は，両替商人から分化して独立の業務と

なった。彼等は，相互に，他の業者からの支払指図を引受け，又，屡々，預

金者に当座貸越の便宜を計っていた〈130 然るに，アムステノレダム市ー及びこ
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れに倣ったミデノレピュノレフ市ーが， このような私営の出納業者に終始敵対的

態度をもって臨み，その十分な生長を侯つことなくこれを禁圧してその業務

を市の手中に収めたのはいかなるわけによるものであったか。それは，新国

家を悩まし続けた通貨問題のためであった。当時のヨーロッパのいずれの国

をも悩ました新大陸の銀の大量流入が惹起した銀貨の金貨に対する値下り，

あるいは中世以来続いている良貨の消失と削取られたり磨損した悪貨の氾濫

に加えて， オランダでは， 多数の造幣所 Muntの乱立がそれを一層促進し

た。ネーデノレラント全域は16世紀後半にはハプスフソレグ家の下に統一された

が，各邦(州 Provincie) はその貨幣鋳造高権は保持していたから， 貨幣の

種類が整理され，計算単ーが統ーされた後も，各造幣所は，それぞれ好みの

数量を別々に鋳造し，当時の幼稚な造幣被術ー水車を用いた締取銀貨が現れ

るのは約一世紀後であるーをもってしては，同一造幣所で造られた貨幣の聞

にすら，形や量目にむらがあり，削取りを取締ることは不可能に近かった司さ

て，オラ γダ独立の憲章ともいうべきユトレヒト同盟 Unie van Utrechtも

その規約第12条に，連邦が共通の，統一的通貨制度を布くことを掘ってはい

たが，各州の造幣特権が連邦の手に回収されたわけで、はなかった。従来，オ

ランダ、の中では， ゼーラント Zeeland，ユトレヒト Utrecht，オーヴェルエ

イセノレ Overijssel，フリースラント Friesland，フロニンゲン Groningen，へ

ノレダーラント Gelderlandの6州は，それぞれ 1つの造幣所を所有してお

り， ホラ γトHolland州では， ドノレトレヒトと西フリースラント West-

Friesland (ホーノレン Hoorn，エンクハイゼン Enkhuizen，メーデムプリック

Medemblik市の聞で 10年毎に持廻り〉の二ケ所があったが，その他に東部

の6都市(デーフェンテノレ，カ γベン Kampen，ズウォレ Zwolle，ズート

フェン Zutphen，ネイメーへγNijmegen，フロニンゲγGroningen)が神

聖ローマ帝国領当時からの造幣特権問jksmuntを 1694年迄放棄せず，狭い

オラ γダの中に14の造幣所が乱立していた。 レスター伯 Leicesterが総督の

地位にあった頃には，これをー州につき一つに減らす試みがなされたが成功

せず， 僅かに，一これらを監視する連邦造幣監督官 Generaalmeestervan de 
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muntが設けられたに止ったo 1503年と1606年の鋳貨法 Muntplakkaatは，

爾後オラγダ園内で鋳造される貨幣を，銀貨は， 47スタイヴェ/レ stuiverの

レイグスダーノレデノレ Rijksdaalder(ドイツ名は Reichsthaler)と38スタイヴ

ェルのレーウウェンダーノレデル Leeuwendaalder(Lowenthaler).の二種，金

貨はデュカート Ducaat(=5.5 Gulden)とレイデノレ Rijder(= 14 Gulden)の

二種に限ったが，実際には，この他にも，東部諸外I(フリースラント，フロ

ニンゲン，オーヴェノレエイセル〉の造幣所で， Klapmutsと呼ばれる金貨や

28スタイヴエノレ銀貨も鋳造されていた。而もオランダは，仲継貿易国である

以上外国貨幣の流入を避けることができず，そのうちの幾っかをレートを公

定した上で、法貨として認めた。他方，標準優良通貨さえ，造幣所相互の過当

競争の結果，屡々法定の量目が守られなかった。即ち， 14の造幣所は，顧客

を誘致するため，地銀と引換に法定額以上の銀貨を引渡し，それによって減

収を来たす造幣収入 Sleischat(Schlagschatz， seigneuriage)は，銀量目切下

や補助通貨 payement，pasmuntの乱発で穴埋めしていた。 このような状態

の下では，折角鋳造されたレイクスダーノレデノレやレーウウェンダーノレデルの

如き標準優良通貨は，悉ち園内から姿を消し，これらの貨幣は，専らバルト

海方面やレヴァ γト Levant (トルコ)への輸出用鋳貨 negotie-penni ngen 

と化した。かくして，国内の貨幣は一層軽量の悪貨で占められ，これに逆比

例して， 重量の貨幣の市場価格は上昇して行き， 両替商も法定レートを守

ることが困難となった(2)。このため，良質の貨幣を得ることが著しく困難と

なり，商人達は，為替手形等の債権の支払指図 assignatieをもって現金支払

に代えんとするため，アムステノレダムでは，債務が実際に現金で支払われる

迄， 10回も支払指図を受ける有様であった。出納業者も，悪貨の受入れには

逆打歩を付し，一方，支払に当っては現金引出を嫌って 1~10%の打歩を要

求したり他の振替業者への支払指図をもってこれに代えようとした。勿論，

このような通貨の混乱はアムステルダム払の為替を著しく不安定にし商取引

を阻害するため，商人達の不満を買っていた(3)。

アムステルダム市当局は，このような良貨の消失と悪貨の流通の原因を，
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出納業者や両替商が良貨の退蔵，あるいは選別し，これを削取ったり熔解す

ることに求め一事実，彼等はその機会に最も恵まれ，通貨の混乱に拍車をか

ける役目を果してはし、たが-1604年，ホラント州会に振替業務の禁止を提案

して否決されるや，単独でその禁止に踏切った。然し，振替業務や当座貸越

はアムステノレダム商人にとって不可欠のものとなっていたため，この禁止令

は，喧々たる反対を喚び，直ちに撤回されたω。そこで，これに代って考え

出されたのが市立の銀行を設立して，預金出納や両替業務の一切をその手に

これを委ねようとする計画であった。その立案者は不明であるが， 1606年5

月10日の市参事会 Vroedschapは， r何人かの当市の有力な商人が以前より，
そして今日も猶要望し関心を有している，商業及びこれに随伴せる取引を促

進するため，当市にヴェネチア及びセヴィリァ Sivilie(シチリア Sicilieの

誤?一筆者〉に倣いー銀行 eenbankを設立する件』に闘しその準備委

員を任命している(5)0 1608年7月12日，その最終案が市参事会で可決されて

後，翌9年 1月29日の条令をもって， r振替銀行~ een bank van wisselが

発足し，市庁舎 Raadhuisの一部がこれに充てられ，市参事会が任命した3

名の理事 Commissarisー多くは市参事会員ーによって運営された。そして，

私営の両替と，出納業は一切禁止された。

この条例 Ordonrtantieは，多くの点で， ヴェネチアのリアノレト銀行の条

例と似ており，その影響が充分に窺える。然し，設立計画に際して，市当局

の念頭にあったのは，ヴェネチアのような大振替銀行の設立によって商取引

の使を計ることよりも，私営の出納業者や両替商人を抑圧して，流通してい

る悪貨を駆逐することにあった。従って， その意味では， r市立両替所」
Bank van wisselが考えられていたのである (7)。即ち，この銀行は， 1595年

の鋳貨令の規定に随って，あらゆる法貨 gangbaregelden及び金銀の地金・

粒 massenen grenailleを法定レートで預金として受入れ，禁止されている

通貨 billioenは，金銀量目で換算して受入れること，地金・粒，禁止通貨

による預金に際しては， 2%の熔解料を差引き，これを総て，造幣所に引渡

すことを義務づけられた。預金は一口座につき 300グノレデγ以上とし，この
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預金については一切の差押えが免除された。又，小額補助貨幣は，預入れに

際して，シリソグ銅貨 Schel1ingに限って， 3%迄は認められた。一方銀行

は払出に当っては，任意の法貨で行うことが出来たが，その際，要求の多い

貨幣については， 1595年の法令の規定に従って， オラシダ貨は，金貨1弘

%，銀貨 1%，外国貨は金貨 27f%， 銀貨2%の打歩 agioをつけることが

出来た。

猶，支払指図 assignatieof ordonnatieの際，預金残高以上の請求(過振

0¥町 disponeren) に対しては，その金額の 3%の罰金が課せられ， 当座貸越

は一切認められなかった。これも，グェネチアのリアノレト銀行の規定を真似

たものであった。ヴェネチアでは，先に触れた通り，私営の振替銀行が認め

た過大な当座貸越がその破産の原因となったため，市立振替銀行はその信用

を保持するためこのような規定を設けたのであったがアムステノレダム市でも

同様の配慮を下したのであろう O 更に，条例は，ヴェネチアと同様 100フラ

シド、ノレ・ポγド Pond Vlaams (600グノレデγgulden)以上の外国為替は，

この銀行を通じて決済又は支払われるべきこと gerescotreertofte betaeltを

定めているが，これは有力な商達に口座を持たせるための手段として考え出

されたことであったC8〉0

所で，振替業務については，設立条例では，単に， Ir決済又は振替によっ

て生じた預金jparthijen die by rescontre ofte overdracht goet gedaenの

受入れを述べているに過ぎず，定款 keurにおいては，全く触れられていな

い。然も，初期の1644年以前の元帳は， 1652年の市庁舎の火災で失われてお

り，確認することが出来ないが， 1616年に設立された。ミデノレピュノレブ振替

銀行では， 最初から多くの振替がみられ， 叉， 出納業者の先例から考えて

も，振替が行われなかったとは， 考えられなし、。そして， この振替は， 勿

論，ヴェネチアと異ってもはや両当事者又はその正式の委任状を持つ代理人

立会の下で書替を行う必要はなく，預金者 rekeninghouderが発行した一定

書式の支払指図 assignatieを，受取人 geassigneerde又はその持参入 thoon-

der deserがこれを窓口に呈示するのみでよかった。又， 宛名人が口座を持
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っていない場合にも，受取人又は持参入に現金が支払われた。後17世紀後半

(1658年， 69年)の支払指図書からは，持参入払の字句が消えているが，こ

れは，裏書が法的に追認された結果で、あろう O

猶，預金者の現金引出は許されず，もし，その預金残高を現金化しようと

すれば，預金通貨の売却を行わねばならなかった。

最初，この銀行は出納手数料として， 100グルデン当り 0.5スタイヴェノレ

を徴収したが，利用者の抗議に遭ってこれを撤回し経費は，罰金あるいは

打歩，後には，更に貸付利子，貴金属取引収益で

ら残すことが出来た。

この銀行は，市内に支庖は設けなかったが，貨幣取扱業者の禁止に伴い，

商人達の預金の使を計るため，出張預金受入 buiten-ontvanger の制度を設

けた【9)。

こうして発足したアムステルダム振替銀行に倣って1616年にはミデノレピュ

ノレフにも同じような銀行が設置され，更に，イギリスの毛織物輸出商人(マ

ーチャント・アドヴェ γチャラーズ MerchantAdventures. Engelse Court) 

の要請でその居留地であるデルフト Delftに1621年，更にその移転先のロッ

テルダム Rotterdamに 1625年に振替銀行が設立された。国外でも， 1619年

ハンブ、ルクに貸付=振替銀行 DieHamburger Lehn-und Wechselbankが，

1621年ニュノレンベノレグ振替銀行 DieNurnberger Girobankがし、ずれもアム

ステノレダムにその範を採って設立された〈10〉0

(1) van Dillen， Valuta-Moeilijkheid， (I)， blz.326 v. H. van Velden， Het Kassierbedrijf 

te Amsterdam in de 17de eeuw. De Economist 1933 blz.55-8. Bronnen no. 692. 

(2) van Dillen， Valuta-Moeilijkheid (I). blz.328 Groot Placaet Boeck I. col. 2624 

(19 dec. 1589).及び aldaarcol. 2644.猶1606年の鋳貨令は，両替商人と，出納業

者の兼業を禁止しているo aldaar， col. 2654. 

猶，オランダでは，計算単位として 実際の貨幣ではなく-Gulden(略号 fl.又

はf.=20 stuiver=240 penning)及びフランドル・ポンド叉は，フロート・ポン

ドPondVlaamsch， pond groot (J!，. gr. =20シリング schelling= 240フロート

groot)が用いられ， J!，1=6fl.の関係にあった。(猶，この fl.又はf.は，飽く迄

もグ、ルデ‘ン一計算単位としての の略号であり.フローリンFlorinは，金貨の名前



17・18世紀におけるアムステノレダム仲継市場の金融構造 石坂 101 (337) 

であって混同しではならない。〉

(3) van Dillen， Oprichting， blz. 346. 1544年に鋳造されたカノレロス・クツレデ、ン銀貨

(当時20スタイヴェノレ〉は，その後の悪貨の流通で1579年には28，81年には， 30， 

86年には33，1610年には 2.5スタイヴェルに値上りした。 vanDillen， Valuta喝Moei-

lijkheid r. blz. 325. 

(4) Bronnen no. 2， no. 3. 1608年にも，市は，出納業者を禁止したが，これに対する

市内の有力な商人達の抗議は同じく no. 18. 

(5) Bronnen no. 8. Sevillaにはこの種の銀行は存在せず，恐らくシチリア(パレノレ

モ Palermo)の書違L、かと思われる。猶，イタリアを真似たこの種の設立計画の最

も早いものには，一群のイタリア商人達の代理人 agentであった。 HendrikAnt-

honiosz. Wisselが1593年に提案したものがある。これは，預金，商品抵当貸付，

更に為替取引をも含む大掛りなもので，勿論陽の目をみなかった。後出129頁

(6) Bronnen， nos. 16， 21， 22.この条例及び定款 keurは極めて簡潔なもので， 1595 

年の鋳貨法の規定は自明のこととして省いている。

(の Wisselbankあるいは Wechselbankは，中世以来， 18世紀に至るも，両替所の

意味で用いられていた。 Vgl.， Marperger， a. a. O. S. 59.これに対して，振替銀

行は Girobank又は Ab-undZuschreibungsbankと呼ばれた。 ebendaS. 93. 

(8) van Dillen， Oprichting blz. 350.ヴェネチアについては，前出93頁，註18

(9) van Dillen， Oprichting. blz. 350， 353， 354. Bronnen no. 39 (Rapport van Simon 

van Beaum:mt， Pensionaris van Middelburg). dec. 1615.及び no.686.叉，支払

指図書の見本は， Dillen， Oprichting， blz. 384 dorso. 

制 Bronnen，nos. 699. 892-3， 900， Sneller， De Rotterdamsche Wisselbank 1635ー

1812. De Economist. 1938， herdrukt in: Ro' terdams Bederijfsleven in het verleden. 

Amsterdam 1950. blz. 113 vv. van Dillen， Giro-Banken van Genua， Venetie en 

Hamburg Tijdschrift voor Geschiedenis. XLII (1927) blz. 48 vv. H. Sieveking， 

Die Hambruger Bank， in Dillen ed.， History of Princiρal Public Banks.叉.

ニュールンベノレクについては， C. Sachs， Die Nurnberger Giro-Bank im Rahmen 

d巴rkontinentalen Bankgeschichte m: Eheberg-Festschrift. 1925. SS. 139-161 

アムステルダム振替銀行は，その預金高において，他の諸行に冠絶しており，早

くも， 163C年代には，ヴェネチアのリアルト銀行の最盛時1610年の預金高約 250万

グノレデンを突破する。 Luzzatto.op. cit.， p.49.ロッテルダムとデルプトの預金高

は不明であるが， ミデノレビ、ユルフは，最高(1748年〉で， 59， 4万グノレデ、ンに過ぎ

なかった， Bronnen blz. 1294.ハンフソレクについては，第3表をみよ。
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E 業務内容

こうした目的で発足したアムステノレダム振替銀行は，約半世紀の間，アム

ステルダムを悩し続けた貨幣的混乱と対決したにも拘らず，その本来の目的

を果すことは出来ず，その課題は，この銀行が両替業務を発達させることに

よって，少くとも外国貿易については別の形で解決された。以下，その業務

を分析することによって， 1683年の部分的な条令改正を除いて，没落する迄

殆んど大きな変化を見ることがなかった， この銀行の役割を明らかにした

も、。

A 預金=振替業務

この種の銀行の代表的機能は， 国際的な仲継貿易都市には不可避的な，

様々の削取られた悪貨や外国鋳貨の流入による貨幣制度の混乱と外国為替

の損失を防く、、ため，流通している悪貨を，計算貨幣たる銀行貨幣 Bankgulden

に換算して預金として受入れたり，これを支払ったりすることにあると考え

られている(1)。

第1表 レイクスダールデル及び、レー
ウウェンダールデノレ法定換算率

Cstuiver) 

レーウウェン
年次 ダールデル ダーノレデノレ

1600 47 38 

1608 48 

1615 40 

1619 50 

1621 52 

1622 50 

然L，アムステノレダム振替銀行

の場合は，悪貨を，標準的な優良

鋳貨に換算して預金受入れを行っ

たのでもーヴェネチアやノ、ンブノレ

グの場合一， 又1770年以降のハ

ンブノレク貸付=掻替銀行が採用し

た総ての鋳貨をその銀量によって

換算する，純銀本位制 dleRein-

silberwahrungの形は無論とらな

かった。アムステノレダム振替銀行の銀行貨幣 Bankgeldは，市当局が， この

銀行に飽く迄も法定の交換レートを守らしめた結果として自然発生的に生れ

たものに他ならない(2〉O

市当局の期待に反して，悪貨の流通はその後も増大し，良質の標準通貨の
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市場価格の騰貴 steygeringheも一向に止る気配がなかった。そのため， 政

府も，絶えず法定レートを改訂して， これを追認せざるを得なかった。(第

1表〉。オラ γダ製のレイグスダーノレデノレやレーウウェンダールデ、ノレ銀貨は，

依然として輸出向にしか鋳造されず，これに代って，スペイン領南ネーデル

ラントで、新たに鋳造された二種類の軽量の銀貨， 即ち 1612年鋳造のアノレベ

ノレト・グライスダー/レデノレ Albertus-Kruis-daalder (スペイン名ノミタコン

Patacon) と1618年に始るデュカトン ducatonがオランダに流入して来た。

この他，更にドイツで30年戦争の聞に乱発された軽量のターレル銀貨，銅分

の多い粗悪な金貨あるいはシリ γグ銅貨がアムステノレダムに氾濫した。そし

て，アムステノレダムでは，パタコン (48スタイヴェノレ相当〉がレイクスダ{

ノレデノレ (50スタイヴェノレ〉と呼ばれるようになり， これ準じて， 60スタイヴ

ェノレのデュカトンもそれに比例して63スタイヴェノレの価格で通用した。しか

し法的にその通用を認められていないこれらの通貨を，銀行は受久れるこ

とは出来ず，飽く迄もレイグスダーノレデ、ノレを50スタイヴエノレとして援受して

いた。そこで商人達は， レイクスダーノレデノレを法定レートで銀行から引出

し，これを南ネーデノレラントに送ってパタコンやデュカトンに換え，それを

アムステノレダムに持込むため，この両貨がますます流通した。政府は止むを

得ず1622年にパタコンのみを48スタイヴェノレのレートで法貨と認めた。そし

て，遂に1633年には，パタコンは50スタイヴェノレ，デュカトンは63スタイヴ

ェノレで，両貨の使用を公認した。然L，銀行は，依然， レイクスダーノレデル

等のオラ γダ貨のみを旧来のレートで受入れることを義務づけられていた。

銀行貨幣 bankgeldあるいは銀行鋳貨 bankspecieとL寸語は，本来は，銀

行が受入れていた標準優良通貨レイクスダーノレデノレとレーウウェンダ{ルデ

ノレを指していたO そして， 1641年に漸くパタコンとデュカトン(但し48スタ

イヴェノレと60スタイヴェノレで〉受入れられるようになった。こうして，市場

に流通している現金 Courantgeldと，預金とは，同じグノレデンで表示されて

はいても， そのレートが異ることになり， 銀行預金のグノレテゃγbankgulden

には，それだけの打歩がつけられる。即ち，パタコ γの場合は， 2/48 (=4% 
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%)，デユカトシの場合は3/60 (= 5 %)だけ，市場価格と，銀行の受入に際

しての評価が喰違うわけであるが，実際の市場における打歩は，銀行貨幣に

対する需給関係，銀行への信顧の度合によっても変動するO 即ち，商人達

は，預金を増額しないで、も，銀行前のダム広場 Damに出現した銀行貨幣の

自由市場で，後には取引所で仲買人を通じて自由に購入することができた。

実際には， この41/6%と5%の二種類の基準線のうち，打歩の低いノミタコン

の方が使用されなくなって行き， 5%の方が基準とな勺たのである (3)。そし

て， 1659年，オラ γダ自身，二つの南ネーデノレラ γ ト銀貨に対応するーそし

て柏軽量の一新銀貨，銀デュカート zilverenducaatと銀レイデル zilveren

rijderを鋳造したため， 南ネーデルラント銀貨の流入は止んだ。(そして，

この銀貨はレイグスダールデノレ， デュカト γと呼慣わされた。〉然も，政府

は，公式には，従来通りレイグスダーノレテ守ルを50レーウウェンダーノレデノレを

40スタイヴェノレとするレートを維持したが，新鋳貨を市場ででは， 50スタイ

ヴェノレと63スタイヴェノレで使用することを認めた。然、し，銀行は，依然とし

て， 1622年の公定レートを守ることを義務づけられた結果，銀行グノレデンに

対する打歩はその憧固定されることになった。そして，打歩の低い銀デユカ

ートの方は次第に市場から姿を消し，輸出用鋳貨となった(4)。

このようにして，アムステノレダムでは， 現金 Courantgeldに代って，振

替銀行の預金(銀行貨幣〕が外国為替の決済に使用されることになった。而

も， 1659年の新鋳貨の発行によって，アムステノレダムの悪貨の流通も略終を

告げ，更に1681年，計算単位に合わせた 3クツレデ、γ銀貨が鋳造されて以降，

アムステノレダムにおける貨幣価値は安定を保ち，銀行貨幣の打歩の激しい変

動はみられなかった。そして，預金高も口座数も， 17~8 世紀の間順調な伸

びを示し 17世紀末には，ここに口座を持つことが商人として信用を得る必

須の条件でさえあった。そして，多数の外国の商人がここに口座を聞いたの

みならず，外国の君主の中にも， オラシダ人名儀の預金を持つものが現れ

た。こうして，商人達は，振替銀行の存在によって，代金取立の手間と時聞

を節約できたのみならず，支払に際して悪貨に煩わされることがなく，それ
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だけ利幅を切詰めることができた。そして，銀行自身は外国為替には全く関

与しなかったとはいえ，安定した銀行グルデ、ン貨幣の存在と，この決済の便

は，アムステルダムに為替業務を集中することに大きく寄与した(5)。

然し，銀行貨幣の価値を維持するためにとられた厳格な規定は，国内取引

にこの銀行を利用することを妨げていた。そもそも，振替銀行は，法貨を，

公定レートでしか受入れぬのに対して，実際の圏内取引には種々雑多の貨幣

が，市場価格で使用され，又，銀行に口座を持っているのは，アムステル夕、、

ムの商人の極く一部， 殊に外国貿易商人に限られていたからであるO その

上，外国為替のうち，東フリースラ γトOstfriesland，ヴェストファーレγ

Westfalen，スウェーデγ，デγマルク， ドイツの北海泊岸地方 KleineOos-

tenとの為替取引は， 現金グノレデγCourant-gulden建であり，又，アムス

テル夕、、ムに居住していない， 他の都市ーロッテルダム， ドノレトレヒト，

デルピユノレフ等ーの商人は銀行に口座を持たぬため，やはり現金グノレデン建

の為替で、決済を行っていた(6)。そこで， 17世紀末から，再び出納業者 kassier

が生長して来て， 現金グノレデユ/建の振替を行うようになった。 1609年，か

ら市立振替銀行設立に伴って禁止されていた私営の出納業は， 21年に解禁

されたが， 17世紀の聞は，振替銀行の下請，即ち匝外での預金受入 buiten-

ontvangerの機能を果していたに過ぎなかった(7)0 1677年，当時為替問題の

権威者であったアムステルダム商人フォー γゼン JohanPhoonsenは，市長

に対して，これらの出納業者の活動を抑制するために，ヴェネチアに倣って

現金グノレデン建の振替銀行 Bank-Courantを新設することを要請しているO

f皮は，その理由として， 4~5 年来多数の出納業者が破産し預金者に損失を

蒙らせたこと。そして，私営の出納業者の手数が高いことを挙げているO 然

し市当局がこれを採択しなかったのは，アムステル夕、、ムでは，現金グルデγ

建の為替の比重が低く，貨幣取扱業者の手にこれを委ねても，別段重大な支

障が生じないと考えたからであろうく8)。その後， 18世紀初頭 (1706年〕には，

ユダヤ人と同列に扱われていた出納業者は， 1746年になると，他の大金融業

者 banquier と共に外国貨幣流入問題に関する市長への請願に名を連らねる
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程有力となった(9)。そして， グロムハウト Crommhoutの如き都市貴族一

族の名前さえ出納業者の聞に見出しえた程で、あった。こうして1775年には52

軒の出納業者が，自屈のみならず，業者相互の交互計算によって振替業務を

営み，一大「現金振替銀行~ Courant-Bankの観を呈した(10)。市も，彼等は

アムステルダム振替銀行が許さなかった，個人に対する低利の当座貸越を認

め，又，為替手形の割引をも行った上，振替銀行に口座を持ち，銀行貨幣と

現金との交換も行った。然し，その経営はかなり堅実で， 1763年の恐慌の際

L 一軒の零細な業者を除き支払停止に到ることなくこれを乗切ることが出

来た(11)。このような民間の振替業務の存在が， アムステノレダム振替銀行の

信用保持のためにとられた厳格な規定，及び銀行貨幣による振替を維持する

ことを可能にしたので、ある (12)。

B 貴金属取引

アムステノレダム振替銀行は，市内唯一の両替機関であり，鋳貨法に準拠し

て，預金として払込まれた金銀の地金，粒，あるいは内外の禁止されている

通貨 billioenを総て造幣所 muntへ，而も特定の所に片寄らぬように各製

幣所へ順番に引渡し代りに顧客の要求する新鋳貨を受取ることを義務づけ

られていた。然し，振替銀行は， 17世紀前半に，連邦造幣監督官の再三の警

告をも顧みず，直接貴金罵取引に携わって利益を上げ、ていた。中でも，西イ

γド会社 West-IndischeCompagnieが持帰ったギニアの金あるいは新大陸

の銀を買入れ，東イ γド会社に売渡している。当時，オランダは，自国の鋳

貨以外による貴金属の輸出を禁止してはいたが，この禁止規定は有名無実で

あり，東イ γド会社は，銀の地金やスペインのレアノレ real銀貨を盛に輸出

していた。この他，銀行は，金細工師 goudsmiedにも， その手持の金を売

渡している (31)。

然し， 1648年のヴェストブァーレγ条約以降，新大陸の銀が直接カディス

Cadixから，船積されてアムステノレダムに送られるようになり，アムステノレ

ダムがヨーロッパ内の貴金属取引の中心となって行った。 1701年の，貴金属

輸出の自由を求めるアムステノレダムの意見書によると，新大陸からスペイン
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本国に送られて来た銀のうち，弘はカディスより，直接アムステノレダムに送

られた他，スペインの属領，あるいはイギリスやフラ γスに流出したものの

うち約%は，アムステルダムに集り，これらを令せると，新大陸の銀の4分

の3がアムステルダムに集中した。このうち約%は，毛織物や麻織物の輸出

によってオラ γダが得た貿易差額で、あったが，残りは外国人の所有する所で

あった。例えば，スペインは，スペイン領ネーデルラントの鋳貨製造用の銀

をアムステノレダム経由で送り， フランスも， リーノレ Li1le等の北部諸都市へ

の送金を，アムステノレダム経由で、行っていた。そして，残りは，アムステノレ

夕、、ムで為替を購入するために送られて来たものであった。このように，アム

ステルダムは，貴金属取引の中心的市場とな，り，ここから，鋳貨や地金の憧

の貴金属がヨーロヅパの内外に再び流れ出したのであるO このような，アム

ステルダムの貴金属取引市場としての役割は，アムステルダム為替市場とし

ての地位を著しく強化した。何故ならばアムステノレダムでは，為替相場が現

送点を下廻った場合には，いつでも金銀を購入して現送することが出来たか

らであり，金銀の輸出も法令の規定はともかくも事実上は完全に自由であっ

た。このため，為替相場はアムステノレダムでは非常に安定していたのであ

るO アムステルダムの商品取引市場としての地位が， 18世紀に入って相対的

に低下した後も，その国際的決済の中心としての地位は揺ぐことがなかった

のは，この為替市場と貴金属取引市場との結びつきのお蔭であったくは〉0

このような貴金属取引を援けたのが， この銀行の鋳貨抵当貸付 Specie-

beleeningの制度であった。普通，銀の輸入はスベイ γのレアル銀貨の形を

とっており，これらの貨幣は商品として売買されるわけで、あるが，その所有

者は適当な買手が見付かる迄，これを無利子で、放置せざるを得なかった。振

替銀行は，そこで1683年， フォーシゼンの提案を採用して， これらの鋳貨

に対して，金貨は半期毎にうi%，銀貨は弘%，デュカトン貨は1/s%という低

利で，抵当貸付を行い，それを口座に入金し当該鋳貨の預り証 recepisを

渡したが，この預り証は，取引所で自由に売買された。この鋳貨抵当貸付に

よって，アムステルダムの貴金属取引は一層促進され，商人はこの取引で年
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{昔

方

貸

方

第2表 アムステノレダム振替銀行貸借対照表

項

現金及び貴金属

債権

ホラント州

アムステル夕、、ム市

東インド会社

市立抵当貸付銀行

東フリースラント伯

アルクマール市

鋳貨検査官

ドノレトレヒト造幣所

負債

繰越利益

当期利益

(差引〉費用

メ午 三1-
口 口l

日 1648 

8，247，924 

226，617 

369，695 

18，055 

107，421 

63，100 

6，6:70 

30，473 

8，223，806 

1，327，252 

173，426 

13，383 

9，611，102 

1664 

7，743，292 

224，660 

2，072，898 

302，051 

8，731，926 

1，583，564 

43，738 

16，333 

10，342，905 

Bronnen， II blz. 730， 740 

( 1月川1預
1710 

1711 

1712 

1713 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

1719 

1720 

1721 

1722 

1723 

1724 

第3表東インド会社及び市の借入

金 i現金準備|雲五品工
11，385，823 I 9，385，340 I 900，000 I 
10，206，425 

10，284，448 

11，771，874 

10，666，300 

12，991，296 

12，638，622 

17，525，853 

15，391，808 

20，938，161 

18，722，272 

28，886，853 

26，894，317 

24，226，922 

27，800，769 

6，85{i，682 

6，800，847 

10，089，711 

8，544，491 

12，113，228 

11，812，デ98

16，738，364 

14，673，986 

20 ， 276， 2.50 

18，140，971 

26，681，203 

25，752，353 

21，414，917 

25，493，504 

1，300，000 

2，400，000 

700，000 

1，200，000 

1， 700，000 

800，000 

2，600，000 

2，200，000 

市借入

1， 475，559 

1，475，559 

1，571，081 

1，571，081 

1，571，081 

1，584，581 

1， 584， 581 

1， 584， 581 

1，584，581 

1， 584， 581 

1， 584， 581 

1，584，581 

1，584，581 

1，584，581 
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第4表東インド会社借入及び返済

期 1末月 残高
( 1 }j31日〕

l 借入品 1 返済高
2 月 1 日 ~1 月 31 日 2 月 1 日 ~1 月 31 白

1735 1， 200，000 6，100，000 4，200，000 

1736 3，100，000 5，400，000 3，700，000 

1737 4，800，000 4，500，000 4，500，000 

1738 4，800，000 5，900，000 5，400，000 

1739 5，300，000 3，700，000 3，900，000 

1740 5，100，000 3，800，000 2，300，000 

1741 6，600，000 3，300，000 3，200，000 

1742 6，700，000 2，200，000 1，800，000 

1743 7，100，000 700，000 2，900，000 

1744 4，900，000 3，600，000 4，600，000 

1745 3，900，000 3，200，000 5，100，000 

1746 2，000，000 4，700，000 4，200，000 

1747 2，500，000 1，900，000 1，900，000 

1748 2，500，000 3，300，000 4，200，000 

1749 1，600，000 1，000，000 2，000，000 

1750 600，000 500，000 600，000 

1751 500.000 1， 100，000 1， 600，000 

6%の利益を得たといわれるo 18世紀に入ってからは，銀が減産する一方，

これに代って，ブラジノレの金が， メシューェγMethuen条約によってロ γ

ドンに流れ込むという不利な条件が作り出されたにも拘らず，アムステノレダ

ムがよくその貴金属取引市場の地位を守ったのは，ひとえにこの制度のお蔭

であった(15)。

C 貸 付

アムステノレダム振替銀行は，私人への当座貸越等の貸付は一切行わず，

又，手形割引も全くみられなかった。そして，毎年の貸借対照表でみる限

り， 預金に対して支払準備率は肯に高く， 略90%台を維持していた。従っ

て，貸付は，例外的事例に属したといってよいであろう O

この銀行から最も巨額の信用供与を受けていたのは，東インド会社 De

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (アムステノレ夕、、ムネ士 KamerAmsterdam) 

であった。この貸付は， 1619年の貸借対照表にその姿を現L，後32年から48
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年迄は消え去っているO そして，その後，戦時期には負債が急速に累積し，

平和が回復すると数年掛りでこれがなし崩しに返済されるのが普通であっ

た。この貸借対照表では，その年度内の貸付残高しかわからないが，幸1700

年以降は，その年度の貸付総額と返済総額が判明している。それによるとO

(第4表〉東イ γ ド会社は，その船隊、の蟻装費(特に，輸出用の銀/)とし

て， 100~300万パ γ ク・グノレテ、ンを 2.5 %~ 3.5 %で借入れ，イ γドからの

船聞が帰航し積荷が競売された後に，これを返済している。この金額は，銀

行の預金高900~ 1，100方バシグ・グルデγにとって相当大きな比重を占め

ていることがわかるO 勿論，この貸付の一部は，帳簿上の当座貸越によって

はし、Tこカ、c(16) 0 

これに対して，アムステノレダム市やホラント州への貸付は18世紀末迄はそ

れ程大きな金額には上らなかった。州や市は，ヴェネチアやノミノレセロナの場

合と異り，銀行から巨額の貸付を引出してその支払準備を危くすることがな

いよう常に慎重に振舞っていたO 但し，市は， 1689年，それ迄の繰越利益を

市の手に回収し，その銀行への負債の返済に宛て，その後も何度か同様の処

理を行って来たことは念頭におくべきであろう o (第2表〕。市は最初 3;;詰，

1645年からは 4%の利子を銀行に支払った。ホラソト州も貸借対照表に20~

30万パ γググノレデγの負債を残しているが最初は6:%%， 1641年からは5%

の利子を支払ったく17)。

この他，銀行は，市や政府に代って，色々の貸付を行っている。 1642年，

銀行はホラント州議会の要請に応じて， 東フリースラント伯 Grafvon Ost-

frieslandに15万パンク・グルデンを， 2年後にエムデン市 StadtEmden Vこ5

万パγク・グノレデシを貸付けた。当時，エムデシの属する東フリ{スラント

は，三十年戦役のさ中にあり，マンスフェノレト伯 Grafvon Mansfeldの卒い

る新教軍の駐屯費支弁に窮してオランダに借款を申出たのであったが，アム

ステルダムも，その通商の相手として重要なエムデンとの友好関係を維持す

る上でも，この借款に応ぜざるを得なかったO この借款は，前者が1655年に，

後者は 1642年にそれぞれ完済された。 この他， アノレグマーノレ市 Alkmaar
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は，スヘル湖 Schermeer干拓のため 1634年 6万バγク・グルデγを借入

れた(18)。

この他，注目すべきケースとして，市立抵当貸付銀行 StadsBank van 

Leeningへの融資が挙げられるO この機関は 1614年， 当時のオラ γダで欝

勃としてわき上ったカルヴィニストの高利禁止運動の影響で，市が質屋の利

子を引下げ、る目的で市が開設したもので(但し，一般の質屋の営業は禁止さ

れなかった)， これ迄の年利 33弘%に達する高利を 100クソレデγ以下には

16弘%， 100~474 グ、ルデンには 9.6% ， 475グルデγ以上の大口貸付には

875%と大幅に引下げた。そのため， 小市民や職人の零細な消費信用の他

に，商品や有価証券を担保とする貸付の途も聞かれた。この機関は， 1615年

その営業資金40万グルデ、ンを年利5分で、借入れたが，そのうち20万は，振替

銀行から出ているO 従って，振替銀行の資金が間接的に商人に対する貸付に

廻されたとし寸推定も十分に成り立ちうるO しかし， この貸付は，早くも

1621年に15万が， 23年に 5万が返済され，その後，未払利子が銀行の貸借対

照表に残された憧になっていた。そして，この市立抵当貸付銀行は，その資

金を， 銀行債 obligatieや年金証書 rentebrief(5 %)の発行によって， 主

として孤児管財院 Weeskamerの資産や民間の遊資を活用しえたく19)。従っ

て，アムステノレダムでは，振替銀行が，抵当貸付銀行を通じてーロッテルダ

ムやミデ、ルピュノレフの如く一商人に間接金融を行ったわけで、もなかったし，

いわんや， ハンブ、ノレク貸付=振替銀行や王立プロイセ γ振替=貸付銀行

Konigliche Preunsische Giro-und Lehnbankの如く，両者を兼ね営んだの

でもなかった(20〉0

このように，アムステルダム振替銀行は，当座貸越禁止の規定を比較的よ

く守り，東インド会社に対する短期資金の融資を除いて大きな貸付は見られ

なかった。そして，銀行は，西インド会社にさえ，その経営状態の悪化を理

由に貸付を許さなかった。又，連邦，州，あるいは市も，その慢性的な赤字

財政にも拘らず，銀行からの借入れには殆んど依存しなかった。そのため，

銀行は， 18世紀末迄ーあの1672年の危機に，ハンブ、ルグやロッテノレダムで生
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じたようなー支払停止には陥らずに済んだO このように，銀行は高率の支払

準備を維持し，何等の信用創造も行わなわなかったO その理由は後に触れる

が，アムステノレダムでみられな主要な信用援受は外国為替の引受によるもの

であり，割引は大規模に行われていなかったこと，他方，民間の豊富な遊資

が貸付や公債発行の資金需要を充していたことによるものであろう O

(1) A. Smith， The羽Tealthof Nations 1776. Bk IV. chaptふ pt.1.Digression con-

cerning Bank of Deposit， particularly concerning that of Amsterdam.確かに，

ノ、γブ、ルク銀行の方は，現実に流通している標準鋳貨(ターレル Thaler銀貨〉を

もって， 3パンク・マルク Bankmarkと定めたから，打歩は，外国から流入して

来る悪貨を別とすれば，専ら預金に対する需給関係でのみ決った。 A.Soetbeer， 

Beitrage und Materialien zur Beurthei1ung von Geld-und Bankfrage mit beson-

derer Rucksicht anf Hamburg. Hambrug 1855. S. 162. 

猶， 1619年に設立されたヴエネチア「振替銀行JBanco del Giroでは，標準通

貨いよる預金を貸方に記入する際，その5/6をもって，計算した。従って， この場
合，銀行通貨 ducatobancoは，現金ドヮカート ducatoeffetivoに対して， 20%

の打歩がついた上，実際に流通している削取られたり，磨滅した鋳貨の場合に

は，一銀行貨幣への需要のし、かんも加わりーこれを越える打歩が成立することにな

った。 Dumbar，op， cit.， pp. 330-2. 

(2) A. Andreades， The History of the Bank of England 1640-1903. 1903. p.81. 

や M.Weber， Wirtschftsgeschichte. Munch巴n1924. S. 221.は， アムステノレダ

ム振替銀行が，純銀本位制をとったかのような説明を行っているがこれは誤りであ

る。猶，ハンブルク銀行は1770年に，純銀本位(1ケルン・マルク =24ノ〈ンク・マル

ク〉の振替口座を設け， 90年から，全口座をこの勘定に切替えた。 Sieveking，Die 

Hamburger Ban1.王， p. 149. 

(3) Dillen， Oprichting， blZ. 354-362. 

(4) aldaar b1z 370. 

(司 M岳moiretouchant le前goceet la navigation des Hollandois， uitgeieven door 

J. P. Blok. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschaρ. 

XXIV (1904) blz. 318. V. Barbour， Capitalism in Amsterdam in the 17 th century， 

(Ann Arbour Paper Backs) 1963. p.47. John Law， Memoire sur les Banques 1716. 

en: OEuvres compl色tesde John Law， ed. par P. Harsin. Paris 1934. t. II. pp. 

270， 272.ローは，アムステル夕、、ム振替銀行を一種の発券銀行と解していたがこれ，

は明らかに彼の誤りである。

(6) Sneller， De Rotterdamsche wisslbank blz. 152. 
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(切断onn巴n，nos. 46， 50. (4 juni 1621).但し振替業務は，禁止された。両替商人

は法的には禁ぜ、られていたが， 1615年の前記vanBeaumontによると， r私営両替商
人が再び非常に喰込んで、来たj]no. 39.といわれ， 1645年の 1パンフレヅトによる

と，特定の種類の貨幣を家々を廻って売歩いているものがいた。又， 1661年，連邦

造幣監督官の苦情によると，主としてドイツ，ポーランド系ユ夕、ヤ人が「殆んど全

州や全都市を歩き廻りあらゆる種類の貨幣を寅集め両替していたj]DiJlen， Geld-en 

Bankwezen. blz. 140. Oprichting， blz. 354. 

(8) Johan Phoonsen， Berichten en Vetoogen. raackende het b白tiervan den omslach 

van de wisselbank tot Amsterdam， uitgegeven door J. G. van DiJlen. Economi-

sch-HistorischJ印刷ekVII (1921) blz. 41， 4ト 6，48十 9.フォー γゼγによると，

アムステノレ夕、、ムで・は， 両替商 wisselaar，出納業者 caSSler，銀行貨幣の公認仲買人

makelaar in't bankgeld 及びもぐり仲買人 beunhaas の数は20~25人に達し，彼等

は『確かに曾つてのように粗暴ではなくなったj]blz. 46.このフォーンゼンの提案

は，猶，銀行貨幣の打歩を 5.%1こ固定すること。更に鋳貨を担保とする貸付を行う

こと，の二点を含み，結局，最後の点のみ実現した。

(9) Bronnen nos. 318， 425. 1751年には，出納業者は， r商業に不可欠j]dat oock de 
cassier de welken in de commercie niet kunnen worden ontbeerdといわれた。

no.440. 

M) De ]ong-Keesing; De economische crisis van Amsterdam in 1763. Amsterdam 

1939. blz. 153. W. C. Mees， Proeve een巴rgeschiedenis van het bankwezen in 

Nederland in den tijd der Repubriek. Rotterdam 1838. blz 250.これらの出納業

者の預金証書 kv;Jttantieは，一種の小切手 chequeとして適用しており，非常に

多数の手を転々とするため， 1776年遂に 10回以上の譲渡は禁止された。 Bronnen

no.473. 

帥A.de Serionne， Richesse d巴 laHollande III Amsterdam 1778 pp.214-8. E. 

Luzac， Hollands Rijkdom. Leiden 1770-1776. III blz. 392. 

このような当座貸越は，飽く迄も短期のもので金額も，大きなものとは考えられ

ない。例えば，競売の時等，商人は，この当座貸越の便宜があればこそ，自分の預

金残高以上入札が出来たが，出納業者も，当該商人の経営状態を熟知し，その返済

能力を認めた上で，それを許した。セリオγヌは，この出納業者が国内商業に対し

て，振替銀行が外国貿易に与えたのに劣らぬ便宜を提供したとしている。 Serionne，

ibid. pp. 216-ー7.

Q2i このような出納業者がにないロッテルダムでは，市の振替銀行が1645年に『現金

振替銀行』を併設Lたが，外国為替取引のそれ程大きくない戸ヅテルダムで

の方が，銀行貨幣建振替よりも利用された。 Sneller，De Rotterdamsche Wissel-

bank. blz. 142. 
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制 VanDillen， Oprichting blz. 372-4 Bronnen nos. 71， 72， 75.オラン夕、は，輸

入された金銀地金や外国鋳貨の再輸出を禁止し，オラン夕、の鋳貨の形でしか，金銀

の輸出を認めていなかった。然、しその禁止の実効はなかった。猶， 1647年から59

年迄は，輸入された地金や外国鋳貨はその%を限度として再輸出することが許され

た。 VanDillen， Amsterdam als wereldmarkt der edele metalen. blz. 243-5. 

M) Bronnen. no. 371.更に，オランダからは，パルト海方面，ポーラ γド，ロシア，

トノレコ，東インド等へ，大量の輸出用鋳貨(銀デュカトン zilverenducatonや金

デュカート goudendωaat)が送り出され，外国の商人達も，アムステル夕、ムでこ

れらの鋳貨を購入してこれらの地方に輸出した。 イギリス東イドン会社も 1660-

1670年，ここで年々 7~800万グ、ルデンの銀デュカトンを買入れている。

Van Dillen， t. a. p. blz.255. 

M) Van Dillen， t. a. p. b12. 266. Phoonsen， t. a. p. 91ー 2. この他， アムステルダ

ムにはポノレトガルのクルサード crusado金貨， スペインのメキシカ γMexicaan，

フランスのルイ金・銀貨 Louisが流入しているo (銀行の支払準備内訳 Bronnen.

blz. 803 vv，をみよ)， 1720年のジョソ・ローの企画の際には，フラ γスから移し

い正貨が流入した。

M) Bronnen blz， 948 vv. 279 vv.利子率は， 1619-21・・ 6')4，%， 22年…5，9<ム 53~ 

55年4弘，%， 56~61年… 4 ，%， 62~65年 3%，%， 65年には 4，%， 85年に 3%，%， 1723 

~46年 2.5 ，%， 46年3μ，48年3.5，%， 49年~82年は 3 ，%で，公債利子年の 2~~

2%，%iこ比して高い点に注意。

制 Bronnen， blz. 956 vv.アムステノレダム振替銀行は，国や市の公金取扱は行ってい

ない。

(18) Van Dillen， Oprichting blz. 375， Bronnen nos. 62， 70， blz. 54 noot 2， 720 noot 1， 

同 H.]. Westerlng， Uit de geschiedenis van de Banken van Leening in Nederland. 

II. De Economist. 1914. blz. 693 v. L. ]ansen， Geschiedenis van de Stads Bank 

van Lening te Amsterdam. 1614-1646. Amsterdam 1964 blz. 2u--22， 51. van 

Dillen， Oprichting， blz. 378-9.この{也，造幣所 muntや鋳貨検査官 essaij巴urへ

の債権が記載されているが， これは恐らく，貸付ではなく，一博的な，移管であ

ろう。

制 Snell巴r，De Rotterdamsche Wisselbank. blz. 161 vv. Siev巴king，Die Hamburger 

Bank， p.，131.叉， ミデルピュノレフについては， Bronnen， 1193 vv. 

N アムステルダム振替銀行の没落

アムステノレダム振替銀行は， 1780年代迄，口座数や預金残高では18世紀初

頭とさして変ることのない水準を保ってはいたが，その陰では，既に1732年
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以降，その財務構成の悪化が進行しつつあった。その最たるものは，東イン

ド会社への貸付の焦付きであるO この貸付は，元来，その年度内に返済さる

べき短期融資の性質のものであった。しかし，東インド貿易は，ヨーロッパ

列強の間で戦火が交えられるとその煽りですぐさま休止状態に陥りその借入

金を返済できぬため，負債に累積する一方であった。而も，東インド会社は

1736年以降損失が相次ぎ，社債 obligatieを発行して赤字を埋めている有様

であった。それでも会社は 1726~65 年， 70~78 年の間は，負債を完済して

はいた。然るにその直後に来たったアメリカ独立戦争(第4次蘭英戦争 De

vierde Engelse Oorlog)は，会社に文字通り死の一撃を加え，再起不能の状

態に陥入れた。そして銀行からの借入れは実に 765万ノミンク・グルデγに達

した。他方，この間破滅に瀕したアムステノレダムの商業を救済するため，市

は1782年市立貸付機関， Stads Beleeningskamerを設立し，有価証券及び商

品に，その評価額の弘を越えぬ範囲で，それぞれ 3Yz%及び4%の担保貸付

を行ったが，市の財政はこれに耐え切れず¥結局，銀行がその資金の全額，

208， 7万ノミ γグ・グノレデγを肩代りした。その上， 市自身もスリナメ会社

Societeit van Surinameの社債やホラント州の公債を担保として， 92， 8万

グノレデンを借入れた。このため，銀行の支払準備は，一挙に預金高の%以下

に下落した(1)(第5表)

然し恥アムステルダムの振替銀行を決定的衰退させたのは，こうした不良

官権の増加よりも，アムステルダム商業の衰退に伴う為替取引の減少であっ

た。もともと，この銀行は，国内商業よりも，外国為替の受入・支払に利用

されていたが，為替取引が減退し，殊に大商人=金融業者が為替取ヲ|から手

を引き，公債取引にその基盤を移すに従い，彼等は最大の預金者群を構成せ

ず，出納業者にその地位を譲った。その結果，振替銀行は寧ろ彼等の交互計

算の機関となりつつあった(2)。然しともかくも，預金高がそれ程減少してい

ないのは，まだ鋳貨抵当貸付がよく利用されていたためで、あろう。そして，

その後，愛国党 Patriottenbewegingの革命とオラニエ家の反革命の数年

間も，その経営状態は決定的に悪化することはなかったが，当然，銀行貨幣
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第5表 18世紀末，アムステルダム振替銀行貸付

九
1783 19，633，113 7，786，968 7，650，000 1，076，285 2，087， 

1784 18，122，804 6，014，134 7，650，000 1，476，285 1，934， 

1785 19，646，247 6，612，890 7，650，000 1，861，046 2，441 

1786 18，849，480 5，316，273 7，650，000 1，841，046 2，747， 

1787 18，931， 593 5，612，393 7，420，000 2，300，000 2，336， 

1788 18，413，488 3，754，766 7，420，000 2，300，000 2，707， 

1789 20，165，292 4，811，446 7，191，000 2，300，000 3，476， 

1790 21， 720， 778 7，726，607 6，961，500 2，360，000 3，534， 

1791 22，931，670 9，705，782 6，502，500 2，360，000 3，261， 

1792 17，292，295 8，408，441 6，273，000 2，452， 

1793 22，236，230 13，238，010 6，273，000 27，955 2，469 

1794 17，626，968 8，471，075 6，273，000 48，358 2，616， 

1795 11， 753， 840 2，506，046 6，273，000 193，672 2，553， 

1796 10，157，217 1，689，279 5，940，000 85，617 2，215， 

1797 8，181， 632 2，138，199 4，569，349 1，260 

1798 6，566，365 3，308，710 3，992，599 1，091 

1799 6，585，773 1，504，382 3，938，675 953， 

1800 7，152，347 2，135，895 3，900，983 914， 

1801 6，620，266 1，647，602 3，874，616 885， 

1802 5，671，344 1，433，337 3，170，899 845， 

Dillen， Bloeitijd. blz. 414. 

第6表 ハンブノレク貸付振替銀行

預金残高 (Bankmark)

1619 

1620 

1630 

1635 

1640 

1655 

1670 

1714 

1751 

1757 

706，780 1763 10，679，178 

734，197 1766 6，000，000 

396，776 1772 3，500，000 

712，548 1788 4，667，941 

1，731，947 1789 7，000，000 

1，443，921 1792 13，000，000 

3，139，011 1795 17，000，000 

4，000，000 1799 38，500，000 

5，710，000 1800 41，298，026 

6，000，000 

A. Soetbeer， a. a. O. S. 31. 
Bankmark=0.55~0.6 stuiver. 
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の打歩は下落し， 1790年頃には，ロシア，スウエーデγ，オ{ストリアの起

慣のため正貨が逼迫し，銀行貨幣の打歩はOとなったく3〉0

1795年，アムステノレダムはフランス軍の手に陥ち，これと呼応して政権を

奪ーた革命派がバタヴイア共和国を建設すると，このためにイギリスとの関

係は険悪となり，一切の海上貿易を営む途が閉されてしまう O かくて，為替

貴金属取引はハγブノレクに移り，アムステノレダム振替銀行の凋落を尻目に，

ハγブルグ銀行の預金は，一躍三倍近くに跳上った。(第6表〉しかも， こ

の銀行が， 1790年から銀重量建の純銀本位制 Reinsilberwahrungにその振

替口座を統ーしたため，銀行取引は，一層容易となっていたく4〉O

さて， 1795年の革命後， 振替銀行の会計がアムステルダム市の革命委員

会の手で公開され，その危機的な財政状態が明るみに出された。振替銀行側

も，市に対して，貸付の早急な回収の必要を訴え，アムステノレダムの商人達

もその商業を復興するための必須の条件である，振替銀行の信用回復，準備率

引上を熱望していたから，その後1802年迄に市及び政府の手でそのための努

力が行われて来た。第ーには，もはや不必要と考えられた市立貸付機関は清

算され，その貸付の回収が図られた結果，この機関の銀行への負債残高は95

年の 255.3万から， 95.3万迄減少した。他方東イ γ ド会社への債権は，革命

当時627.3万に達し，市がこれを肩代りして，会社から 3%利付社置を受取

っていた。然、し，会社は辛じてその利子を払えるのみであり， 遂に 99年，

一切の領土，財産と共にその負債を国に引継いでその歴史を閉じたのであっ

た。そして 1802年，アムステノレダム市当局 hetintermeditair Gemeente-

bestuurは， 国の同意の下に市及び振替銀行の財政建直しのため市民に対し

てその財産額の 2%を強制公債として徴収しその収入を銀行に払込んだ結

果，その支払準備は再び 100%に復した。こうして，アムステルダムは，ア

ミアンの和約後の仲継貿易再開に備えたので、あったが，その期待も空しく裏

切られ，英国の海上封鎖のため仲継商業は杜絶した憧，銀行の預金高は 5~

800万パング・グルデンとL、う革命前の乃の低水準にあった。更に1810年オ

ランダがナポレオンのフランス帝国に併合せられるや，フランス政府による
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正貨準備差押えを怖れる預金者が引出に殺倒し， 預金は更に半減した(5)。

これに引換え， 出納業者は， 次第は市立振替銀行の地位を奪い， 1803年に

は，幾つかの業者が合同して『合同金庫j de Associatie-Cassaを設立し，

又1813年には， r出納金庫jDe Ontvangst-en betaalkasが生れるなど，大き
な民間の振替銀行が生れていた切ら

続いて1814年，オランダが独立を回復してベルギーと一緒にウィノレレム一

世を国王に戴くネーデノレラ γト王国 HetKoninkrijk der Nederlandenを作

るや，当然新国家の経済政策の中でこの振替銀行をどのように扱うべきかが

問題となった。 アムステノレダムの商業資本家は， ホープ Hopeやウィリソ

グ Wil1inkのような大金融業者を先頭に，振替銀行の復興，殊にハンブル

クに倣った純銀本位制の採用を訴え，叉，東イ γ ド植民地物産の競売の際

には，購入者に振替銀行を通じて払込を行うことを義務づけるよう要求し

た。然し，国王は，既に革命期から計画されていた新しい発券銀行一割引，

貸付， 預金を行うネーデルラント銀行 DeNederlandsche Bank (1814年設

立〉ーの強力な推進役であったから，振替業務は，支庖網を有するこの銀行に

行わせることを主張していた。然るに， 600グノレデγ以上の為替を総て自行

を通させる特権を振替銀行が有している限り，新しいこの銀行の活動分野は

それだけ縮少されよう O そして，新王国の下でーまだ昔の悪貨は完全に駆逐

されてはし、なかったにせよー漸く新しい貨幣制度が実現し， 1グルデン=100

セント centという，計算貨幣と同じ名称の銀貨が実際に鋳造されて， もは

や曾つてのような貨幣制度の混乱はみられなくなった以上， 現金グノレデン

courant-guldenと，それに 5%前後の打歩のついた銀行クソレデンの二本立は

無意味であったし，民間にも大きな振替銀行が生長しつつあった。又，アム

ステダム以外の商業都市， ロッテノレダムやアントウェノレベンも，為替の振替

銀行への払込義務に強く反対した。政府は，アムステルダム側の強硬な要求

に妥協して，振替銀行の存続を認め， 1814年新しいネーテ、ルラント銀行に振

替業務を許可する際，私人への当座貸越を禁止したく7)。しかし，振替銀行の

活動は，その後5年間休眠状態を続け，最早誰の目にも，その存在が無意味
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であることが明らかとなった。そこで1819年国王は『商業の要求は，ネーデ

ルラント銀行の活動で十分間に合うため，振替銀行の復興はもはや何等の利

益ももたらさな¥;>j]として，その廃止に踏切った(8)。その後1824年アムステ

ノレダムの商業復興の方策としてその再建が提案されたこともあったが全く顧

みられずに終った(9〉0
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(2) De Jong-Keesing，t. a p. blz. 153. 
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De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (176与一1828).

Alphen an den Rijn-Brussel 1967 blz. 164-7.パタヴイア共和国時代の蔵相ホー

へル J.1. A. Gog巴lは， 1798年「全国貸代=割ヲ 1=預金銀行~ AIgemeene Nationale 

Beleen-Diskbonto-en Deposi tbank (資本金は500万クゃルデ、ンで、最初政府の全額出

資，後民間に移管〕の計画を立てたが，アムステルダムの商業資本家達は，とり合

わず，又， 1802年に，彼が，ホールトベルフ JohannesGoldb巴rgや， ファ γ・ハ

ルC.M. van Hallの協力を得て作り直した株式銀行案も，紙幣が乱発されて，ア

ムステノレ夕、、ム金融市場が破壊される危倶を抱く政府当局によって却下された。

J. A. Sillem， De poli tieke en staathuishoudkundige werkzaamheid van Isaac 

Alexander Gogel. Amsterdam 1864 blz. 316-346. 

(8) Koninklijk Besluit 19 dec. 1819 (Bronnen no. 674). 

(9) N. P. van den Berg， Plannen voor een staatsdomeinbank en een stads-girobank. 

Verslagen e持 Mededelingen der koninklijke Academie van Wetenschaρρen 

Afd. Letterkunde IVe reeks afl. 8 (1907). blz. 207 v. 

第2章 アムステルダム金融市場の構造

このように，アムステルダム振替銀行は，原則として貸付や割引には携わ

らず，積極的に信用創造を行おうとはしなかった。又，私営の出納業者がそ
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の預金者に許した当座貸越も，決して大規模のものではなく，而も， 18世紀

後半に漸く始ったものであった。とすれば，既に17世紀半ばからヨーロヅパ

随ーの資金量と低利を誇ったかの金融市場は，いかなる信用関係の上に立脚

していたのかをこれから検討しておきたし、。

I 外国為替一割引と引受信用一

16世紀末迄のアムステノレダムは，ホラ γ ト北部のホールγやエソグハイゼ

シと同じくバノレト海やスカ γディナヴィア方面と， ブラシスや南ネーデノレラ

ントを結ぶ仲継貿易港に過ぎず，アントウェルベンを通じて他のヨ{ロッパ

の諸都市と連繋することが出来たに過ぎなかった。然るに，ア γ トウェノレベ

γの開城後は，この世界的市場の持っていた商業圏が悉くアムステノレダムに

合流し，又，東イ γ ドや新大陸貿易の興隆がこれに付加って，アムステルダ

ムは，一躍，世界の仲継市場の地位を獲得した(1)。然し，このような仲継市場

では，商業信用の展開は全くといって良い程見られなかったO 即ち，アムス

Jテルダム内の取引は，原則として，商品引渡後6週間目に現金で決済される

慣習になっており，即金の場合 1Yz%の値引 kortingが認められていた。も

っとも，事情の如何によっては， 2~3 ヶ月の長期の信用供与も見られた

が，仲継貿易市場の商人は，概して信用を受けることを嫌い，従って他方で

はその商業信用も限られざるを得なかったO 従って，アムステルダムでは，

内国商業手形の振出しも，その割引も勿論見られなかったは〉。それでは，外国

との取引はどうであったか。確かにオラ γダの商人は，屡々外国の生産者に

現金支払，時には前渡しを行う一方，輸入国に対しでも，長期の掛売を認め

ていた。例えば，彼等は，スペインの羊毛やフランスの萄葡酒，ユトランド

の黒牛あるいはイギリス等の植民地の物産を買占め，生産地の商人よりも安

い価格で仲継市場に送っていたO そして他方，南ネーデルラント(ヴェノレヴ

ィエ Verviers)やドイツのアーへン Aachenの織元達の羊毛， 石鹸， オリ

ーヴ油等の買付には21ヶ月の長期の信用を認めていたし，デンマルクやスコ

ットラシドでは，小売商にすら 1~2 年の長期の売掛を行っていた(3)。然
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第7表 アムステノU夕、、ムの為替取引都市

フランス

都 市 |開始年「手ンス11 都 市

Paris* 1609 1ヶ月 Bordeaux 1683 1ヶ月
Lyon'水 1683 グ La Rochelle 1683 11 

Rouen* 1585 λF Nantes 1683 ノア

Lille 1634 ノア La Baynne 17:'<1 11 

スペイン・ポルトガル

都 市 |開始年|ユ手γス11 者'~ 市 l開始年|ユ子γス
Sevi¥la* 2ヶ月 1585 

Cadiz 11 1680 Lisbon* 1585 グ

Madrid 11 1676 & Oporto 

イタリア

都 市 |開始年|ユ手ンス11 者$ 市 |開均五1ユサツス
Venezia* 

[1ケ|27月[[ Livorno l 附 [ 2ヶ月
Genova* 

スイス イギリス

都 市 |開始年lユLス11 都 市 |開僻iユザンス
Gen色ve ワ

11 Lon耐 | 附 1 1ヶ月

北海・バルト海沿岸諸都市

都 市 |開始年|ューンス11 都 市 l開始年|ユ子ンス
Hamburg 1585 1ケ月 Riga 。*ネ ? 

Bremen ワ** λY St. Petersburg ワホ* ワ

Emden 1585 11 Stockholm 1664 ワ

Lubeck 1585 dケ Copenhagen ワ** ワ

Danzig 1585 一覧後 1ヶ月
40 日 Altona 1783 

(ワ〉
K凸nigsberg 1731 

グ Stettin ワ** ウ
41 日
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ネーデルラント

都 市

Antwerpen"ミ

Brussel 

Gent 

Brugge 

ドイツ内陸部

都 市

Koln 

Frankfurt a. M.* 

Nurnberg* 

Augsburg* 

Leipzig 

& Hannover 

都市

Li色ge

&恥1aastricht

Rotterdam 

Middelburg 

1ヶ月

1/ 

1/ 

1/ 

|開始年「呆ン三11 都 市 |開始年|ユ2ンス
1585 覧後 Breslau 1683 6週間14 日
1609 1/ Berlin 1768 ワ

1634 一覧後 Wien 1757 一覧後
15 日 15 日

ワ** グ

1676 
一覧後
14 日

出典 N. W. Posthumus， Nederlands巴 Priisgeschidenis 1. 但し料印の付した

都市は， Samuel Ricard， Trai t岳G岳neraledu Commerce. 5剖.1781， pp.160-1キ

は，アントウェルベンが 1550年当時有していた為替取引都市 (DeRoover， Anvers 

comme march岳mon品tairep. 1018による。〕アントウェルベンは， この他，ブザ

ンソン Besancon，戸ーマ Roma，ボローニア Bologna，フィレンツェ Firenze，ノレヅ

ヵLuccaとの聞に為替取引を有した。

し，一般の商業都市聞の取引では，商品の代金は，輸入商が発送と同時に送

為替 remiseで相手方に送付するか， 輸出商人から，為替手形が振出されて

いたは〉。従って，隔地問商業においては，結局一切の信用関係は，この外国

為替の上に組立てられていた。アムステノレダムは， 17世紀の初頭から，アン

トウェルベンに代って，ヨーロッパ最大の為替取引網を築いており，この為

替取引の使が，アムステノレダムの仲継商業を一層促進した。既に， 1585年に

は，アムステルダムでは，ハンブノレグ，夕、ンツィッヒ，ケノレン，アントウェ

ノレベン， リュベッグ，ユムデン，セヴィリァ，リスボン Lisbon， ミデノレピュ

ノレフ，ルーアン Rouenの10都市との聞に為替相場が成立し，続いて 1609年

には，ヴェネチア，ロンド γ，パリ， フランクフノレト・アム・マインとの為



124 (360) 経済学研究第18巻第3号

替取引が聞けた。そして， 既に 1734年には，取引所でヨーロッパ内24の都

市と直接為替が組まれていた∞。このような，為替取引の中心としての地位

は，勿論， アムステノレダムが商品取引において， ヨ{戸ヅノバ号最大のイ仲中継市場

となり札，各都市と商品取引関係が成立していたことによるものでで、あつたカが、1;

更に，これに加えて，次の二つの制度の思恵を蒙っていた。一つは，アムス

テノレダム振替銀行の存在で，種々雑多の外国の悪貨の流入を避け得ない仲継

商業都市の宿命に，振替制度で対処し，外国為替の決済のため安定した通貨

を提供したことであった。これに加えて，アムステノレダムは， 17世紀後半か

らは最大の貴金属取引市場となり，商人達は，いつも貴金属や貨幣の輸出入

の自由を亨受した。そして，オラ γ ダの仲継商業自体，常に入超を記録する

バルト海地方，東イソド，レヴァント，ロシア，あるいは近隣のりエージュ

Liege，ユーリッヒ Julich，グレーフェ Kleve，ヴェストファーレンには，絶

えず自国の銀貨を輸出しなければならなかったから，他の諸国と異り，少く

とも銀貨の輸出について何等かの制限を設けたことがなかった。こうして，

アムステノレダムは， ヨーロッパ内の貴金属の一大貯水池となり，為替相場が

著しく不利になれば¥商人達は，いつでも現送に切換えることができた。こ

のようにして，曾って，諸国聞の国際収支の調整機能を果したリョ γやジェ

ノヴァのような為替大市(メッセ)は，完全にアムステルダムの仲継市場に

吸収され，貿易差額は，アムステルダム払の銀行グルデシ建為替で相殺され，

残りが金銀で、支払われた〈6〉0

このような，為替を利用して，外国に代理屈 agent，correspondentを有す

る大商人達は，金融業務を兼ね行い，屡々唱anquier"と呼ばれていた。彼

等は，外国に代理屈を持たぬ商人や，直接の為替取引を結べぬ外国商人のた

め，送金為替を組んで手数料一金額のYz%ーを稼得した上，為替相場の変動

や，三地点聞の裁定取引 arbiterageを利用して利益をあげることが出来た。

又，彼等は，送為替 trekkenと戻為替 hertrekkenを通じて，二地点の為替

相場の差を得ていた。というのは，電信の利用される以前は，二地点聞の為

替には，必ず振出の期日から，支払期限迄の聞に長期のユ{ザンス(猶予期
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間)uso， usαnceが存在していたく7)0 (例えば，ロンドンーアムステルダム

ハンブルグーアムステノレダ、ムは一ヶ月，ヴェネチアーアムステノレダムは二ケ

月)，そのため，為替相場は，両地点の通貨の平価 pariを基準に，更にその

期間の利子が見込まれており，この基準線を中心として，為替の需給関係に

よって相場が建てられた。従って，もし，相手の居住する都市で為替によっ

て支払を受けた商人は，代理屈に命じて，それをもって戻り為替を組ませれ

ば，両地聞の初日場の差額を得ることが出来た〈自〉0

然し，このような外国為替の操作による利益は，決して目新しいものでは

なく，既に， 13世紀以来イタリアをはじめ各地の商人=金融業者の手で行わ

れていた。それに対して， アムステルダムで見られた独自の展開は，割引

discontoと，引受信用 accept-credietにあった Oこの割引の前提となる裏書

譲渡 endossementは，既にアントウェノレペγでは16世紀の後半には，事実上

行われてはいたが，イタリア系や南ドイツ系商人の反対で法的には認められ

ず， 1651年のアムステノレダムの市法 Willekeur巴が世界で最初の公認を行っ

た。割引の方も， アソトウェノレベンでは 1600年頃に現れたといわれている

が，アムステダムに普及するのは， 17世紀末のことと思われるけらそして，

1701年には， rヨーロッパ内で、支払われるべき為替が殆んどここから振出さ
れたり，ここに送られ，割ヲ|かれ，売買されているJlgenoegsaem al1e wissel-

brieven die binnen Europa te betaelen staen， werden getrokken， geremitteerd 

of anders gedisconteerd en verhandelt (傍点， イタリッグは引用者〕と述

べられ，一般化しているのが認められる(10)。通常，外国から送られて来る

為替は，到着後，その所持者 houderが， これを支払人 betrokkeneに呈示

してその引受 acceptat1eを請求し，この引受けられた為替手形を割引かせる

ことができた。通常， ロγ ドン， ハγブノレク， パリ振出の為替は，満期

vervaldogが振出期日の 1ヶ月後であり， 又， イタリア，スペイン振出しの

ものは2ヶ月後，ドイツ振出の場合では，一覧後14日払 14dagen zichtであ

り，保持者は，取引所で， 為替仲買人 wisselmakelaarを通じて， 年 3~4

%の低い歩合で割引かせることができた。勿論，アムステノレダムでは，商業
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銀行は存在せず¥主として大小の遊休資金を抱えた金利生活者が，これを割

引し、ていたに止った。従って，金融業者一殊に大商人=金融業者 koopman-

bankierーは全くこれに関与しなかった。僅かに，ユダヤ人の為替商人 wissel-

boodenのみが，割引に従事したが， これは，割引歩合と共に銀行通貨の打

歩の変動を利用しながら利益を上げていたに止った(11)。後， 18世紀後半に

は，出納業者 kassierが，割引を行うようになり，商業銀行の萌芽が見られ

たが， 大規模に行われた形跡はなかった。 このように， アムステノレダムで

は，中世以来守られて来た外国為替取引の慣習を乗越えて，割引が導入され

たが，それも，大規模に発展することなく終った。これは，割引市場に出さ

れた手形が外国為替手形で，引受の済んだものに限られ， しかも，到着後，

ユーザシスの残り期間流通したに過ぎなかったためでてる。こうして，アム

ステルダム振替銀行による割引の，あるいは商業銀行設立の要求は全く見ら

れず，いわんや，発券銀行の必要も存在しなかった。

これに対して，引受信用 accept-credietは，為替手形の流通期聞を利用し

て隔地聞の信用供与を行う制度であった。最初，この信用は，振出人又は裏

書人が支払人の引受又は支払拒絶 protestvan non-acceptatie of non-betaling 

に備え，取引先又は代理屈に予めその際の支払代行，即ち参加引受を依頼す

るもので (acceptatieter eere van trekker of endosseur， acceρtationρour 

l' honneur du tireur ou endossant)参加には， 73%の手数料が支払われた(12)。

アムステルダムの商人達は，外国の取引先にこのような便宜を計ったのみな

らず，一種の白地信用 blanco-credietを供与した。即ち，外国の取引先は，

アムステルダムの商人tこ，債権を持たぬ時にも，為替を振出すことーいわゆ

る融通為替手形 Finanzwechsel，financiele wisselーを許されていたO そし

て，振出入は， これを売却して現金化したり， 債務支払に充当し得た。一

方，アムステノレダム側は，支払期限が来ると，この金額と手数料に見合う為

替を相手に振出し，これを売却してこれを相殺するか，さもなくば，相手方

が，支払期限迄に他の支払人宛の為替手形を送り，引受人は，これを割引か

れて現金化した。この慣習は，既に 1675年に出版されたサウ、アリー Ja叫ues
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Savaryの「商人大鑑jLe parfai t negocian の初版が指摘する所であり，

アムステノレダムの商人達は，保険や船積の斡旋と同様に，外国の取引先を撃

止めるため，一種のサーヴィスとしてこの引受信用を供与していた。然し，

その多くは， 外国の取引先との交互計算勘定 rekening-courantに基く当座

貸越の形をとり，それも，近い将来の為替による送金や商品の船積を見越し

て行われたのであり，信用の規模も商品取引の限度内に止められていた。い

わんや，全く商品取引のない相手方への白地信用の供与は全く見られず¥商

人達も概して信用供与に慎重であった(13)。そして後， 1757 年~1763 年の 7

年戦争の間，この引受信用の異常な拡大と，その反動として発生したノξニッ

グはーこれについては，後段に触れるがーは，寧ろ，戦時下の販路梗塞や海

上貿易休止下での異常現象に属すが14〉0

(1) このアムステル夕、、ム商業圏の拡大には，アントウヱルペン土着のフラマン系商人

一例えば dela Faille-ーがアムステルダムのみならず，ケルン，フランクフルト，

ハンブソレク，更に， リウ、オルノ， リスボン，カディス等へに散らばり，相互に取引

関係を結んだことに負う所が大きし、。 W.Brulez， De Diaspora van de Antwerpse 

koopluj op het einde van de 16de eeuw. Bijdragen voor de Geschiedenis der 

Nederlanden XV (1960) blz. 279-306. 1609-11年のアムステルダム振替銀行の

大口預金者320中，南ネーデルラント出身者は，半数を占め，ハンブ、ルクでも，貸

付=振替銀行設立当時の42口座中32に及んでいた。

(2) Isaac Le Long， Den Koophandel van Amsterdam. 8de druck 1 1753 blz. 356. 

猶，東インドの香料取引は即金払であり，一方，槌民地物産の小売商人 kruidenier

は， 2~3 ヶ月後に支払いを行っていた。

(3) Barbour， op. cit. p. 94. Jacques Savary， Le parfait n岳gociant.Paris. 177かー77

II p. 108. P. Lebrun， L'industrie de la laine a Verviers pendant le XVIIle si色cle

et debut de XIXe siとcle.Li色ge1948 pp. 128， 133， 142， 443.又， アムステル夕、、

ムの羊毛問屋 tweedehandは，ライデ、ンの織元に， 21ヶ月払の商業信用(利率8

%)を与えていたが， 1683年，織元達は，直接，アムステノレダムの取引所で，輸入

商人から購入することに成功した。 N.W. Posthumus， Geschiedenis der Leidsche 

Textielindustrie. Den Haag 1939 III blz. 773.ハールレム近郊の麻漂白業 linnen.

bjekerijの場合，麻漂白はハーノレレムやアムステノレダムの問屋商人の委託加工で，

工賃が支払われるに止り，漂白業者は，漂白剤のあく asch等の補助材を自己の計

算で購入していたが， この場合にも， ハールレム等の輸入商から長期の信用を与
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えられ，屡々その代金を，問屋商入へ振替えて，加工賃の中から先払せしめた。

S. C. Regtdoorzee Greup-Roldanus， Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen. Den 

Haag 1936 blz. 182. 

(司 DeJong-Keesing， t. a. p. blz. 61. aantekening 1.委託販売 Commissie-handel

の場合，代金の支払乃至清算は 3ヶ月後であったが， (Posthumus， t. a. p. blz. 773)， 

その場合，代金支払に先立ち，委託と同時に代金の%程度が 3~4.%の低利で委託

者に貸付けられ，代金支払の際に精算された。

(5) 第7表参照，従来アントウヱノレベンと為替取引のあった諸都市と並んで，ハンブ

ノレクを始め，この時期にアントウヱノレベンの亡命者の影響を受けて為替制度を導入

したドイツ北欧都市が多いことに注意。猶，為替相場は， 1625年の H.W. Aeckerle， 

Borsenpreiselisten 1624-1626. Eco-Hist.]aarboek xnr (1927) blz. 209 Posthumus， 

Prijsgeschiedenis. r blz. vv. (1606以降〕をみよ。 17世紀未には，ジュネーヴが，
ユグノー系金融業者の国際的金融網の中心であり，アムステノレダムは，対仏戦争の

さ中にも，この都市，あるいはジェノヴァを通じて，フランスやその同盟国へ送金

してし、た。 H.Luthy， La Banque Protestante en France I. Paris 1959 pp. 229-30_ 

(6) 前出 107頁，オラン夕、、の商人の代金支払に当って，その一部は，アムステノレタム

払の為替が歓迎された。

(の Marperger，a. a. O. S. 332. Serionne， op. cit. rv pp. 43-6によれば，アムス
テルダ、ムで、引受けられたり，振出されたりする為替は年間2億グルデン，その手数

料収入が600万オグ、ルデンといわれているo

(8) 前出 79頁，殊に，アムステルタムの金融業者は， 17世紀以降，戦争の度に諸列

強ー殊?こイギリス の，海外派遣寧への送金，あるいは同盟国への援助等の送金仲

介で、利益をあげた。C.H. Wilson， Anglo-Dutch Commerce and Finance in the 

18th century. Cambridge 1914 pp. 91-94及び，後出153頁。猶JohanPhoonsen， 

Wisselstijl tot Amsterdam. Amsterdam 2de druk 1700. blz. 222. 

(9) De Roover， op. cit.， p. 99. Van der Wee， t. a. p. blz. 497. 1651年のアムステ

ル夕、、ム市為替法 Willekeurender Stad Amterdam van Wisselは Phoonsen，t. a. 

p. Bijlage blz. 4-5.に再録されてし、る。

M) Bronnen no. 373.猶， ~ホラントはおよそ世界中の割引の中心であった。j aldaar 

no.434 (1749) 

~1) Sneller， De Rotterdamsche Wisselbank， blz. 157. 

(l$ Phoonsen， t. a. p. blz. 84. Savary， op. ci t. r p.838. 
M) De Jong-Keesing，t. a. p. blz. 59-62. 18世紀後半には，ホープ Hope，クリフオ

ード Clifford，ベルス Pelsと云ったアムステルダ、ムの屈指の大商人=金融業者

も，かなりこの業務に関係していた。猶， 18世紀後半には， オランダの委託取引

Commissie-handelすら次第に原産地の商人間の直接取引に代りつつあったが， ア

ムステル夕、ムの大金融業者は，外国為替の引受や保険，船の手配等で，まだこれに
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関与することができた。例えば， ボルドーの葡萄酒とケーニヒスベルクの亜麻

の直接取引の場合については， S. Ricard， Trait岳 Generaledu Commerce 5e ed. 

Amsterdam. 1781. 1 p. 205. 

帥本章第4節をみよ。

E 担保貸付

アムステノレダムでは，為替引受信用や割引がそれ程大規模に展開しなかっ

た反面，商品ないし有価証券担保貸付 belening，depositの方が一般に利用

された信用の形態であった。これは，アントウェノレベγから引継がれたもの

ではなし、。アントウェノレベンでは， 取引所での売買の際， r預託jdeposit 
あるいは『取引所契約j di tta di borsaと称せられる商業信用の供与がみら

れた。これは，次の清算日(四半期毎〉迄，代金支払を猶予するもので，利

率は，四半期について proMesse 1弘~3%であった。そこで， フッガー家

Fugger等の南ドイツ商人も，この制度を利用して得られた年利 9%の資金を

運用して， 12%~13%の利益を収めていた。然し，これは大市の支払猶予の

名残りであって，ア γ トウェノレベソの没落後は， フラングフノレトのような大

市に引継がれはしても，取引所における日常的取引に移ったアムステノレダム

では，もはや見られなかった〈1〉0

アムステノレダムでは， 17世紀前半には，寧ろ，市立の抵当貸付機関 Stads

Bank van Leeningが，商業に対する金融機関の役割を果して来た。既に

1593年，イタリアのピエモソト Piemonto出身の商人ウィッセル Hendrick

Anthonisz Wisselは，連邦議会に対して， r為替取引所jCambi ~預金銀行』
Banco， daer elck zijn gelt tot redelijck profijt mach depociteerem公益質屋

mons pietatisと並んで，低利の商品担保貸付機関 mensaargentaria及びボ

ノレトガノレに見られるような Alfandinghないし Duana.即ち，商品担保貸付

のため特設された倉庫=商品陳列所の設立を請願しているが，顧みられずに

終ったω。その後1614年，アムステノレダムで，質屋利子引下のたみに全国に

先駆けて市立抵当貸付銀行 StadsBank van Beleeningが設立され， 500グ
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ノレデγ以上の大口貸付の利子率が875広迄引下げられた結果，商品担保貸付

の途が開かれることとなった。この銀行は，庖頭に搬入された商品，有価証

券ー毛織物，亜麻，市・州債 obligatie等一ーの他に，倉庫に保管された穀物

も，鍵と引換えに担保として受容れた。そして，市は 1656年， r抵当貸付銀
行が鍵と引換えに担保として bijtransport受取った倉庫の穀物はその倉庫

に市の封印を付して厳重保管し，他の債権者に対して[当銀行が一引用者〕

が優先権を保有するJlcommissarissen van de banck van leeninghe， bij 

transport ontfangen hebbende de sleutels van de packhuysen， met coorn 

beleyt， aen de voors. packhuysen latende hangen het slot van dese stadt， 

wel bewaert souden sijn ende preferentie hebben voor alle andere crediteuren 

van den transportanten.ための特許状を要求したが，結局，結論をみずに終

ったく3〉0

然L，市立抵当貸付銀行の商品担保貸付は， それ程大規模には展開せぬ

憧， 17世紀後半には殆んど行われなくなり，この機関は，小市民や職人の零

細な消費貸付を行う質屋と化してしまった。それは，この銀行が，一方では

コストの高い資金一市や孤児管財院からの 4%での借入や3~ 3Yz; %の債券

発行ーに頼る一方，経費の嵩む零細な貸付(=質屋〉業務を行っており，大

口の貸付に 8%以上の高利を要求せざるを得なかったからであるO 然るに17

世紀後半のアムステノレダムには，半世紀聞の仲継商業の繁栄の結果，豊富な

資金が蓄積されたが，仲継商業自体は一種の飽和状態に達し新たな投資を受

入れる余地がなくなり，オランダ自身の経済的発展も頭打ちとなっていた。

かくて，このような遊休資金が，金融市場に向った結果，公債利子率さえ，

せいぜ、い 6%，通常は 3~4%に下落していた。そのような，低利の民間の

資金が，商品担保貸付に向けられるようになると， 8%の市立抵当貸付銀行

の貸付は全く顧り見られなくなり，叉，マージγの低いオラ γダ商人がこれ

を利用することは不可能であった。

17世紀後半に，アムステノレダム仲継市場で重要な金融的機能を果していた

のは， r二次商人Jl"tweede hand"と呼ばれる問屋であったO 彼等は， 外国
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貿易商人 zee-handelaarから 6週間払で商品を買取り， これを仕分したと

で倉庫に保管し屡々加工をも行った上，輸出商人に売却していた。彼等は自

己計算でこのような取引を行う他，商品の委託販売 commissie-handelをも

引受けた。その場合， r二次商人」は， 委託商品の価格の 75~弘の金額を委

託者に 3~3.5%の低利で前渡ししていた。アムステノレダムの仲継市場に隅

集した各地の貿易商人はこのような便宜を得ることが出来たのみならず，更

に，直接取引所を通じてその商品の担保貸付をうることが出来たo .T![lち，在

庫を抱えながら，値上りや好況を待っている商人は，その資金繰りのため，

取引所で貸付仲介入 belenings-makelaarの斡旋で，遊休資金を抱え貸付先を

捜している隠退した商人あるいは寡婦と担保貸付契約を結ぶことが出来た。

その際，担保の評価額は，取引所速報 Prijs-courant記戴価格により，その

75，場合によっては弘ないし%迄の金額が3~ 3.5 %で貸出され，担保又は

倉庫の鍵が引渡された。そしてこの貸付証書 1eencedull enは自由に売買譲

渡されたO 勿論，幾つかの商品，例えば葡萄酒やブラシディーの如く目減り

の激しいもの，あるドは乾葡萄，李，油のような変質し易いものものは，担

保が無価値となるため借入は困難で，担保評価額は，市場価格を1O~30% ，

時には40~50% も下廻った上，貸付も短期間しか認められなかった。もし，

後に市場価格が貸付の際の担保評価額を下廻った場合，借入人は，貸付人に

その差額を直ちに返済 (surplusbetalen)しなければならなかったω。又，取

引所に稀にしか姿を見せぬ商品もその評価が困難なため担保になり得なかっ

た。この他，商品以外に公憤，社債，株式，あるいは船の持分も担保として

認められていた。後， 18世紀後半に入ると，個人の担保貸付に加えて，漸く

一一般商人の兼業からー独立して専門の業務となった保険業 assurantieも，

その余剰資金を貸付に向けるようになって， この分野で重要な地位を占め

た。例えば，その一つ，アドリアーン・スハルフ Adr匂anScharffは， 1763 

年2月から同年7月にかけて， 4，200クソレデンから 31，000グノレデンに及ぶ

25件，合計24.8万グノレデンに達する貸付を行っているが， これは，後に述

べる 1773年恐慌を救済するため市が特設した商品・有価証券担保貸付基金
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cr信用維持基金j]Fonds tot maintien van het publiek crediet)の1月 15
日から 9月22日迄の 8ヶ月間の貸付額36件， 552，300グノレデンの半ばに達

する。その後， 1782年にアメリカ独立戦争によって惹起された経済危機を緩

和するために設けられた市立貸付機関 StadsBeleeningkamerも，民間の有

利な投資機会を奪うと云う反対に押され，早くも 96年には清算されてしま

-h (5) 
ザコ /、 o

このような，民間の遊休資金による低利の抵当貸付と云う，アムステルダ

ム金融市場が貿易商人に与えた最大の便宜のために，オラ γダの商人達は，

長期の掛売あるいは前渡によって，外国市場を独占することが出来た。既に

ピーター・ド・ラ・グーノレ Pieterde la Courtは，オランダ商業繁栄の一つ

の理由をここに求め，誇らしげにこう述べていた。『商人が年3~4.5%の低

利でーしかも担保なしでさえ一借入れることができるのは，ホラ γ トの商業

にとってこの上もなく有利なことであるO 他国では商品を担保としてもも

っと高い利子を支払わねばならず， 不動産でさえもそうであるO ホラシト

の商人は¥，、かなる季節にも， 将来の収穫や製品 aanstaandegewassen en 

goederenを前金で買付け，他方これを掛けで売る terborge verkoopende 

ことができるO これは高い利子を気にかける，他の国民のなし能う所ではな

い。これこそホラントが他の国民からその商取引を奪去った手段の一つで

ある〈日)j]。

然し，ロッテノレダムのような二流の貿易港では，民間の遊休資金が乏しく

1635年に設置された市立抵当貸付銀行 StadsBank van Leeningが17世紀後

半ですら積極的な商品担保貸付を行わねばならなかったが，その貸付資金

は，振替銀行からの年利5.5%以下の低利の融資に仰がねばならなかった(7〉O

然し，このような高利の商品担保貸付では， r二次商人』の即金買取りや低
利の貸付の便宜の存するアムステノレダムには対抗できぬため，ロッテノレダム

市当局は一層低利の商品担保貸付を条件として，幾つかの商品の指定市場

stapelを自市に誘致せんと企てた。例えば 1699年 12月，市は，ヴェストフ

ァーレンの領邦の一つ， テグレγブルク=ベγトハイム伯領 Grafschaft
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Tecklenburg mit Betheim産麻織物のアムステノレダム総代理輸出商 Generale

Factoorであったアレント・ウェステルホッフ ArentW ester hoffと契約を

交し，その輸出指定市場一主としてイギリス及び西インド方面ーをロッテノレ

ダムに移す代償として，月 0.3%(年3.6%)の低利で，委託痕売で送られ

て来た麻織物が売れる迄，その価格の%を抵当貸付銀行がウェステノレホ γ フ

を通じて委託者に貸付けること認めたが，その資金は全額振替銀行から無利

子で市立抵当貸付銀行に廻された(8)。叉，市は1670年には，オーストリアの

専売品であるイドリア ldriaの水銀の指定市場を誘致するため， ブノレハノレ

ト・へーステフェノレト BurchardGe白 teveldと契約し， 麻織物と同じく，

年利 3.6%の担保貸付を認めた(9)。

この契約は，振替銀行の流動性を著しく損ずることとなった。そして1672

年，第三次蘭英戦争が勃発して麻織物の主たる販路であったイギリスとの交

易が!とt絶するや，抵当貸付銀行は，その担保を競売に付しても猶且つその貸

付を回収しきれず，その煽りで，振替銀行自身も現金支払停止を余儀なくさ

れた(0)。後 1717年，抵当貸付銀行は商品担保貸付を再開したが， 最早その

意義は著しく減退していた。然し， ロッテノレダムでは，アムステノレダムと異

り，これに代る民間の貸付資金に乏しいため，別個の貸付機関設立が企てら

れた。 1720年， 株式会社設立ブームがオラシダ全国を席捲した時， ロッテ

ルダムもいち早く 『保険=割ヲ1=貸付会社JJMaatschappij van Assurantie， 

Discontering en Beleening van de stad Rotterdamが創立された。この会社

は， 主要な業務たる海上・火災保険-schepen en goederen， packhuysen 

koopmanschappen， voor brand en voorts voor alle andere dangienと並んで

手形割引，有価証券及び商品への担保貸付をもその定款に調っていた。然、

し， 実際の払込は， 資本金 1，260万グルデンの 5%に止まり， 資金不足を

恐れた会社は，設立直後の1720年 7月8日に，市に対して，国庫預金を除く

振替銀行の全預金を，為替手形の割引，国債や東，西インド会社株を担保と

する貸付ないし，両会社への貸付に利用，しその代り預金者に年 1}i%の利子

を支払うことを提案した。然し，市は，振替銀行の流動性が損われることを
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恐れてこれを拒否し，代りに 100万グノレデγを越えぬ金額を年利 1%で孤児

管財院や郵便事業の遊資より融資することを決定し 8月13日に20万， 10月

29日に 30万が実際に貸付けられた。 このため，ブームに続くパニッグの中

で，手形割引等に資金を投下していたこの会社がよく持ちこたえることが出

来たので、あるo1743年に，会社は不要となった最後の借入残高 10万グ、ノレデ、γ

を，将来必要がある時同一条件で貸付けることを条件と Lて，市に完済して

しまった(11)。アムステルダムが， 1720年の， この種の会社設立企画に全く

冷淡であったのは，保険も R 割引，貸付も，民間の個人又は令名企業で十分

その要求を充していたからに他ならなし、。

(1) Ehrenberg a. a O. 1 S. 148 Anm. 84 II SS. 26， 250. 

{z) W田terling，t. a. p. blz. 693. 

(3) Jansen， t. a. p. blz. 51-52， 54. Sneller， De Rotterdamsche Wisselbank， blz. 168. 

(4) Sneller， De山 pelder Westfaalsche linnens te Rotterdam 1668ー 1672.Bijdragen 

voor de Vaderlandsche Geschiedenis en Cudheidkunde VII-2 (1931) herdrukt in: 

Rotterdams Bedrijfsleven in het verleden blz. 66， 86. Isaac Le Long， Den Koop-

handel van Amsterdam ed. 1714 blz. 14.猶p 有価証券の場合は， F. Ph. Groeneveld， 

De economische crisis van h巴 jaar1720. Groningen-Batavia 1940 blz. 86.この

貸付の期間については，不明であるが，ロッテルダムの例からみると， 1ヶ月単位

のものであったと考えられる。

。)De Jong-Keesing， t. a. p. blz. 84.保険業務については， V.Babour， Marine Risks 
and Insurance in the 17th century. Journal 01 Economic and Business History 

1. (1929) pp. 581ff. W. H. A. Elink Schuurman， Korte aantekening betreffende 

verzekering in de dagen der Republiek. Econo明 isch-HistorischJ aarboek III (1917) 

blz. 109. 

(6) [P回 erde la Court] ， Aanwysing der heilsam巴 pol山 kegronde白ene伺nmax氾lmenn 

van d 巴 Repuゐ剖blikevan Holland e町endeWes坑t

叉， ~オランタダAでは，事業を旨くやって行く能力があり， その事業に慎重で注意

深くさえあれば，誰でも債務証書だけで 500~1000 ポンドを 3 ，%で借りることがで

きる。しかしイギリスでは，現行の利子率は2倍であり高利貸は500ポγドを6

Mで借りるのでさえ， 3人の保証人を要求するJlJosiah Child， A Short addition 

to the observations concerning trade and interest of money. London 1681. (repr. 

in: Sir Josiah Child， Works. Gregg. 1968) p. 10. 

(7) 市立抵当貸付機関の貸出利率は，大口は多分他の都市と同じく 6，%であったので
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あろう o Westerling， t. a. p. II blz. 707. 

(紛 Sneller， De stapel der Westfaalsche 1innens. blz. 80.当時，グェストファーレソ

では，幾つかの領邦 Tecklenburg=Bentheim=Steinfurt，あるいは Ravensberg=

Minden (プランデンフツレク領〉は， 外来商人を締出す目的で強利市場=検印制度

Leggeを設けTこοそのため，都市のみならず農村の織布工も，この強制市場での検

印と受けた商品を， しかも領邦内の商人にのみ販売できた。然し， これらの商人

は，独力で輸出貿易を営む力がなかったため，テクレンブ、ノレクの君主，ベントハイ

ム伯モーリヅツ GrafMor山 vonBentheimは1667年， アムステノレ夕、ムの商人

Arent Westerhoffを， これらの商人達の委託を受ける総代理人に任命し，領内麻

織物輸出の向う 10年間の独占権を与えた。 Westerhoffは，更に Ravensberg領の

麻織物の総代理人の地位を獲んと運動したが成功しなかっ7こ。彼が，ロヅテノレダム

に移ったのは，恐らく，二次商人を排除してその利益を増そうとしたためであろ

う。猶， Leggeについては， B. Kuske， Writschaftsgeschichte Westfalens in 

Leistung und Verflechtung mit den Nachbar1andern bis zum 18. ]ahrhundert. 

Munster 1949 S. 95. 

(9) Sneller， Een Rotterdamsch kwikzlver.en textieトkontraktin 1670. Rotterdams 

]aarboekje III-10 (1932) blz. 107. 

M) Sneller， De stapel enz. blz. 101 vlg.このため， Westerhoffも破産し，麻織物市

場も自然消滅しTぉ猶，この経験は，振替銀行抵当貸付銀行への融資を警戒させる

ことになった。アムステルダム振替銀行の改革を主張したフォーンゼン (1677年〉

も，この間験にかんがみて，振替銀行の預金のオスナブリュツク等の麻継物に対す

る担保貸付に流用することに強く反対している。 Phoonsen，t. a. p. blz. 98. 

~3) Sneller， De Rotterdamsche Wisselbank. blz. 174.この会社は，現在も保険会社

として生残っている。(社史として Gedenkboekvan het 200 jarig bestaan van de 

maatschappij van Assurantie， discontering en beleening van de stad Rotterdam. 

1920.があるが筆者はまだ見ていない。〕猶，定款は， E. ]. ]. van der Heijden， De 

ontwikkeling van de naamlooze vennootschap in Nederland voor de codificatie. 

Amsterdam. 1908. blz. 232-3. Het groot tafereel der dwaasheid 1720 blz. 25. 

に収録されている。

皿公債発行業務

16世紀を通じてヨーロッパ最大の起債市場としての地位を誇って来たアン

トウェルベγが， 1557年のフランス，スペイン両国の国家破産による衝撃と

それに続くオラシダ独立戦争の煽りで泡沫の如く消去って後，これに代るも
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のは容易に現れなかった。これは商品市場として曾つてのアントウェノレベン

を凌ぐ勢を示したアムステルダムには 17世紀前半には， まだそれだけの

遊休資金が蓄積されていなかったからに他ならなし、。従って， 17世紀におけ

るオラ γダの対外貸付は悉く，政治的考慮に基くオランダ政府ないしその代

理人の借款か，兵器の売込に伴う代金延払かのいずれかに過ぎなかった。

1613年，スウェーデンは， カノレマール戦争で、デγマノレグに敗れ， グネレッ

トKnaredの和約で， 100万ライヒータレノレと云う巨額の償金を課せられ

(1616年より 4ヶ年賦払〉その間， 西海岸の要衝エノレフスボリー Alvsborg

とカルマー/レ Karmar港を担保として押えられた。オランダは， デンマノレ

グの強大を恐れて 1614年スウェーデγ と同盟を結び 15万ライヒスターラ

ーの借款を与え，スウェーデシは，これを返済するため，年々，アムステノレ

ダムに 500シェヅプンド skeppundの銅ーファノレγFalunの銅山の王有鉱

区の生産物や鉱夫 bergmanに課せられた先買分や現物貢祖ーを送ることに

なっていた。そLて， 1616年に償金支払が始るや，国王グスターフ・アド、ノレ

フ GustavAdolphは，その財源に窮し，再び同じく銅の引渡しによる15万

ライヒスターレノレの借款(Jヶ年 6弘%)を申入れて承諾された。この借

款は， 17年に 1ヶ年延長され，更に18年には4ヶ年猶予される一方，同年，

同じ条件で更に， 15万ライヒスターレルが借入れられた。その結果，スウェー

デン政府が銅をもって弁済すべき債務は累計75万ライヒスターレノレに及び，

その利払すら困難になった。そのため， 1626， 27， 28年の3ヶ年聞は，アム

ステノレダムの銅商人のルイ・ド・ジェーノレ Louisde Geerが， ピーター及び

エリアス・トリッフ。商会Pieter& Elias Tripの援助で合計 17，600ライヒス

ターレノレの利子を肩代りし，又 29年には， トリヅプが銅を担保として，

31，572グ、ルデンを， 32年には，ルイ・ド・ジェーノレが， トリップの支援で3

年間の利子滞納分を肩代りした。そして，結局，オランダ政府への負債は，

返済されずに終っているが，一方，政府に代って，銅取引や兵器調達に従う

商人達，わけでも，ジェーノレとトリップが，巨額の借款をスウェーデンに供

与しているω。
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又， 有名な事例として 1616年のブラ γデンブノレク選挙候 Kurfurstvon 

Brandenburgへの貸付が挙げられるo 1614年， クレーフェ公ヨハン・ヴィ

ルヘノレム JohannWilhelm の遺領の相続権をプフアノレツ Pfalz と争った

プランデシブ、ノレグ選挙候は 1614年にグレーフェ公園 Hzm.Kleveとマルグ

伯領 Gft.Markの管理権を獲得したが， この相続戦争に要した費用を借換

えるため，オランダ政府に対して，両国の租税収入を担保とする24.8万クソレ

デン(年利 7%)の借款を申込んだ。この借款のオラシダ側名儀人となった

のは， アムステノレダム海事庁の収税総官 Ontvanger-Generaal der Amster-

damsche Admiraliteit のフーフエイゼノレ PieterMartensz. Hoeffijserーその

名を取ってフーフエイゼル借款と呼ばれるーで恐らく，関税収入の中から立

替払されたのであろう。然るに，プランデγ ブノレグ侯は，その返済期限で、あ

る次年は勿論， 1685年に至るもこれを返済できず，この借款は，両国の重大

な外交問題と化し，この紛争でフーフエイゼノレも，この年破産してしまった。

そして，ブラ γデγブ、ノレグも，あやうくこの=領土を失し、かけたω。又，オ

ラγダは， 1624-5年にかけて，東フリースラソト伯とエムデγ市に，それ

ぞれ15万，及び5万グノレデソの借款を与えている他∞，後にプフアノレツ Pfalz

やへッセγ=カッセ/レ Hessen-Kasselも同様にオランダの借款を受けた。

又， スペイシ領ネーデルラシト Gelderlandもヘルダーラント公領の租税収

入を担保に借入れを行ったω。

一方30年戦争前後から北欧の雄としてヨーロッバに震を唱えんとするスウ

ェーデγとデンマルグは，オラ γダ商人の兵器売込の好個の活躍の舞台とな

り，双方共にアムステノレダムの供給を仰し、だ。中でも，ノレイ・ド・ジェーノレ

は， 1615年以降，スウェーデ、γに再三武器弾薬を供給し，又，彼自身，フィ

ンスポン Finspongの鉄鉱山・製鉄所の賃借に成功し，更にニューチェッピ

γグ Nykoping，ノルチェヅピγグ Norrkoping，オーステノレビー Osterby等

でも買収したり，賃借して，スウェデγで武器弾薬，真鋳の製造を行ってい

るO このジェーノレが1645年，アムステノレダムで8隻の艦隊と兵員を調達し，

この威力をもってスウェーデンは， フェーメルγFemernの海戦でデγマノレ
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グに決定的勝利を収めたが，その蟻装費 140万グノレデンを立替えたジェーノレ

は，結局，関税収入から10年々 万グ、ノレデ、γづ、つ払込を受けた他，銅の現物引渡

しあるいは王領地の払下げや賃貸で残額を弁済された(5)。一方，ジェーノレ

の義弟で，時には，協同し時には強力を競争相手であったエリアス・トリッ

プも，兵器の売込の代金や，彼が引受たスウェーデン銅の一手販売に伴う前

渡によって，約99.1万グノレデ、γの債権を有していたが，担保にとった銅は，

718，503グ、ノレデンにしかならず，これを加えて， 銀貨鋳造のため彼がスウエ

デンに引渡した銀の価格を合せ59.2万クゃルデソが未払となった。そこで， ト

リップは，ハランド Hallandの王領地を払下げられ，このうち 40.3万グル

デンをー不利な計算でー内済させられた(6)。

デンマノレクは比較的遅れてアムステルダム市場と接触するに至ったが， 30 

年戦争後スウェーデγの圧迫が激しくなるやこの国も又アムステルダムから

艦船や兵器の供給を仰がざるを得なくなった。この方面で活躍したのは，マ

ノレセリス兄弟 Gabriel& Celio Marselisで，彼等は， 1685-9年，コベンハ

ーゲ、γがスウェーデγ軍に包囲された時， 52，000ライヒスターレノレ相当の武

器弾薬をデゾマノレグ王に売掛けで引渡し，又，この他に，銅十分のー税を担保

として45万ライヒスターレノレを貸付けた。後者は，彼がアムステノレダムで孤

児管財院や寡婦，あるいは商人から借入れた資金から成っていた。そして，

マルセリス兄弟は，この借款弁済のため， デンマノレグとノノレウェーに大所

領を得たげ〉。叉， ホノレシュタイン Holstein生れのヨアヒム・イノレゲンス

J oachim Irgensは， ノルウェーのトロニエム Trondhjemの近くに銅山を

経営していたが，彼は，鍋の輸出関税と国王の先買権の免除を得んとじて，

国王に6万ライヒスターレノレを貸付け，更に，ーマノレセリスと同じく孤児管

財院，寡婦，商人からの借入も利用しつつー貸付を続けた。そして，その返

済には， 1672年デソマノレグのシェーラン島 Sjaelandやユトランド半島やノ

/レウェーの23万ライヒスタレノレ相当の王領地が充てられた(8)。又，スコット

ランド出身のウィリアム・ダ、ヴイヅドソン Wil1iamDavidsonは， 1668年に

デシマノレク国王に 96，000ライヒスターレノレの憧権を有しているといわれた
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が，国王自身への貸付はその弘で，残りは廷臣，あるいは，デシマノレグの特

権会社である塩業会社 Salt-compagnieへの出資であった。この債権処理で，

ダヴィッドソンは，ノルウェーに土地，製材所，製鉄所を取得した(9)。

このように， 17世紀の聞に外国政府へ貸付を行ったのは，殆んどが，外国

生れの政商で、あり，アムステノレダム商業資本の本流をなすものではなかっ

た。然し， 18世紀に入ると，アムステノレダム商業の地盤沈下に伴って，金融

業務の比重が次第に増大して来ると，銀行家 banquierと呼ばれる一群の金

融業者兼商人が出現し，ヨ{ロッバ諸国の起債を代行した。その最初のもの

は， 1695年二アムステノレダムの都市貴族デューツ家 Deutzが引受けたオース

トリア公債の発行であった。オーストリア政府は1695年，これ迄の負債の低

利借換を企て，オラソダ連邦議会に交渉したが，その交渉はは難航した。そ

こで，結局デューツ家の仲介で，年来1j5%で 155万グルデンが発行されるこ

とになったO これはデューツ家が， 1659年以降，オーストリアの専売品であ

ったイドリア Idria産の水銀の総販売代理商人 derkaiser1iche Factorで，

代金前渡の形で貸付も行っていた縁故によるものであった。この公債は，デュ

ーツの許に委託された1032樽 vaatje(1樽=150ポンド〕と 12年間にわた

って年々アムステノレダムに送られる 800揮をもって元利償還が行われること

になっており，連邦議会がこの債務を保証した。然、るに 98年にオーストリ

アは，再び水銀を担保とする 100万グノレデンの起債を企て連邦議会にその保

証を申入れた。デューツは，先の公債がまだ償還されていないことを理由に

難色を示し，これを80万グノレデン(年利5%12ヶ年賦償還〉に減額せしめ，

しかも，イドリアに加えティロノレ産の水銀を悉くアムステノレダムを通して輸

出する権利を獲得した。オーストリアは， 同じく，ハンガリー(スロヴァ

キア〉のノイゾーノレ銅山 Neusohlの銅を担保として 105万 (5%， 8年賦〉

の起債を行い，毎年40万ポンドの銅デューツに引渡し，デューツはその販売

手数料 provisieとして，売上の0.85%を認められた。然、し， 1701年，スベ

イγ継承戦争が勃発するや，オーストリアは，先の三つの起債の未償還分

f 1，362，222.5を残した僅，更に水銀や銅を担保とする起債を余儀なくされ，
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連邦議会も， 1701， 02， 04， 06年の 4回の発行に， 同盟国への外交的配慮

によって，保証を与えざるを得なかった。その上，ハンガリーのラコッツィ

Rakoczyアの反乱やトノレコの侵入によって， 銅や水銀の輸送は休止してしま

い，利子の支払すら起債の一部によって賄われた。一方，水銀価格は，イ

ギリス東インド会社が中国産の水銀をロンドン市場に持込んだため，独占価

格を維持できず， デューッの売上， 22.5万クツレデンでは， 利子すら払い切

れなかった。この一連の公債は，結局，ヴイ {γ市立銀行 WienerStadtbank 

が1724年，水銀担保公債を 33年銅公債を肩代りすることによって，漸

く好転した。そして 34年， ウィルレム・ヒデオン・デューッ Willem

Gideon Deutzは，再び水銀を担保に， 250万グルデンを，更に， 39年80万

グソレデンの発行を引受けた(10)。

一方，オーストリア政府は，水銀・銅担保公債と平行して，シュレージェソ

Schlesien身分制議会 Standeの保証で， 同州の租税収入を担保に， ジョー

ジ・グリフォード GeorgeCli妊ordの手を通じて 1714年に 250万 (8%)， 

16年に 220万(同 8%) を借入れたが， これらは 34に250万 (6%)， 36 

年， 350万 (5%)の低利公債にデューツを通じて借換えられた(11)。又，同様

にして37年，ベーメン Bohmenより上る収入を担保にした起債が試みられ

たが，オラ γ ダ連邦議会がその保証を認めなかったため，ユトレヒト州議会 t

Staten van U trecht の保証により， エトレヒト市の金融業者マトロース

Tiberius Beeldsnijder Matroosの仲介で250万グノレデγが発行された。 こ

のシュレージェン公債は， 33年発行分の%と36年分を全額未償還の憧， 1741 

年プロイセγの同州占領で，遂に未払の憧に終り，デュ一ツ家も， 1758年5

月のウィノレレム・ヒデオンの死去で，水銀の代理販売の地位を放棄して，オ

ーストリア公債から手をヲ|し、たく12)。そして， 代って， フェノレブリュッへ=

コ、ル商会 Verbrugge& Goll (1778年以後 Goll& Co.)が，水銀を担保とし

て756，650グノレデγ5%の起債を引受け， 1%の手数料及び 6ヶ月分の利

子を受取った。然し，彼を信頼していなかったオーストリアが，同年12月こ

れをクリフォードに渡したため，同商会とオーストリア政府の聞に紛争が生



表 アムステルダムにおける外債発行

Elias， De Vroedschap van Amsterdam. App. B. 
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B スウェーデ、ン
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止 Hope 1，000 ワ

H.H.D 1，250 ワ

λY 1，000 ワ

H.F，2l Hop巴 1，200 ワ

Hope 3，000 4 関税
F.G，3l Hope 800 ワ

Hope 750 4 日.Hへの支払

ノア 1，250 ワ

I! 1，250 ワ

F.G， Hope 500 ワ

I! 600 。
I! 1，500 5 

F 2，000 4%  
ノケ 800 4%  

F.G 600 ワ

FG. Hope 1，500 4 

H.G4l 1，500 5 

Hogguer 1，250 5 10年内償還

1) H. H=Horneca， Hogguer & Cie 
2) H. F =Horneca， Fizeaux， & Cie 

3) F. G =Fizeaux， Grand & Cie 

4) H. G =Hogguer， Grand & Cie 
補， 1) 1772. Jean Le Febvre (Norrk凸pmgの真鋳製造業者 (Horeca，

Hogguer & Cie 発行5，%)は，後 EliasPascheへ
更に S凸derforsの製鉄所，錨製造所に肩代。
2) 1778. Mathias & Johann Philip Krappの Lagford，Lagdoの

製鉄所も Fizeaux，Grand & Coの手で発行。

じたが， 1766年から同商会は，オーストリアの，水銀やヴィーソ市立銀行債

を担保とする公債発行を再開し， 92年迄，その金額の判明しているものだけ

でも 5件， 1，400万グノレデンに上っていた(13l。ロシアは， ピョートノレ大帝以

来度々アムステノレダムでの起置を企てたが成功せず，漸く 1769年に，ユカテ

リナ二世がドゥ・スメット商会 Raymond& Theodoor De Smethを通じて

借入に成功し，その額は 1782年に 1，700万クツレデンに達していた。続いて，

88年，ホーフ。商会 Hope& Co.は，エストラシト Estlandやリーフラント
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1769-82 De Smeth 17，000 ワ

88 Hope 9，000 4弘
Estland 1) 
Livland 

89 グ 9，000 5 

90 グ 9，000 5 

91 Jγ 18，000 5 

92 ノア 6，000 4~4:11z 

94 1/ 2，500 ワ

95 グ 88，300 ワ 関税 2) 公旧債ポーランド
継承

備保担問Uf野)1t-Uお1仲介者年

1) エストラント及リーフラントの収入及びリガ，ナノレウゃ j，ベノレナウ，レ

ヴァルの関税

2) フィンランド， リーフラント，ベテルスブ、ノレクの関税
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F アメリカ合衆国(連邦分のみ)1782-94 

年 |仲介者|金額(5ノレデ)1利率利 手数料5ゆ|償還年賦

1782 Wl)， S2)， L3) 5 millions 5 2+弘十2 5 (1793-1797) 

84 ノア 2 λy 4 7 in total 6 (1801-1807) 

87 W=S 1 11 5 8 ノア 5 (1798-1802) 

88 I! 1 I! 5 8 I! 5 (1799ー 1803)

90 W，S=H4) 3 I! 5 2Yz+ズ+1Yz 5 (1799-1803) 
1 March91 グ 2.5 5 1%+%+2 5 (1800ー 1804)

1 Sept. 91 グ 6 グ 5 必Y 5 (1802-1806) 

1 ]an. 92 I! 3 λY 4 I! 5 (1802-1806) 

1 ]une92 グ 3 I! 4 2%+%+2 5 (1803-1807) 

93 グ 1 ノア 5 3% in total 1 (1803) 

94 I! 3 I! 5 4% I! 5 (1805-1809) 

註1) W. &]汎Tillink.

2) N. & ]. van Staphorst. 

3) De la Lande en Fynje. 

4) ]. van Staphorst en Hubbard 

5) 仲介者+仲買人+委託販売 commissionair手数料。

Van Winter， t. a. p. II Bijlage V. 

の収入を担保に， 900万クソレデンを発行したのを皮切りに， それ以後 7年聞

に 5，330万クソレテゃンを引受け，更に98年，ロシアが引継いだポーランド公債

の借換 8，830万グ/レデン，及び， 1815年の，未払利子の支払のため， 1，800 

万グノレデンの発行も担当したく14)。 フラ γスの公債は， アムステルダムに大

量に流込んで来てはいたが， アムステノレダムの金融業者の引受発行は見

られられなった。 これは一つには， ジュネーヴ系の大金融者ーいわゆる

)) Hautes Banques ((ーがフラシスの財政に喰込み， アムステルダムでのAブラ

シス公債の売却も彼等の手を通じて行われていたためで、あった(15)。然るに，

アメリカ独立戦争以降，両国の政治的関係が密になると，フランス絶対王制

は，パリの金融業者達の反対にも拘らず，イーヴェ兄弟商会 IverFreres & 

Cieの仲立でポープに 5%で110万クソレデン (300万リーヴル〉を発行せし

め，更に，その後他の発行ー金額不明ーをも依頼している(16)。アメリカ合衆

国も，独立戦争の最中から，フラングリンを派遣してアムステルダムで起債
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を企てているO 然し，新国家に対する信頼はまだ薄く， 1777年の 1，000万グ

ノレデンの起債は，ブラシスが名儀貸しをした。そして，翌年，合衆国政府の

名儀で募集した 500万グ、ノレデン (5%)も不成功に終った。そして， 81年，

ジョン・アダムス JohnAdamsがオランダ連邦議会に訴えた書翰も， 何等

の効も奏さなかった。その後， 82年の起債が初めてー満額に達するのに長時

間を要しはしたが一成功し，続いて 84，87， 88年の発行は，一層順調であっ

た。そして， 90年には，アムステルダム証券市場に 8種， 2，400万グノレデ

ンが流通していた。この起置を担当したのは，ウィリシグ羽T.& J. "¥九Til1ink

(アメリカ政府のアムステルダム代理人)，及びスタプホノレト田ヒュツバノレト

Staphort & Hubbardであったが，他の金融業者ースタニヅキ- Stani tzski 

ファン・エーへγP.& c. van Eeghen テン・カーテ=フォレンホーヴェ
ン TenCate & Vol1enhoven，ドゥノレ Dull，スヒ γメノレベニ γグJ.R. Schi-

mmelpenninckーもアメリカ公債の取引に進出し，連邦債のみならず，幾つ

かの州債，あるいは，合衆国銀行 u.S. Bank，更に，運河会社株をも扱っ

た。かくて， 1794年には 2 オラ γダの保有するアメリカの公債， 有価証券

は， 3，400万グノレデシに上るといわれた(17)。 この他， スペイン， プロイセ

γ，ポーランド，スウェーデシ，デγマルグ，更にドイツの諸領邦や帝国都

市も，アムステノレダムで起債を行っているく18〉O

イギリスは，名誉革命迄ーピュウリタン革命で亡命したチャーノレズ二世を

別とすればーオラ γダからの借入に依存することはなかった(19)。然し，総督

ウィノレレム三世がイギリスの王位に即くや，多数のオラ γダ人がこれに随っ

てイギリスに渡り，両国の関係は，急速に緊密化して行った。そして，この

直後1692年からイギリスは，議会制定法に基き，特定租税収入を担保とする

有基公債 fundeddebtを発行するようになり，而も圏内の資金の不足のた

め，利率は 8~6%と約 3%のオランダ公債に比して格段に高かった。然し，

イギリスの公信用が不安定なため，オラ γダ人による公債購入は，巨額に上

らず，アムステルダム取引所にも上場されなかった。そこで，対政府の金融

は，アムステノレダムのユダヤ系金融業者や，ロンド γのオラシダ系金融業者
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の短期貸付が多かった。そして， 17世紀末から1740年頃迄，アムステノレダム

取引所で人気を集めていたのは，イギリス東インド会社，南海会社SouthSea 

Company，イングラシド銀行 Bankof Englad等の株式であり， 1719年頃

から上場されていた。その後，ウォノレポーノレの時代には，イギリスでは減債

政策がとられたため，新規の公債発行がみられなかったが， 40年以降イギリ

スが度重なる戦争のため公債を増発するや，オラ γダ市場でこれが絶好の投

機の対象となった。あたかも，この頃， ドイツの麻織物とイギリスの毛織物

のイ中継を主とする対英貿易が，ハンブ、ノレクに進出したイギリス商人の直接取

引で不振に陥ったため，代って，イギリスの公債や株式が絶好の商品とし

て，ロシドγに居住する同族や代理屈を通じて買付けられ，オラシダに輸入

された。中でも，国債は，議会の保証があるため，他の絶対王制の公債に比

して安全確実で有利な投資対象であり，オラ γダの金利生活者が最も好んで

保有する所となったO そのため，オラ γダ商人達は，公債を購入するだけで

5%以上の利子を得ることが出来たのみでなく，その投機で通常20~30%の

利益をあげることができるため，益々，仲継貿易から遠のいて行った。そし

て，オランダ人の保有する公置は，全イギリス公債額面価格の32~22%に及

んでおり，オラソダ金融市場の動向が，イギリスの公債価格，ひいてはイギ

リス金融市場を大きく左右し得た。但し，イギリス公債の場合，最初から特

定金融業者の引受は見られず，オランダの金融業者も，ロンドンの代理人を

通じて購入する他はなかったく20)0 (第10表〉

こうして， アムステルダムの取引所では， 1719年以降オランダの東， 西

イγ ド会社の株式・社債やオラソダ園内の諸州や諸都市の公債のみならず，

イギリスを始め，諸外国の公社債株式が上場され 23年から取引所月報

Prijscourantがその価格を掲戴していた。そして， 1747年には，オランダの

公社債，株式28種に対して，外債一主にイギリスーは16種を数えるのみであ

ったが， 1783年には，内債80種に対し，外債は，イギリス，フラ γス，ロシ

ア，オーストリア等， 100種に及んでいたC2D。

オランダでは，既に17世紀以降，商業資本家の資産のかなりの部分が，東



148 (384) 経済学研究第 18巻第3号

f.=gulden 第9表資産分布

A. Claas Taan De Jonge 

営業用資産

オランダ公債

外国公債

B. Corn巴liaCatherine van de Meer 

1801. 

営業用資産

オランダ公債土地

外 債

イγグランド銀行株

オーストリア水銀年金公債

ロシア公債

f. 650，000 

450，000 

200，000 

1779. 

ワ

54，768 

87，068 

21，002 

19，000 

8，000 

デ γマノレクグ 7，000 

デγマルク・アジア会社株 1，000 

其の他 31，066 

(ヴィー γ市立銀行，メクレンプルク，ザクセγ，ライプ

ツイツヒ，スウェーデン，デメララ，スリナメ，デンマルク官頁

西インド諸島〕

C. Christiaan Daniel Heltz 1800. 

営業用資産 ワ

オランダ公債土地 71，535 

外 債 98，840 

ロシア公債 39，000 

アメリカ公債 2，500 

其の他 14種 57，340 

Carter， Dutch Foreign Investment， T. v. G. (1953) blz. 34 

年 次

第10表 オランダ、人保有イギリス公債

比率(全イギリス公債中〕

1737 

1739 

1760-83 

1783 

額 J!， million 

10 

14 

27~30 

25~30 

22.7 % 

32 % 
25 % 

1 1. 8~14.2% 

Carter， Dutch Foreign Investment Economica (1953) pp. 331 ff. 
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第11表 傍系相続税による資産分布

第 I 群1) 第 E 群1)
年 次

資産総額 li 布 2)% 資産総額 li 布 2)% B C B C 

1739-1740 3，789，576 75.9 22 2.1 2，655，8981 96.84 3.1 .6 

1749-1750 3，598，480 80，2 17.7 2.1 3，554，454 90.6 8.6 .8 

1759-1760 11，022，622 81.2 16.4 2.4 2，632，725 80.2 18.3 1.5 

1769-1770 8，107，968 71.2 19.4 9.2 4，210，500 73.3 15.9 10.8 

1779-1780 7，644，252 60.4 27.1 12.5 4，450，218 79.7 11. 4 8.9 

1789-1790 9，319，218 57.5 18.8 23.7 4，049，199 76.6 6.7 16.7 

1799-1800 8，039，136 67 15.3 17.7 4，664，301 79.9 2.1 18 
3) 3) 

註 1) 1 資産額9万グノレデン以上 JI 9万未満2万以上
2) A 土地及びオランダの株式社債公債 B イギリス公社債株式

C イギリス以外の公社債株式

3) 両グループの総計で17.95ぎとなるが，このうち，ロシア公債は13.6

%，アメリカが13.6%，他は 11ヶ国に分れるが8%を超えるものは

ない
Carter， Dutch Foreign Inv'田tment，T. v. G. (1953) b1z. 36 

西イ γ ド会社の株式・社債や，公債の形で保有されていたが， 18世紀後半に

入ると，外債保有の比重が高まり， 1789~90年代にかけては，不動産・有価

証券資産額 9万グノレデン以上の上層市民の場合， 実に 42.5%が外債に充て

られ， (第 11表)， 2 ~ 9万の層を合せても， 36.8%に達していた(22)。そし

て， 1780年のリュザ、ッグの推定によれば，オラシダの保有する外債は，約15

億グノレデγ，受取利子は， 4，000万グノレデγに達していた(23)。

(1) P. W. K1ein， De Trippen in de 17de eeuw. Een studie over het ondernemers-

gedrag op de Hollandsche stape1markt. Assen 1965. b1z. 334-6. Froukje Breedve1t-

Van Veen， Louis de Geer， 1587一一1652.Amsterdam 1935. b1z. 54-6. 

(2) ]. Elias， De Vroedeschap van Amsterdam 1587-1795. 2d1n Haarlem 190与一5.

b1z. 115. 1699年， David Rugtersがこの債権相続してp プランデンブ、ルク侯に 13

万5000グルテ、ンを請求しているが支払われた形跡がない。

(3) 前出 111頁。

(4) H. Srbik， Der staatliche Exporthande1 Osterreichs von Leopo1d 1 bis Maria 

Theresa. Wien 1908 SS. 236-7. 

(5) Breedvelt-Van Veen， t. a. p. b1z. 64-75.， 153. vv， E1i Heckscher， An Economic 

History of Sweden. Cambridge Mass. 1954. pp. 83f， 10lf. 
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(6) Klein， t. a. p. blz. 404. 

(7) M. G. de Boer， Een Amsterdamsch "Lorrendraaijer" Ce¥io Marcelis. Jaarboek 

Amstelodamnum XXVIII (1941) blz. 37-66.マノレセリス兄弟の父， ガブリエル

は南ネーデルラント出身で，ハシフマルクに移住していた。 blz.49.

(紛 Elias，t. a. p. 1 blz. 347， II 1063.このうちノルウェーの所領は， 1666年に10万

ライヒスターレル借入の担保となったもので， 7つの ambt-enbailluwagien より

成っていた。

(9) 羽T.del Court， Sir Wi¥liam Davidson in Nederland Bijdragen voor de Vader-

landsche Geschiedenis en Oudheidkunde 4e reel王safl.V. (1906) blz. 375， 406， 420. 

M) Sbrik， a. a. 0.， S. 237. Jean Deutzは，ヴェネチアの Cernezzi& Rezzonicoと，

水銀販売権を分割していたが1669年に，総代理屈となり，代りに 187，500グルデ γ

を前貸している。 JeanDeutzは Raadpensionaris. ヨハン・デ・ウイヅトの義

兄弟であっTこo

~l) Elias， t. a. p. II blz. 1048-1058， Sbrik. a. a. O. S. 263ff. 

~:?) Elias， t. a. p. II blz. 1045-6. Cifford家の租 GeorgeCliffordは，リンカンシ

ヤー Lincolnshireストウ Stowの牧師，へγリー・クリフォードの子で 1680年ア

ムステル夕、、ムに定住し対英貿易に従事し7こo aldaar. II blz. 880. 

{13) Elias， t. a. p. II blz. 1051-2. 

帥 Elias，t.a. p. II blz. 942 noot 1060 Hope家は，スコヅトランド系のイギリス荷

人で，その祖先の Andriesは， Bostonから， ロッテノレダムに移住し，西インド諸

島との貿易をその主要な業務としていた。

{15)最も有名なのは，オヅゲ Hogguer家で， フランス国王への貸付のみならず，他

の金融業者，例えば，オルネカ〔ホルンガヅへノレ)Jean-Jacques Horneca (Horngac-

her) .フイゾ-Fizeaux，グランド Grand，更にホープと組んで，スウェーデンのた

めにアムステルダムで起債を行っている。 Elias，t. a. p. II blz. 1057 Luthy， op. 

cit. II pp. 331-342 M. Marion， Histoire financi色rede la France depuis 1715. 

Paris 1914 1 pp. 264， 355 フランスは 1770年利子支払停止を行ったため，オラン

タに大きる衝撃を与え， 71年の 2 億フラン(7 ~8%) の終身年金公債も，長時間

を要して 1億 5，000万に達したのみであったが， 1774年，テュノレゴー Turgotは，

6，000万リーヴ、ル (4%)の起債に成功し 82年の 500万グルデ、ン (4%)も一日

で全額応募されJ 83年のカロンヌ Caronneの公債も，需要が大きかった。猶，フ

ランスとの金融関係は， vgl.， J. B. Manger， Recherches sur les relations岳conomi-

ques pendant la Revolution francaise (1789-1795) Paris 1923. p. 63. 

M) Elias， t. a. p II blz. 1060. 

的，) J. C. Westerman， The Netherlands and the United States. Their relations in 

the Beginning of the XIXth century. The Hague 1935. p. 10 P. J. Winter， Het 
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aandeel van der Amsterdamschen Handel aan den Opbouw van het Amerikaansche 

Gemeenebest. 2dln. (Werken uitgegeven door het Nederlandsch Economisch-His-

torisch Archief 7， 9) 's Gravehage. '1927-33. blz. 35 vlg. et passim. 

制第6表参照。この他，東フリースラント Ostfriesland，ザクセン Sachsen，メク ν

γブルク=シュヴェーリン Mecklenburg-Schwerin，ブラウンシュヴ、アイク=リーネ

ブノレク Braunschwieg'Luneburg，エムデン Emden，プレーメン Bremen，ライプツ

イヅヒ Leipzig，ユーリ?ヒニベルク Julich目Berg等。

(19) 1625年，イギリスは p ドイツの30年戦争に当って，マンスフェルト伯の新教軍を

援助するため，アムステルダムで、借入を企てたが，結局，前に述べたノレイ・ド・ジ

エールが，ホラント州議会保証の下に65万グ、ルデン相当の兵器をイギリスに前渡し

Tこ。しかしこの代金は28年になっても一文も支払われず， 31年，僅か10万が返済

されたに止った。後，チャルズ一世の王妃ア γリエット Henrietteは，ロヅテノレ夕、、

ム貸付銀行 Bankvan Leeningから，王冠や宝石を担保に40万，総督ウイノレレム二

世から， 30万，連邦議会から5万グルデンを借入れているが，これはピュウリタン

革命と云う特殊事情によるものであろう。 (F.Dietz， English Public Finance 1485 

-1641. vol. II N.Y. 1932 repr. 1964. p. 258. Van Ve叫t.a. p. blz. 31.) この

他，イギリス国王は， 1625年アムステル夕、、ムで、宝石を担保に借入を行っている。

猶，王政復台後， オランダの資金は， ロンドンの代理人を通じてイギリスに流

入し始めており， 1669年の商工業の衰退に関する委員会審議 Proceedingsof the 

Commi ttee on the decay of tradeによれば， 11市参事会員パヅクネル Brucknell

氏は10万ポンド以上，メイネル Mr.Maynell氏は， 3万ポンド， ヴアンデプット

Vandeput氏は，ある時には6万ポンド，デリコスト Dericost氏は，終始20万ポ

ンド以上のオラン夕、の資金を保有して，商人達に7，6，あるいは5，%で貸付けて

いた。J(Hist. MSS. Comm. 8th Report 1881. p. 134.) と指摘されている如く，

イギリスの代理人を通じて，オランダの遊休資金がイギワスに投資されていた。

制 1692年の 100万ポγド公債以降94，96年公債のかなりの部分にー更に171ト 20年

にかけても，ーオランダ人が応募を行った。これに対してオランダ連邦議会

は， 1700年及び1713年，外国の君主ならびに東西インド会社への貸付を禁止したが

無駄であった。 C.H. Wilson， op. cit. pp. 92， 98.叉， イギリスの地主一例えば

Ralph， Earl of Verney 1748. bij Vorkert van Jever te Amsterdam ーがオランダか

ら土地担保貸付を受けていt.::.o ibid. p. 67.叉，西インドのプラ γター達も台風の

被害復旧のため， 1773年，アムステノレ夕、、ムで債券を発行した.0 p.183.猶，オラン夕、

人の保有するイギリス公債は， 177←7年当時全体(J!， 143 millions)の仏(J!， 59 mi-
llions)といわれているが，アメリカ独立戦争以前で大体25，%程度で，戦争中の大量

発行とオランダ側の応募忌避で，その比重は11~14，%に低下した。(第 8 表〕他方

80年代以降，イギリス以外の公債保有が増大して行く。(第9表〕
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(2]) Dillen， Effectenkoersen aan de Amsterdamsche Beurs. Economsch.Historisch 

Jaarboek XVII (1931) blz. 13-14. R. Ehrenberg， Die grose Verm凸gen1. Die 

Fugger-Rotschild-Krupp. 3 Aufl. Jena 1925. S. 133.アムステル夕、、ムで、の起債に当

って，発行業者の手数料 provisieは，一二三の例しか確認できなし、がーそれ程大き

くはなかった。そして，少くとも， 19世紀のロートシルトが行ったような，大幅な

割引はなかったと思われる。(第8表〉

凶 Carter，Dutch Foreign Investment 1738-1800， in the light of the Amsterdam 

"Collateral Succession" inventories. Tijdschrift voor Geschiedenis LXVI (1953) 

blz. 36. これは，傍系遺産相続税の記録〈申告価格〉であり，アムステルダムの全

資産の悉皆調査ではないが，大体の傾向はつかむことが出来る。但し営業用資産

は，この課税対象録に含まれていなし、。

(23) E. Luzac. Hollar由 Rijkdom1780. Carter夫人の傍来相続税記録の研究によれ

ば，イギリス公債は，比較的上層市民の方に集中しているが，他の公債の中でも，

特定の公債例えば，ホープの売出したロシア公債は，むしろ小市民の方に推奨さ

れた。これは， イギリス公債は，纏って取引され金額も高かったためで、あろう。

Carter op.ci t. p. 33. 

猶，オラシ夕、の外債保有高については，種々の説があり， 1782年に， Raadpensi-

onarisの Vande Spiegelは，イギリスへの投資は28億，それ以外の諸国が55億と

しており， (P. J. Blok， Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. 2e druk. II1. 

blz. 548.).叉，オランダ駐在プロイセン公使 Thulenmeyerは， 1780年イギリス公

債のみで、40億グルテ、ンとしイギリスからの受取利子は 1，500万グルデン，フラン

スからは 1，200万ク引ルデンと計算している。 Manger，op. cit. p. 60. 

v[ 1763年及び1773年恐慌ーアムステルダム金融市場の没落ー

以上述べて来たアムステノレダム金融市場の諸機能は，停滞しつつあった仲

継商業に代って，アムステノレダムの商人達に巨額の所得を授け，叉，仲継商

業の一層の没落の歯止めともなっていた。然L，このヨーロッパ最大の金融

市場の地位は， 1763年とその10年後の73年の二度の恐慌によって大きく揺ら

ぎ代ってロンドンが大きく浮上って来た。

7 年戦争(l756~63年〉の間，オラソダは中立を堅持したとはし、ぇ，戦争

によって様々の被害を蒙った。即ち，海上貿易は，イギリスやフラ γスの私

掠船の跳梁によって危険に曝され，一方，オラシダの最も重要な後背地であ

ったドイツの全域が戦場となり，双方の徴発や賠償金取立で疲弊してしま
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い，購買力を喪失してしまったからであった。この中にあって，金融業務の

みひとり活気を呈していた。アムステノレダムは， 1756年以降毎年次々と発行

されるイギリスの戦時公債の大部分を吸収L，更にイギリスからプロイセγ

に送られた援助資金は，アムステノレダムとハンブノレクを経由してベルリンに

届いた。この他，イギリスのハノーヴァー派遣軍への送金，物資調達，ある

し、はドイツの同盟諸邦への援助も，アムステルダムの商人=金融業者の手を

煩わさねばならなかったO フラ γスも，アムステルダムを経由してスウェー

デγやデγマノレクに援助資金を送り，オーストリアも同様に，ロシアやメク

レγフツレグ Mecklenburgへの送金を依頼した。

そして，賠償金や戦費の賦課を蒙ったドイツ各地の商人達は，競ってアム

ステノレダムから信用供与一殊に為替手形の引受の形でーを受けようと試み

たO 先ず，ザグセン及びその領内の都市ドレスデγDresdenやライブヅ

ィツヒ Leipzigは巨額の賠償金や焼打免除金 Brandschatzungを課せられ，

その割当を受けた商人達はアムステ/レダムからの借入に頼った。ハンブルグ

やプレーメ γでも，オーストリア=フランス連合軍が強制公債の賦課を行

い，スウェーデγでも，政府は，商人からの借入れによって軍需品の調達を

行っていた。従って，これらの賦課の一部はアムステノレダムからの借入で賄

われた。一方，プロイセシでも，何人かの御用商人達が，アムステノレダムで

資金調達を行っている。例えば，フりートリ vヒ大王は，占領地のザグセ γ

やポーラ γ ドで，銀 1 マノレグ当り 40~50 ターレノレ Thaler の悪貨を鋳造した

が，これを請負ったユダヤ人のエフライム Ephraimとイヅツィッヒ Itzig

は，アムステルダムの同族から地銀を借入れてこれを行っていた(1)。

更に，戦争中に俄かに勃興して来た幾つかの企業も，アムステノレダムの信

用に深く結ひ、ついていた。スウェーデγでは， 1758年から60年の間に，木位

貨幣の銅貨は約ズに切下げ、られ，為替相場は労近く下落した。 これに加え

て，スウェーデン銀行は，不換紙幣の増発を行っていた。このようなインフ

レーショ γと，政府の「重商主義政策J，一保護政策と， 国や銀行の融資ー

を利用しつつ，幾つかの新興企業が出現した。例えば，ハッセルグレーソ
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Jan & Carl Hasselgre巴n.ホルネーノレ Jenus& Olaus Horn巴er(精糖業)，ワ

ノレトストレーム C.N. Waldstrom (製鉄業)， アノレストレーマー Alstromer

(繊維工業)，イェニγグズ=フィ γレー Jenings-Finlay，ケーニヅヒ Henrik

Konig (金融業〕等がそれであったが，彼等は， その取引先をアムステノレダ

ムに求め，為替手形の引受信用を得ていた〈ヘベノレリソでも，商人=金融業

者で，ポツダム Potsdam及びジュパンダウ Spandauの兵器特権マニュフア

グチャーの企業主であったO シュプリッツベノレガー=ダウム Splitzberger& 

Daum，あるいは， 同じくベノレリンの絹及びビロードの特権マニュ (ブ、ルー

メBlumeと共同経営)，及び陶器マニュの企業主であったゴッコフスキー

Johann Ernst Gotzkowskyも，戦争中，様々の軍需品取引や金融業務に手

を伸し，アムステノレダムやハγブノレグから，為替手形による信用を仰いで

L 、7こ〈330

然し，アムステルダムの一般の商人は概して信用供与には著しく慎重で，

商取引を伴わぬ白地信用 credietin blanco供与は拒否していた。他方，グ

リフォード Cli丘ord，ホープ Hope，ドゥ・スメツト DeSmeth，ベルス Pels

のような大金融業者は，為替手形の引受信用を行ってはし、たが，それは外国

の取引先との交互計算による，当座貸越，あるいは商品代金先払の形をとっ

ていた。そして，これらの大金融業者は，外国政府の代理屈を兼ねているた

め現金準備が豊富であった。これに反して，戦時中に大胆に引受業務を拡大

し， ドイツペヂスウエデンの商人に信用供与を行ったのは，ピーター・レー γ

デノレト・ド・ヌーフヴィノレ兄弟商会PieterLeendert De Neufvi1le & Gebr. 

(同名の Isaac-JanDe Neufvilleは， これと別の有名な大商人)， カノレセボ

ーム Karsseboom，フリル Grill，テグスティーノレJanTextiel，アーロン・ヨー

ゼフ AronJoseph等の中位の商人達であった。中でも， 63年恐慌の最大の

破産者であったヌーフヴィルは，元来，地中海地方との貿易に携わる商人で

あったが，戦争のため取引が停頓するや，金融業務に進出し，従来全く取引

のなかった諸都市の商人ーハシブルグ，ベノレリン，ヒノレシュベルク Hirschberg

ハノーヴァー Hannover，マグデブノレグ Magdeburg，プレスラウ Breslauラ
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第11表 ヌーフグイル克弟商会の半期別振替銀行預金残高及び支払件数

年次|件 数|半年間の残高 l年次|件 数|半年間の残高
1751 IT 99 6989-10-8 17951 813 231508-12 

1152IT 194 662四15 1759IT 1284 3215-3 

1753IT 186 5550-13 1760IT 1176 1984-8-8 

1754IT 200 897-12 17611 1350 7186-5-8 

1755IT 169 3313-0国8 1761 IT 1360 6785-19-8 

1756IT 180 1199-15-8 1762IT 1476 49730-18開8

1757IT 256 1313-19 17631 1395 7620-19-8 

1758IT 375 41703-12-8 

De Jong-Keesing， t. a. p. blz. 98. 

イプツィ¥ツヒ Leipzig，エノレバーフェノレト Elberfeld，コーベンハーゲン， ヴ

ィー γWien，更にスウェーデンの前に述べた諸企業ーの為替手形を通常の

手数料71%より低い弘%で引受けていた。而も，彼は，非常に僅かな現金準

備で，手形を次々に回転させる一種の手形操依 W1SS巴lruiterijを行ってい

た。彼の，アムステノレダム振替銀行における支払件数と，預金残高は第11表

の示す通りであるが，もし為替手形 1件当りの平均額を 2，000グルデソとす

るならば，彼の現金準備は， 1759年後期には 1/850，62年後期には 1/64，63 

年前期には 1/465vこ過ぎなし、。一方，ホープ，クリフォード，ベノレス， ドヮ・

スメット等の場合は，準備率は 16~ 20 %に達し，仮に手形が満期になる

迄の期聞を 1ヶ月としても，十分毎月一回の支払能力を持っていたことにな

るのと対限的であった。従って， ヌーフヴィノレは， 屡々他の有力な顧客先

モ任ectieveCorrespondentの再引受に頼らねばならなかった〈4〉0

さて，戦争が63年2月15日のフーベルトゥスベノレグ Hubertusbergの嬬和

で終了した後も， ドイツの市況は回復しなかった。長年の戦争でドイツは荒

廃しており，新たな需要が生れぬのみならず，戦時中に乱発された貨幣の整

理が一種のデフレ効果を惹起した。プロイセンは占領地で鋳造した 1マル

ク当り 30~40ターレル銀貨を，本国で使用することを認めなかったが，勿

論その流入を喰止めることは不可能であった。戦後， フリートリッヒ大王
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は 5月の鋳貨令で 1マノレク当り 19弘ターレノレの暫定レートを定め一部の

旧銀貨の使用を禁止した上，流通を認められた各種通貨のレ{トを公定し

た。他の諸国もこれに追随した結果，物価騰費をあてこんでいた商人達は萎

縮し，その在庫の投売に走った(5)。一方，ハンブ、ノレグでは，戦時中，帝国都

市としてドイツ皇帝(オーストリア〉支援を義務づけられており，ハンブ、ノレ

グ貸付=振替銀行は，オーストリアに対して，銅を担保に巨額の貸付を行う

一方，その同盟国デシマノレク(ホルジユタイン公園〉の鋳造した軽量ターレ

ノレ銀貨を標準貨幣と等価として受入れた結果，戦前3~ 600・万ライヒスター

レノレに過ぎなかった同行の預金が 1763年には 1，750万に増大し，銀行通貨

には逆打歩すらついていた。戦後，同行は戦後通貨価値を維持するため，急

速に貸付の回収を企てこのため，ハンブノレク自身の信用も逼迫し，割引歩合

は6月には12%C/)に上った(6)。こうして， ドイツの商人達は，益々アム

ステノレダム宛の手形振出に頼ったが，その多くは，信用に乏しい現金建

Courant guldenーパンククソレデン建ではないーの為替手形で，ヌーフヴィ

ノレ等は， 4%に上昇した割引歩合に，更に 1~2%を上積しなければならな

かった。その上， ドイツで使用を禁止された悪貨は，続々アムステルダムに

送られて来たが，取引上これを抱え込んだヌーフヴィル等の金融業者は，コ

ストが高過ぎて，それを熔解することが出来ず，又，買手を見出すことも出

来なかったから，止むを得ず，これを担保に，比較的高い利率の金を借りて，

資金を作らねばならなかったく7)。

こうして，遂に 7月末，破局が訪れた。 7月29日，アーロ γ ・ヨーゼフが

支払を停止し，人々は支払拒絶証書作成のため公証人役場に殺倒し，又，ハ

γブルグの状況が判明する迄，手形の引受を見合わせた。翌30日にヌーフヴ

イノレが続いて， 支払を停止し 8 月 2 日 ~4 日にかけて， 更に 11軒が破産

した。そして，大金融業者のドゥ・スメヅト De.Smethや， 最大の出納業

者ヤコブ・ファン・テイ{ル Jacobvan Thielの破産の噂が流れたが， こ

の両者は持ちこたえることが出来た。然るに18日にノ、 γブ‘ノレクのパニックの

報が入るとその連鎖反応で破産は広がり，合計38件，負債総額は 2.677万グ
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ノレデンに達した。その中で一際目立つのはヌーフヴィノレで， 964.2万を占

め， この他， フリル AnthonyGrill & Zoonen， カノレセボ{ム Cornelis 

Karsseboom，ミユンヒ PieterMunch，アーロン・ョーゼフ AronJ oseph，テ

クスティール JanTextiel，ヤコブス SalomonJacobusの6軒が 1，320万を

占めていた。この 6軒はし、ずれも大かれ少かれヌーフヴィルに類以した金融

業務を営んでいたのである〈8〉0

こうして，アムステノレダムやハシブノレクでは未曾有の混乱が惹起され，正

当な手形迄が引受拒絶を蒙った。そのため，誰もハンブノレグからの手形を引

受けるものがなく，又，スベイ γのどの都市宛の為替を組むことが出来なく

なって，貿易は事実上休止状態に陥った。而も，政府やアムステノレダム振替

銀行も何等の救済策をとろうとしなかった。ヌーフヴィル破産の報がハンブ

ノレグに入った時，ハンブルクの主要な商人達は，連鎖反応を喰止めるためア

ムステルダムに対し，その救済を懇請し，自らも 150万マノレクの救援基金を

送ることを計画したが刊にアムステノレダムの大商人達は全く取合わなかっ

た。勿論，アムステノレダムの商人達の聞で，幾つかの救済策が考えられなか

ったわけではなく 8月1日には，ヤン・イザーグ・ド・ヌーフヴィノレが，

取引所に出入する商人達に 70万グノレデγの救済基金募集を諮ったが有力な

金融業者ベノレスの反対で潰れ，又，他の案も，実現性のないも lのばかりであ

った。大商人=金融業者は，為替引受の比重は小さくヌーフヴィル等と殆ん

ど取引関係を持たず、被害も蒙っていなかったのみならず〈10〉，成上り者のヌ

ーフヴィノレに不快の念をもっていた一殊に，彼が，フリートリッヒ大王のア

ジア通商会社 Dieasiatische Handels-Kompagnie再建に協力したと云う風

説が加って一以上，かかる提案には熱業を示さなかった(11)。

アムステノレダムに始ったノミニヅグは，ヨーロヅパの主要都市を席捲した

が，被害が激甚であったのは，ハンブノレク，ベルリン及び，スウェーデン諸

都市であった。ハγブルクは，既に，貸付=振替銀行の貸付回収によって，

信用が逼迫しており，しかも，アムステルダムのヌーフヴィノレを支払人とす

る手形を多数保有していたから被害は最も深刻で 8月26日迄に50軒が破産
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したE山。然し，幸，貸付=振替銀行はパニックに先立って膨上った貸付の

整理を済ませ流動性を回復していたため，今回は支払停止を免れ，逆に海事

庁 Abmiralitatを通じて月弘%で 100万マルクの救済融資を提目供した(13)。

スウェーデンでも，既に述べた。保護主義政策に便乗して設立されたノ、ッセ

ングレーン等の諸企業が悉く潰れ， 65年政変で権力を握った反対党は，保護

主義を放棄し自由貿易政策を採用した。然し，その経済がこの恐慌の打撃か

ら回復するのに， 10年の歳月を要した〈山。ベルリンでも，商人や金融業者

はハンブルグやアムステノレダムとの取引関係を有し，引受信用を受けていた

から，忽ちその打撃を蒙った。中でもゴッコフスキーは，ヌーフヴイルから

2万グルデ、γの信用を受けて，その運転資金を確保していたため 8月10日

には支払不能に陥り，フリートリッヒ大王の様々の延命工作も空しく，翌年

4月2日に， 240万ターレノレの債務に， 50%の支払をもって債権者と和解が

成立したが，この破産は，彼に出資していた貴族や官僚に大きな損害を及ぼ

した。一方，シュプリヅツベノレガー=ダ、ウムは，ホーフ。やクリフォード等の

大金融業者から信用を得ておりこの恐慌の打撃は少かったし，エフライムや

イッツィッヒの如きユダヤ系金融業者もハンブノレグに正貨300万ターレノレを

現送して手形の不渡りを喰止めた(15)。

イギリスでは，大銀行が割引かれた手形の支払猶予を行ってパニックを防

いだため，オラシダやハンフールクと関係の深い商人を除き破産者を出さず，

却ってイ γグラ γド銀行は一週間内に 160万ポγドの正貨を商人達に貸付

け，アムステノレダムやハンフソレクの取引先に送らしめ (8月5回 9月に2

回)，両地聞の為替レートの悪化とイギリス公債の暴落を防いだが，そのた

め，一時，正貨支払を中止した(6)。

このように， 1763年の恐慌は 7年戦争下交戦諸国の戦時財政の膨張や戦

時矛Ij得を目指す一部商人の投機がアムステノレダムの為替引受信用に依存した

こと，一方，アムステルダムの仲継商業が戦争中様々の障害から不活発とな

った時，ヌーフヴィル等一部の投機的商人が，乏しい現金準備で引受を異常

に拡大してその利潤の拡大の機会を狙ったことに基いているO 従って，ホー
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プ，クリフォード，ベノレス等の大金融業者は無傷であり，早くも 9月2日，ベル

スは，クリフォードの助力でデンマルクの 250万グルデγの起債を仲介して

いる。そしてアムステルダムの没落が決定的となったわけで、もなかった。例

えば，このアムステノレダムの金融恐慌の間アムステノレダムの為替市場が停止

したため，ペテルスフソレクーロ γドン聞に初めて直接の為替レートが生れた

が， 1780年迄まだ両地聞の大部分の為替はアムステノレダムを経由していた

し，ダンツィッヒも，この後も専らアムステルダムの為替市場を利用してい

るO 又，ズント海峡を通過するオラ γダ船のシェアも下落してはいないが，こ

の後，イギリス商人のバノレト海地方への進出が目立ち，それだけオランダ商

人の取扱高が相対的に減少した。又，ホープ等の大金融業者は，この恐慌を

境として，次第に商業やこれに直接関係した為替取引から手を引き，公債発

行にその業務を集中して行った〈17〉0

然し， 1773年恐慌は， グリフォード， ペルス，テノレ・ボノレフ TerBorch 

第12表 イギリス東インド会社株価〔アムステル夕、、ム取引所%)

1772年 9月16日 212 ~ 

1月1日 224 % 30日 197 

15日 227 ;yz: 10月16日 191 

31日 224 30日 183 ;yz: 
2月14日 225 11月13日 184 ;yz: 
3月2日 215 ;yz: 27日 170 

16日 218 ;yz: 12月10日 171 

4月3日 216 ;yz: 23日 169 ;yz: 
15日 214 % 1773年

5月1日 215 ;yz: 1月1日 159 

15日 218 15日 158 

6月3日 218 2月1日 168;Yz: 

17日 227 ;yz: 15日 166 

7月3日 225 ;yz: 3月1日 162 

17日 224 17日 162 ;yz: 
31日 220 % 30日 160 ;yz: 
8月24日 220 ~ 4月16日 155 

9月2日 211 ;yz: 

Van Dillen， Effectenkoersen， blz. 37-8. 
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等，有力な公債発行業者を倒産せしめ，その公憤市場としての地位を大きく

揺がせた。

この1773年恐慌は，その前年にイギリスの主要都市に発生した投機恐慌の

余波を受けて生じたものであったo 1772年6月9日，ロシド γの金融業者フ

オーダイス AlexanderFordyceは東イ γ ド会社株の売投機に失敗し，共同

経営者に 55万ポンドの負債を残してフランスに逃亡した。彼は 1769年に

設立されたスコットランドのエア銀行 AyrBank (ダグラス=ヘロン商会

Douglas， Heron & Co.) のロンドγ代理屈の一つで， 同行から送られて来

る為替手形引受によって同行に巨額の債権を持っていた。当時，浪費的貴族

の土地抵当金融や西イ γ ド諸島の土地投機に気前よく融資をばら撒いて，紙

幣を増発していたエア銀行は，その現金準備が忽ち底をつき，ロ γ ドン宛の

融通手形の乱発で運転資金を調達していたから，ブオーダイスの逃亡直後6

月22日に破産し，ロンドン，エディンバラ，ニュー・カースル，ダブリ γ等

の取引先を捲添えにした。然し，パニッグは，比較的小範囲に限定され9月

には，市況がかなり落着いた(8)。

丁度この頃から，対岸のアムステノレダムでは，イギリスのパニックの煽り

で，イギリス東イ γ ド会社株の下落が始った。然、し，クリフォード父子商会

George Cli妊ord& Zoonen，クリフォード=ル・シュヴァリェ商会 Willem

Clifford & Rudolph Le Chevalier，テノレ・ボルフ AbrahamTer Borchファ

シ・ゼッベγウォノレデ、 Herman& Johan van Seppenwolde等の有力な金融

業者は，値上りを見越して買投機に走った。所が偶々会社のベシガノレ経営の

失敗が明るみに出たため，株価の回復の兆は全くなかった。これらの金融業

者は 8月以来，繰越日歩支払いよる支払猶予と，買った株式を担保とする借

入れで12月に入ってからも買相場を張っていたが，東インド会社の実情に不

安を懐いた売手が，最早猶予を拒否し始めたため， 12月20日には，パニック

の兆が現れ始めた。金融は極度に逼迫し，取引所では 5万グルテ、ンの為替が

売買されたに止まり，割引も有価証券や商品の担保金融も殆んど休止し，僅

かに幾つかの少量の外国証券が取引されたに止った。幾つかの商会は 7~8
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万グノレデンの負債を抱え込んでいた。こうして，イギリスとの取引も事実上

麻痔してしまい，ロンド γでは6軒の大商会が支払を停止した。今や，イン

グランド銀行を措いてこの状態に救いの手をさし延べることのできるものは

なくなった。かくて，銀行は 1月10日，先ずアムステルダムに正貨を輸送す

ることを希望する商人達に30万ポンドに上る正貨を引渡し，アムステルダム

ーロシドン聞の為替相場の回復に努め，一方，投機を行った金融業者を整理

するため，ロンド γにおけるユダヤ系の為替商人やスコットランド系諸銀行

の手形の割引を停止し，続いて，一切の割引をも停止した。この結果，パニ

ックは 1 月 29 日 ~30 日に頂点に達した。アムステル夕、、ム市は，この間 1 月 15

日から 9月22日迄， 年来IJ3.5%で累計 552，300クソレデンの担保金融を行っ

ているが，市況が完全に回復したのは75年のごとであった。そして，この恐

慌で72年12月27日にグリフォード父子商会が倒産し，その負賃 464万グルデ

シに対し，資産は 104.9万にすぎなかった。そして， 73年には，ゼッペンウ

オノレデ，テ1レ・ボノレブ，フリノレ Gril1がこれに続き，翌年ぺ/レスも没落した。

こうして，アムステルダムの金融市場の脆弱性が暴露されたのに引換え，強

力な中央銀行を控えたロンドン金融市場の威力が誰の自にもはっきり映ずる

ようになった(19〉O

(1) De Jong-Keesing， t. a. p. Eerst Hoofdstuk.プロイセンの課した償金は，ザクセ

ン， メクレンブノレク， スウェーデン領ポンメルン合せて 5，300万ターレルで， プ

ロイセンの総戦費の7.3に当る。 aldaar，blz. 38--9. 0 Henderson， Studies in the 

Economic Policy of Frederick the Great. Lond. 1963. p. 39.猶， プロイセンの

改鋳については， ibid. p 40. 

(2) De Jo時四Keesing.t. a. p. blz. 45， 194→ 7. 

(3) Henderson， op. cit. chap. 1， 11.ゴツコフスキーについては，この他， S. Skalweit， 

Die Ber liner Wirtschaftskrise von 1763 und ihre Hintergrunde. Bieheft 34， Vier-

teljahrschrift fur Sozial-und Wirtschaftsgeschichte. 1937. S5. 11-12.コツコ

フスキーは，ライプツィッヒの償金8万タレールの肩代りを行って，新しい平価切

下後の鋳貨でプロイセγに納め，旧鋳貨でこれを取立て30~40%の利益を得た。

S. 21. Anm. 1.プロイセンの平価は， 1750年には 1マルク当り14ターレルであった

が， 58年4月には19，12月には19%に切下げられた。 Henderson，op. cit. p. 40. 
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(4) De Jong-Ke田ing，t. a. p. blz. 59-62，70ー 71.98vlg.スカールヴァイトは，これ

らの投機的金融業者が，手形割引の際， 8日間の支払猶予を与えていたと述べてい

るが，これは他の史料では，確認されていない。 Skalweit，a. a. O. S. 41. 

(5) De Jong-Keesng， t. a. p. b1iz. 89. 

(6) H. Sieveking， Die Hamburger Bank. p. 141. J. G. Busch， Handlungsgeschichte 

Hamburgs. Samt1iche Schriften， Wien 1812. Bd. 12 S. 111. 

(マ') De Jong-Ke田ng，t. a. p. blz. 93. 

(8) aldaar， blz. 87-8， 99vlg. 

(9) 8月4日，ハンフ守ルクの銀行家達は，ヌーフグイル兄弟商会が， 2~3人の管財

人 curatorと，必要な援助資金を得て，債権者との和解に達せぬ限り， ~全ヨーロ

ヅパが破滅するであろう』と述べ，必要とあらば，自分達の支払を停止する旨の警

告を発している。 Gentleman'sMagazine Sept. 1763. p. 423. 

制 当時の提案として， (i)富室長公債を発行して救済基金を作る。 (ii)Grill， Hasse-

19reen， Karsseboomのみを対象として，商人達が任意、に拠出する。 (Hope案)。

(iii)発券銀行 Bankvan Crediet設立。.(iv)預金=貸付銀行 Beleen.-enCourant 

bank案，の4つがあったが，最も小規模なホープ案すら実現しなかった:0De Jong-

Keesing， t. a. p_ blz. 179.叉，為替法の規定の一部緩和によるモラトリアムも結局

行われなかったし振替銀行も何等救済に手を籍さず，僅かに，金銀地金を担保と

する貸付を特に認めたに止った。 blz.165. 

制事実，ベルリ γの政商で彼の取引先であったゴツコフスキーは， 63年4月12日フ

リートリッヒ大王に，この会社再建の協力者としてヌーフヴイルを推薦してはいた

が，大主の方では彼の如き小さな商人を相手にしなかった。 Skalweit，a. a. O. S. 

100. 

(12) De Jong-Keesing， t. a. p. blz. 202-3. Skalweit. a. a. O. S. 72. Anm. 3同時代

人の説では破産数は 95といわれているが，これは過大であろう。 Vgl，Max Wirth， 

Geschichte des Handelskrisen. Frankfruk a.M. 1858 S. 131.対破産者の中には，

オーストリア銅担保貸の代理人となったハイシリザヒ・シュテγグリン父子商会

Heinrich Stenglin & Sohn，スウェーデγ政府の金融業務を担当した Heinrich

Konigの名が見られるo この他，隣のアルトナで6軒が破産しTこ。

制 Sieveki昭， a. a. O. SS. 140， 146. 

M) De Jong-Keesing， t. a. p. blz. 19らー7.

紛 aldaar， blz. 206-11， Skalweit.， a. a. O. S 98.この他， ゴツコアスキーは， ヌ

ーフヴイルと共同で、撤退するロシア軍から， 100万オランダ・ク、ルデ、γの穀物を買

取っていたが，うち30万はアムステルダ、ムの為替で支払われ，これは勿論ヌーフ

ヴイルの破産で引受拒否に遭ったゐこの債務は両国の外交折衝の末，ロシア側は，

現金3万ターレルと18万ターレル相当のレγブラシト等の絵画で満足せねばならな
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かった0

(16) M. Bouniatian， Geschichte der Handelskrisen in England. Munchen 1908. S 

134. Macpherson， Annals of Commerce rII pp. 372-3. John Clapham， The Bank 

of England， A History 1945 r p. 296. 

(17) De Jong-Keesing， t. a. p. blz. 182-5， Van Dillen， De b即時crisiste Amsterdam 

in 1763. Tijdschrijt voor Geschiedenis XXXVII (1922) blz. 253. 

猶， W. M. F. Mansvelt， Het Amsterdamsch Accept-bedrijf en cridiet-wezen in de 

achtiende eeuw. T.v. G. XXXVII (1922) blz. 400-4.の如く，この恐慌の原因を，

アムステノレダムの引受信用のみに求めることは誤りであるが， Van Dillen， De 

crisis van 1763 en de economische achteruitgang van Amsterdam. T.v. G. XXX 

VII (1922) blz. 40ト 6.の如く，拡張恐慌一般に解消するのも誤りである。

(18) Wilson， op. cit. pp. 170-2.特にエア銀行のロンドン代理庖である Charles

Fargueson & Co.， Fordyc巴Grand& Co.， rmmanuel Mackintosh， Thomas & William 

Jolly， Ogilvie & Micklem， Richard Blackburn & James Hunter， Perewell Barker， 

Alexander Dove， R. & R. Boyle， William Adam & Co.， Laurice Linsey & Thom-

pson， Van Begger & Hamilton， Richard Glyn Halifax & Co.， Borrow & Co.が

悉く破産した。

(19) ibid. pp.172-183. 91. Macpherson， op. cit. rII p. 541. Clapham， op. cit. r 

pp. 248-50. M. Bouniatian a. a. O. SS. 135-142. 

この後，フランス革命と共に，アムステノレダム金融市場に死の一撃が加え

られる時が来た。 1795年，オラソダはブラシス革命軍の占領する所となり，

イギリスとの経済的関係を絶ち切られるや，まだ僅か乍らアムステノレダムに

止っていた貴金属や外国為替の取引は，中立国のハンブ、ノレクに逃れ去り，こ

こに第二のアムステノレダムが生れた。そして，ナポレオン戦争終了後も，こ

の都市は，イギリスの工業製品や植民地物産のドイツ内地へのイ中継港として

繁栄し，其の後約半世紀聞は，ここでアムステノレダムと同じ金融業務が開花

してしたO 僅かに，起債業務だけが，ホープを中心に行われてはいたがc1ヘ

アムステルダムの投資者自身，フラ γス革命の中で決定的打撃を蒙り，もは

や曾つてのように，一利子切棄てや，不払，そして，度重さなる重税/ーそ

の収入の持か弘で暮し残りを新規の公債買入れに振向ける余裕がなくなっ

たO そのため，イギリス軍の海外送金や，各国の償金支払等の，絶好の猟場
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すら，新興のフラ γグフルトやノ、γブノレグの金融業者ーロートシルトやベー

トマシ Bethmann，パリヅジュ Paushーの手にみすみす委ねざるを得なか

ったのであり，更に，この後，イギリスの経済的優位をパックにしたロ γ ド

ンのマーチャント・バソカーの時代を迎えることとなった。

(1)猶， 95年のフランス軍の占領以降，莫大なオランダの資金が， ~ホラント土地会

社JlHoJ1andsche Landcompagnieの手で， アメリカのニューヨーク升|やペンシル

ヴアニア州の土地投機に流れた。これについては， P. D. Evans， The HoJ1and Land 

Company Buffalo. 1924. pp. 3-20.中村勝己「アメリカの土地投機に関するー研

究.-HoJ1andLand Companyの場合一J(1三田学会雑誌J50巻 1号)Van Winter， 

t. a. p. II blz. 236 v 19. 

結び

それでは， 17-8世紀の間，ヨーロッパの中心的金融市場の地位を占めて

来たアムステルダムを，金融史の上でどのように評価したら良いであろう

カミ。

19世紀以降の世界的金融市場ーロンドンやニュー・ヨークーは，いずれも

当該国民経済が世界経済に占める圧倒的優越性ー殊に輸出超過ーに立脚し，

自国の国民経済的均衡と，その世界的金融市場の機能とは，必ずしも矛盾せ

ず，その両者は，互に補完関係にあった。然し，オランダの場合は，この金

融市場はー商品仲継市場と同じく一諸国民経済(あるいは生成途上にある〉

に対して，貨幣取扱機能が自立化し，逆にこれを支配したに過ぎなかった。

そして勿論，オラ γダの国民経済は，これに従属し，埋没してしまった。当

時，マニュファクチャー期にあっては，まだし、ずれの一国も，世界経済をリ

ードすることは出来ず，一切の国際的決済は，諸国民経済の外部に設けられ

た，多角決済市場に頼らねばならなかった。これは，取引所における外国為

替の売買で大部分決済されうるが，猶，残りの一部分は，世界貨幣である金

銀あるいは，特定の鋳貨で支払れねばならない，従来，中世以来，このよう

な決済を行っていたのは，大小の仲継市場や年市 Messeの他に， リヨン

Lyonやジェノヴァ Genovaの為替大市 Wechselmesseであったが，アムス



17・18世紀におけるアムステノレダム仲継市場の金融構造 石坂 165 (401) 

テルダムでは， 17世紀後半以降には，外国為替売買のみならず，貿易差額支

払のための貴金属の移動を媒介するようになったO 即ち，オラ γダ自身，ス

ベイン及びその植民地との貿易では，出超となり，その貿易差額を銀で受取

り，他方，東インド、やノミノレト海， トノレコ方面には，絶えず，自国製銀貨を輸

出していたが，他の諸国も，これらの地方と交易を行うためには，アムステ

ノレダムに銀を送って，オランダ銀貨と交換せねばならず，叉，屡々，金銀を

もって外国為替を購入して，現送の不便を避けた。こうして，アムステノレダ

ムは，ヨーロッパ諸国の所有する金銀が絶えず出入し，一つの貯水池の役割

を果す一方地金や各種の鋳貨〈金銀貨〉が商品として取引された。そして，

アムステノレダム振替銀行の鋳貨担保貸付の制度は，このような貴金属取引

に，多く便宜を与えた。かくて，アムステノレダムでは，常に全て自由に貴金

属を輸出入しうるため，為替相場が著しく不利となればいつでも現送に切換

えることが出来，安定した外国為替市場が成立した。

このような，外国為替市場は，アムステノレダムの商人達に，様々の為替業

務による利益一例えば，相場の差異を利用した送為替と戻り為替の組合せ，

鞘取り，手数料等ーを保証したが，これは，アムステノレダムに特有のもので

はなく，既に， 13世紀末からイタリアの金融業者達の主たる利潤源であっ

たし，ヨーロッパ内の大抵の都市の金融業者 Banquierの主たる業務は，フ

ランス革命に到る迄は，このようなものであった。勿論，何等，商品取引に

も基かぬ為替手形辰出と，外国の取引先の引受ーいわゆる引受信用ーが17世

紀末から行われ始めたが，決して，大規模に，しかも全て商取引のない撞で

展開はしなかった。

それでは，あのアムステルダムの低利豊と富な貸付資金はどのようにして

生れ，どのようにして利用されたのであろうか。これは，アムステルダム振

替銀行や，出納業者 kassierの帳簿信用(当座貸越〉による信用創造による

ものではなかった。逆に，アムステノレダムに蓄積された豊富な資金が，その

必要をなくしたといって良いであろう O 即ち， 17世紀前半のアムステルダム

商業の目覚しい発展はアムステルダムに巨額の利潤をもたらした。然し，ヨ
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ーロッパ内貿易は飽和状態に達し，アメリカ=西インド貿易も，イギリス等

との角逐の中で，次第に圧迫されつつあったし，東イ γ ド=アジア貿易は，

東インド会社の独占に妨げられ，もはや有利な投資機会はなくなっていた。

しかも，仲継貿易都市が異常に肥大化L，人口の半ば近くを占めるオランダ

では，土地を取得して，地主となる余地も狭められ，又，加工貿易工業を除

いては，工業投資の機会も欠いていた。かくて，一部の資金が，スウェーデ

γの鉄工業=銅工業の開発に流出したり，ボルダー造成に向けられた他は，

アムステルダム内部に止り，内外の公債買入れに用いられたり，取引所の仲

買人を通じて，貸付 belening，殊に商品又は有価証券の担保貸付や，為替手

形の割引に使用された。こうして，いずれの国でも利子率を釣上げる役割を

果した公債利子で、すら17世紀後半には 3~3.5%迄下り，市場利子率は 3~

4%と云う当時のヨーロヅパでは，驚くべき低利一アントウェノレベンです

ら 9~12%であった/ーが実現した。そして，この低利の貸付こそ，アムス

テノレダム仲継市場がヨーロッパ貿易を支配する最大の武器であり，ここでの

低利の借入れで，商人達は，生産地における青田買や長期の信用供与を行う

ことが出来たに止らず，低いマージンで満足し得た〈1〉O

それでは，オラ γダが生んだ名高い金融機関であるアムステノレダム振替銀

行は，信用には全く関与しなかったのであろうか。既に述べた通り，この銀

行は，市に対しても殆んど貸付を行っておらず，僅かに，東インド会社に対

してのみ，短期の貸付を行っていた。しかも，それは，東イ γ ドに対する主

要な輸出商品である銀貨の貸付であり，寧ろ，貴金属取引から出た商業信用

であったし，東イ γド会社の取引規模から見て決定的な比重を占めたわけで、

はなかった。

振替銀行は，そもそも，振替による外国為替決済の便を計るために設立さ

れたものであった。即ち，アムステノレダムのような仲継商業都市では，外国

為替取引のためには，通貨価値の安定を図る必要があるが，一方，このよう

な市場には宿命的に種々雑多の悪貨が流入し，良質の鋳貨が逆に海外に流出

することを避けえなし、。そこで，振替制度が現金支払に代って，決済の手段
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として利用された。市も， 16世紀以降，銀の大量流入と，ヨ一戸ッパ諸国の

軽量鋳貨の乱発によって，貨幣制度の混乱は益々激しくなっており，私営の

振替銀行は，良貨の選別や削取りの機会に最も恵れていたが為，この貨幣的

混乱を一層助長させるのに一役買っていた。このため， 17世紀には，各都市

が市立振替銀行を設立し私営の振替業務をここに吸収したのである(2)。

このような，振替銀行と，それを取巻く金融市場は，オランダの没落後，

どのように継承されて行ったのであろうか。結論を云うならば，最早，オ

ラγダの如き，一つの完全な仲継貿易=金融市場は二度と生れて来なかった

のであるO ナポレオン戦争の死の一撃は，オラ γダ金融市場の機能を，ハン

ブノレグ，フランクフノレト，あるいは，ロ γ ドン，パリに分散させ，それはそ

れぞれの国民経済の中に従属した形で一定の地位を占めた (3)。僅かに，ハン

ブルクとフラングフノレトのみが，未成熟なドイツ国民経済を基盤としつつ約

半世紀の間，オランダ型金融市場を維持することが出来た。然し， ドイツ資

本主義の確立と共に，この二つの商業都市も機能の転換を迫られ， ドイツ資

本主義の一環に組入れられて行ったのである。

(1) アムステルダムの起債業務はー確かに18世紀以降，イギリスの公社債・株式の取

引が増大する傾向にはあったが，その他にはーオーストリア公債を除いては， 18世

紀の60年代迄，それ程大規模には展開していなL、。〔オーストリア公債もその大部

分は，水銀，銅取引の一環といえよう。)18世末の，本格的な起債業務は，寧ろ，

商業及び本来の金融業務を犠牲にしつつ進行した。末期症状に他ならなし、。

(2) オランダやハンフツレク以外に，もはやこのような，受動的=中立的な振替銀行は

成立できなかったことに注意。イギリスの場合も， 17世紀初頭に屡々建言されて来

た "ExchangeBank"は遂に実現せず，代って，発券銀行が生れた。又，諸々の絶

対王制の場合には，一定の国「民経済的利害」を踏まえ，又，他方，仲継商業以外に

土地所有や国庫の要求を抱えているため，創立された銀行は，かなり性格を異にし

たものにならざるを得なL、。例えば，スウェーデン銀行，フランスのジョン・ロー

の企画，あるいは王立プロイセン振替=貸付銀行 dieK凸nglichePreusische Giro-

und Lehnbank.更には， ヴイーン市立銀行 (1705)die Wiener Stadtbankをみ

よ。発券による信用創造は，為替相場の安定に強い関心を有する商業資本家の最も

忌避する所であり，当座貸越や，貸付も，彼等の立場からすれば銀行の流動性を損

うため，極力抑えられねばならなかった。従って，このような中立性=預金不可侵
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性は， 1"国民経済的利害j とは，屡々衝突する。

(3) 殊に，ロンドンの MerchantBankerが，その継承者であった。 (Baringをはじ

め，大陸出身者が多数含まれていたことに注意。〉

〔本稿執筆に当り，東京大学社会科学研究所柳沢治，慶応義塾大学経済学部飯田裕

康両氏に一方ならず御世話になった。記して厚く御礼申上げる。〕
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